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要　約

　本研究は、全国175カ所の児童相談所で子ども虐待に対応している児童福祉司1，480人を対象とした意識調査の報告である。

虐待防止法施行後の子ども虐待対応に関する児童福祉司の職務体制とストレスに関する状況を調査することで、現状の把握と今後の

課題を考察し、サービス内容の向上と職員のバーンアウトの防止に寄与する提言を行なったものである。特に、自由回答については、

児童福祉司の思いを伝えるために、原文をそのまま添付した。
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1．研究目的と方法

1．　目的

虐待防止法施行後の子ども虐待対応に関する児童福祉

司の職務体制とストレスに関する状況を調査することで、

現状の把握と今後の課題を考察し、サービス内容の向上

と職員のバーンアウトの防止に寄与する提言を行う。

　また、我が国においてこの種の研究における縦断的調

査データが少ないので、今回の調査票の一部を1999年

度（平成11年度）チーム研究「子ども虐待対応に関す

る児童福祉司の意識に関する研究」において職務状況に

関して行った調査の一部と同一の設問をし、時系列変化

についても把握する。

2．　対象と方法

　児童福祉司一人ひとりの回答を把握するため全国の

児童福祉司1480人を対象とし、虐待対応に絞って回答

してもらった。あくまでも職員の一人としての回答を得

るため、所長は対象外とした。調査期間は、2002年2

月から3月まで、質問紙による自計式で、相談所へ一括

送付・配布し、回答した調査票は個別に返送とした。

　ストレスに関する設問については、多様な対象職種・

文化における検証がなされている妥当性の高いスケール

で評価を得ている、MaslachとJackson（1981）の
Mas1αch’s　B皿nout　Inventory（MBI）1）を使用するこ

ととした。

　この尺度を用いた先行研究は医療・看護分野、社会福

祉では介護分野で先行研究があるが、児童相談所の児童

福祉司を対象としたものは本研究が初めてである。

　稲岡文昭による日本語訳（稲岡1983）2）を検討した結

果、①医療・看護分野を想定した訳であること、②わか

りにくい訳文があること、③今後も児童相談所をはじめ

としたソーシャルワーク分野においてMBIの妥当性と

有効性を調査・検証することを前提としてソーシャルワ

ークの現場にあった訳文で試行する、の観点から、稲岡

の訳を原文から逸脱しない範囲で一部修正して使用した。

　この尺度は、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感

の3次元からなる22項目の尺度である。

”．調査結果

1．回収状況

　調査票配布数は1480票、回収数が834票、有効票は

832票で有効回収率56．2％であった。

2．基本属性

2．1．回答者性別（表31）

　男性が487（58．5％）、女性が328（39．4％）、無回答

が17（2．0％）となっている。

2．2．回答者年齢（表32）

　40歳台が最も多く292（35．1％）、次いで50歳台

223（26．8％）、30歳台197（23．7％）、20歳台

90（10．8％）、60歳台5（0．6％）となっている。

　なお、年齢別の性別の割合に関するクロス集計結果

は、20歳代（男性40．0％、女性58．9％、無回答1．1％、

以下表記順同一）、30歳代（56．9％、43．1％、0．0％）、

40歳代（64．0％、35．3％、0．7％〉、50歳代（61．9％、

36．8％、1．3％）、60歳代（60．0％、4α0％、0．0％）で、

本調査回答者では20歳代以外はおおむね男性6：女性

4、20歳代は男性4：女性6という割合であった。

2．3．児童相談所通算勤続年数（表33）

1－2年が最も多く280（33．7％）、次いで3・5年

214（25．7％）、6－10年166（20．0％）、11年以上

134（16．1％）、無回答25（3．4％）となっており、5年

以下の職員が約6割を占めている。

2。4．現在の児童相談所に勤務する前の部局（表35）

　他の児童相談所から現在の児童相談所に来た人が

111（13．3％）、福祉事務所から来た人が176（21．2％）、

児童福祉関係（障害児含む）の部署から来た人が145

（17．4％）、児童領域以外の福祉関係の部署から来た人が

143（17．2％）、福祉関係の部局以外から来た人が

165（19．8％）となっている。

2．5．スーパービジョン担当の有無（表36）

　回答者のうち、スーパービジョンを役職として担当し

ている人が119（14．3％）、担当していない人が
688（82．7％）となっている。

2．6．児童福祉司の任用資格（表37）

　大学において心理学、教育学、社会学またはそれらに

相当する学科・課程を修めて卒業した者である2号規定

適用者が424（51．0％）と最も多く、次いで他の各号に

準ずる学識経験を有する者である6号規定適用者

130（15．6％）、社会福祉主事として2年以上児童福祉

事業に従事した者である5号規定適用者125（15．0％）、

児童福祉司または児童福祉施設職員養成学校・施設卒業

または講習会の課程を修了した者である1号規定適用者

65（7．8％）の順となっている。
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2．7。大学での専攻（表38、40）

　社会福祉学や心理学、教育学等、児童福祉に関連した

科目を専攻した人はあわせて6割と過半数を占めてい

るが、「その他の科目」の専攻者も179（21．5％）で全

体の約1／4を占めている。

　なお、本調査の回答者のうち、社会福祉士の有資格者

は118（14．2％）であった。

2．8．採用時の区分（表39）

　回答者が採用されたときに児童相談所職員任用の自治

体の採用区分をきいたところ、r一般職採用」457
（54．9％）、r専門職採用」298（35．8％）、r両方」14（1．7％）

であった。

3．虐待事例のケース数の実際と適当な担当数（表1～
4
）

　調査時点の担当ケース総数（新規受理・継続指導・施

設措置・里親委託中を含む）は、r51～100ケース未満」

297（35．7％）、r101～150ケース未満」152（18．3％）、

r1～50ケース未満」147（17．7％）の順となっている。

150ケースを越える児童福祉司も1割程度いる。このう

ち、虐待事例の担当ケース数は回答のちらばりが広く、

rOケース」からr100ケース以上」まであり、担当者

によって大幅な差異がみられる結果となった。このよう

な実際に対して、適当と思われる担当ケース総数の回答

を合わせると80ケース未満に8割が回答、また虐待事

例の適当な担当ケース数は、「5ケース未満」267（32．1％）、

「5～10ケース未満」338（40．6％）、「10～15ケース未満」

96（ll．5％）、「15～20ケース未満」55（6．6％）の選択肢であ

わせて9割を占めている。実際の担当数と適当と思われ

る担当数とに大きな開きを感じていることがあらわれて

いる。

4．　児童福祉司の配置人数に関する意識（表5、6）

　「児童相談所の業務を行うのに現在の配置人数では、

大変問題がある」と考えている人が524（63．0％）と6

割を超え、「やや問題がある」と考えている人を加えると、

9割が問題があると考えている。「問題ない」と考えてい

る人は、43（5．2％）にすぎない。

5．児童相談所への関心の高まりについて（表7）

　児童相談所への関心の高まりについて強く感じるもの

から順に3つまで回答してもらったところ、r職員の人

数を増やさずに期待だけされても困る」と感じる人は1

番目が417（5α1％）、2番目が266（32．0％）。3番目が

56（6．7％）とあわせて8割以上の人があげた。

　「児童相談所への関心が高まることは好ましいと思う」

と感じる人は1番目が139（la7％）、2番目が91（1α9％）、

3番目が263（31．6％）とあわせて7割の人があげた。

　「職員の専門性を高めずに期待だけされても困る」と

感じる人は1番目が221（26．6％）、2番目が366（440％）、

3番目が110（13．2％）。

6．　虐待の通告に対する認識（表8）

　「虐待の通告」の認識に関する質問では、「電話および

来所・文書によるもの」を正式な通告と認めたものが798

（95．9％〉であったのに対し、「来所・文書によるもの」、

r電話による訴えだけ」を正式な通告と認めたものはそ

れぞれ6割であった。rメールによるもの」は349（41．9）

と、新しい手段としては4割が通告と認識している。

乳　立入調査の経験の有無と躊躇する理由（表9、10）

　立入調査の経験を尋ねた質問に対し、「1回だけある」

と答えた人、及びr複数回ある」と答えた人は3割程度

で立入調査の経験が今までにないものが7割近くあった。

　立入調査を躊躇する理由を尋ねた質問で多かった回答

の内容は、立入調査により「保護者との摩擦が大きくな

り後の関わりが難しくなる」479（57．6％）、r保護者が応

じるかどうか分からないので実際的効力に疑問があり、

他の手だてを取る方が現実的である」193（23．2％）であ

った。「上司」や「所長」との関係や「手続きの煩雑さ」

を問題としているものは少なかった。

　また、「虐待の確証が得られないので行えない」は105

（12．6％）の人が1番目の理由として挙げている。

8．　初期対応時の所内チーム体制の原則（表11～13）

　初期対応における所内でのチーム体制の実際は、2人

以上で担当することを原則としているものが764
（91．8％）であった。実際には、「2人以上で担当する」

は511（61．4％）と低くなり、原則と実際に差があるこ

とが浮き彫りとなった。

　また、初期対応の体制についての考えに関する質問で

は、「各児童相談所に特別な専門チームが必要である」と

回答したものが393（47．2％）で最も多く、「各児童相談

所の管轄を越えた広域の特別な専門チームが必要であ

る」163（19．6％）。

　一方、「児童相談所の担当福祉司がそれぞれ行えばよ
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い」と回答したものは、18（2．2％）にとどまっている。

9．　親子分離に関する意識（表14）

　「親子分離は最後の手段でありなるべく避けるべきで

ある」378（45．4％）、「親子分離は対応の一方法として積極

的に行うべきである」420（50．5％）と親子分離に関しては

回答が大きく2つに分かれた。

1α　児童福祉司の仕事に関する児童福祉司自身の考え
（表21）

　仕事をする中でふだん感じていることとして職場環

境や人問関係に関する36項目を提示し、それぞれにつ

いてr1．おおいに思う」からr5．全く思わない」まで

の5段階評価を求めた。

10．1．虐待事例への対応の困難性

　虐待事例への対応について、「解決できそうにもない問

題に直面することが多い」と（「大いに思う」146（17．5％）

とr思う」380（45．7％）の合計）63．2％（以下合算値

は％のみ表記）が解決困難な虐待事例に頻繁に直面して

いると答えている。

　具体的にどのような場面での判断に悩むかは、一時保

護が46．5％で最も多い。次いで、28条の申立てが37．3％、

立入調査の実施が36．6％となっている。いずれも「あま

り思わない」と「全く思わない」との合計を上回った。

　しかし、福祉司としての判断自体よりも、その判断を

保護者との関わりで実行に移す際に困難を感じていると

の回答の割合の方が高い　。最も多いのは、一時保護や

施設入所をさせた子どもについて保護者が「強い引き取

り要求」をする場合の対応に困難を感ずることが多いと

の回答で69．9％に達した。次いで、r28条による措置に

関する保護者との関係に困難」が54．3％、「一時保護に

関する保護者の説得に困難」52．1％、施設入所・里親委

託への同意取り付けに困難が48．2％となっている。

　虐待者との関わりでは、r暴言や脅迫で心理的な圧力を

感じることが多い」との回答が57．5％と半数を越えた。

訴訟への不安も半数近く47．6％、身の危険は38．0％が感

ずることが多いと答えている。

　逆に、「自分は虐待者から頼りにされている」と「思う」

は65（7．8％）であり、約半数408（49．0％）はrどち

らともいえない」と答えている。虐待者の家族（大人）

から頼りにされているとの回答は11．9％、「被虐待児か

ら頼りにされている」と思う回答は24．4％で、いずれの

問にも約半数はrどちらとも言えない」と答えている。

10．2．周囲からの評価・支持および連携

　直属の上司からの支援と評価、同僚からの支援と評価

とも、されていると思う回答が過半数に達した。支援・

評価とも、直属の上司よりも同僚の方がやや上回った。

　児童相談所内部からの支援評価に比べ、市民から支持

されていると思う回答は12．6％、rどちらともいえない」

が半数近く396（47．6％）、支持されていると思わないと

の回答が36．6％である。

　次に、「他機関に良く知っていて協力が得られやすい職

員がいる」と思う回答は過半数の55．5％に上った。ただ

し、「他機関が十分に役割分担せず、児童相談所に任せよ

うとする」と過半数の53．8％が答えている。

　1997年度に改正された児童福祉法の第27条第8項に

より、里親委託・施設入所などの措置については都道府

県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないことと

されたが、「児童福祉審議会は虐待事例の対応に役立って

いる」と思う回答は22．7％で、思わないとの回答38．2％

を下回った。

10．3．児童相談所の環境・業務について

　児童相談所の建物の構造や備品については「使いやす

い」と思わない回答が62．8％に達した。

　業務については、ケース記録の執筆に時間がとられる

66．0％、会議のすすめかたが非効率で時間がとられる

49．5％と、業務の負担を感じていることが示された。そ

こで、OA機器を活用して事務の効率化をする余地があ

るとの回答が過半数の51．9％に達した。

　r形式が重んじられる職場である」との回答は26．0％

で、そう思わない45．6％を下回った。

10．4．児童福祉司としての自分について

　「児童福祉司に着任することを希望していた」のは

37．9％で、そう思わない回答の方が多かった（あまり思

わない119（14．3％）、全く思わない225（27．0％）、合

言十41．3％）。

　「自分が児童福祉司の仕事に向いている」と思う回答

は29．1％で、思わない回答30．3％とほぼ同数、「どちら

ともいえない」が4割近い321（38．6％）である。しか

し、「児童福祉司の仕事に誇りをもっている」との回答は

46．6％に上る。ソーシャルワークの概念がよくわからな

いと思う回答は22．9％で、否定してソーシャルワークの

概念がわかるとする回答41．3％の方が多かった。さらに

は、自分はソーシャルワーカーだと思う回答が47．0％と

半数近かった。ただし、2問とも「どちらともいえない」

との回答も3割を越えていた。
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　r今後も児童福祉司をつづけたい」と思う回答は

30．9％で、思わない36．4％を下回った。rどちらともい

えない」と迷いを示す回答も3割を越えた。

11．　仕事上の専門的なことで役立つ助言を得られる

人の有無（表22）

　最も多かったのはr上司」で399（48．0％）、次いでr同

僚」256（30．8％）であった。一方でrいない」と回答し

た者は58（7．0％）であった。

　7割以上の者が、児童相談所内に職務上の専門的助言

を求めることができることが明らかになった。しかし、

ここでいう「専門的な助言」と「スーパーバイズ」は質

の異なるものであり、スーパービジョンに対する児童福

祉司の見解については、次項で言及する。

12．スーパービジョンにおける課題（表23）

　スーパービジョンにおける課題について、重要なもの

から順に2つまで回答を求めた。

　1番目に重要な課題としては「スーパーバイザーの専

門性の向上」が最も多く312（37．5％）であった。次い

で「役職にとらわれないスーパーバイザーの設定」が242

（29．1％）、rスーパービジョンの時間がとれない」168

（20．2％）であった。

　2番目に重要な課題として最も多かったのは、1番目

と同様、「スーパーバイザーの専門性の向上」で227

（27．3％）であった。次いで「児童相談所外の専門家に

よるスーパービジョンが必要」で204（24．5％）、r役職

にとらわれないスーパーバイザーの設定」164（19。7％）

であった。

　虐待ケースヘの対応に追われ、ストレスの高い業務を

こなす中で、より高度なスーパービジョンを求める現場

の現状が明らかになった。つまり、現状のスーパービジ

ョンでは、児童福祉司のストレス軽減やケースに対する

葛藤や疑問の解決に必ずしもつながってないということ

がうかがわれる。

13．　仕事上の悩みの相談相手（表24）

　最も多かったのは「同僚」で404（48．6％）、次いで「上

司」162（19．5％）であった。一方でrいない」と回答し

た者は100（12．0％）であった。

　約半数近くの者が同僚に悩みを相談していることが明

らかになった。相談相手が「同僚」「上司」といった同じ

職場の人間である場合、「家族」「友人」といった職場外

の人間である場合よりも、相談内容は、問題解決により

近いものであると推測することができる。しかし、「相談」

内容が、愚痴をこぼすレベルに近いほど、バーンアウト

のリスクが高くなるという先行調査結果3）があることか

ら、「相談」内容が、問題解決につながり得る内容なのか、

愚痴をこぼすレベルのものかについては、今後より深い

検証が必要である。

14　虐待事例対応の際、連携がとりやすく気心が知れ

ている職員がいる他機関・職種（表25）

　最も多かったのは「福祉事務所」で539（64．8％）で

あった。児童相談所と同じ行政機関ということで意、思疎

通が図りやすいあらわれとみることができる。2番目に

多かったr市町村保健センター」390（46．9％）も、福祉

事務所と同様の理由であろう。3番目は「児童養護施設」

316（38．0％〉であった。

　逆に最も少なかったもの、すなわち連携がとりにくい

と感じている機関は、r幼稚園」39（4．7％）であった。

幼稚園と同年齢の子どもが利用対象者である「保育園」

は238（28．6％〉であった。

15　虐待対応に関する職務上のストレスを解消する

ために心かげている点（表26、27）

　ストレス解消のために心がけていることが「ある」と

回答した者は555（66．7％）であった。

　ストレス解消の内容について、主なものから順に3つ

まで回答を求めた。第1位として最も多かったものは「自

分の趣味を見つける」136（24．5％）であった。次いでr職

員と良好な人間関係をつくる」と「適度に休息をとるよ

うにする」で113（20．4％）であった。

　第2位では、「適度に休息をとるようにする」が最も

多く121（21．8％）であった。次いでr自分の家族と良

好な関係をつくる」が89（16．0％）、r自分の趣味を見つ

ける」75（13．5％）であった。

　ストレスの解消方法として、自己学習や、研修への参

加といった、仕事上の問題や疑問を解決するための方法

は少なく4）、休息や趣味といった、仕事とは関係のない

場面でストレスを解消しようとしている者が多いことが

明らかになった。

1a　虐待対応に関する職務上のストレスを低減する

ために必要だと感じるもの（表28）

　ストレス低減に必要なものについて主なものから順に

3つまで回答を求めた。全体として、選択肢間で大きな

差は出ない結果となった。

　第1位として最も多かったのは、「保護者と敵対する

措置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」で149
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（17．9％）であった。次いで「援助技法のスキルアップ」

126（15．1％）、r複数対応の原則の徹底」112（13．5％）

であった。

　第2位では、「児童相談所内でのチームワークの確立」

が最も多く88（10，6％）であった。次いでr事例の進行

管理をスーパーバイザーがバックアップする」84
（10．1％）、r保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判

所が前面に出るシステム」80（9．6％）であった。

　第3位では、r児童相談所がすべてやるのではなく、

電話1本で関係機関が連携する体制」が90（10．8％）と

最も多かった。次いでr保護者と敵対する措置は弁護士・

家庭裁判所が前面に出るシステム」74（8．9％）、「援助技

法のスキルアップ」67（8．1％）であった。

　第1位から第3位まで通して、「保護者と敵対する措

置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」が上位

にあがっている。児童相談所という一機関で、児童と保

護者の両者への援助を行うことへの矛盾に苦しむ現場の

姿が明らかになった。権能分離の必要性を感じている児

童福祉司は少なくないことを暗示している。

17．　児童虐待防止法への評価（表29）

　児童虐待の防止等に関する法律の成立・施行に関して

13の状況や効果を並べ、「1．強く思う」から「4．全く

思わない」までの4段階評価を求めた。

17．1．対応の負担増について

　提示文に賛成の回答が最も多かったのは「通告・相談

が増えて児童養護施設の対応が追いつかない」を「強く

思う」「思う」を合わせて89．5％（以下合算値は％のみ

表記）と9割近く、「強く思う」が426（51．2％）と5割

を越えた。次いで、「福祉司の対応が追いつかない」合わ

せて88．7％、「一時保護所の対応が追いつかない」合わ

せて80．1％で、2問とも「強く思う」が4割を越えた。

17．2．防止法の効果について

　最も賛成が多かったのは「警察の協力を得やすくなっ

た」79．1％である。次いで、「虐待の定義が明確になった」

76．1％、r対応の根拠が確立した」73．1％となった。さら

に、「子どもの迅速な保護に効果」62．1％、「立入調査が

しやすくなった」50．2％までは、過半数が賛成している。

ただし、5問とも「強く賛成」は1割に満たなかった。

　「親権の壁が弱まる」、「保護者への指導権限が強まる」、

「保護者への援助・治療システムが発展する」「子どもへ

の援助・治療システムが発展する」の4問については、

いずれも賛成は約2割にとどまった。

1＆　虐待事例への対応を良くするための条件（表30）

　選択肢として提示した12項目の内、一番重要な課題

として選ばれた率が最も高かったのは「児童福祉司の増

員」405（48．7％〉である。次いで、r措置後の保護者・

子どもへのケアシステムの充実」111（13．3％）、r児童

相談所の法的権限の強化」と「詳細な立法化」が続いて

いる。現任研修、新任者研修が1番重要だとする回答は

1割に満たないが、2番目3番目に重要な項目としては

2割近くに選ばれている。

19　マスラックバーンアウト尺度（旧1）による測定

結果（表42～44）

　マスラックらの長年の調査によるデータからMBIに

よって測定された回答結果について高得点・低得点を算

出する際の職種別の基準点があるが、わが国の児童福祉

司を対象にしたMBIは初めてであり、妥当な基準点を

作成するには今後の追試が必要となる。そこで今回は暫

定的にマスラックらの調査対象のうち「ソーシャルワー

カー」を対象としたときの基準点を使用し、スコアの高

低を算出した。

　その結果、仕事による情緒的疲労・情緒的エネルギー

の消耗程度を示す「情緒的消耗感」サブスケールが高く

出た福祉司は428（51．4％）であり、半数の情緒的消耗

感が高い。

　援助対象者への非人間的な対応やモノのようにあつ

かってしまう感情を示す「脱人格化」サブスケールが高

く出た福祉司は177（21．3％）である。

　援助対象者に働きかけた専門家がその過程で感じる

自己の能力や成功体験の実感を示す「個人的達成感」サ

ブスケールが低く出た福祉司は599（72．0％）であった。

　この結果から、現在の児童福祉司は、脱人格化傾向に

ある者も2割程度おり、半数が情緒的消耗感を感じ、7

割以上というきわめて多くが「やりがい」が乏しい状況

で働いていることが浮き彫りとなった。

20．　自由回答記述結果（自由回答分類チャート図参照）

20．1．結果の概要

　虐待への対応における業務量やストレスに関して自

由回答記述を求めたところ、338（40．6％）から回答が

得られた。記述内容をKJ法によりカテゴライズしたと

ころ、異なるカテゴリーに属する内容がひとりの記述の

中に含まれているケースがあったため、回答件数は571

件となった（3件のr特になし」を含む）。それを、大き

く5カテゴリーにわけ、結果を整理した。なお、キーワ
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一ドやキーフレーズごとに回答を分解・カテゴライズす

ることで、全体的状況が見えにくくなってしまう危険性

が生じるため、図を作成し、カテゴリー化された回答の

関係を全体像として捉えられるように配慮した。

　以下、カテゴリーごとに代表的な意見や特記すべき記

述を報告する。なお、括弧でくくられている数字は頻度

を示している。

20．2．子ども虐待への社会的対応

（1）　人員不足、業務過多（152）

　もっとも多くの回答を得たのが、このサブカテゴリー

であった。

　具体的な記述があるものを見ると、緊急対応や通告に

あわせて動くことになるため、「初動調査に追われ、その

一方で定例の面接などのスケジュールに変更を加えるこ

とになる」というものや、24時間・365日対応になった

ことで、rいつ携帯がかかってくるかと、気持ちが休まら

ない」r私生活の予定が変更を余儀なくされる」というも

のがある。これは、通告が増え、それに対して体制強化

（24時間・365日対応、緊急対応）がなされた一方で、

人員配置が改善されないことの煽りを児童福祉司が（と

きには私生活を巻き込んで）被っている様子を示したも

のといえる（25）。

　また、虐待ケースと直接関係した記述とはなっていな

いものの、業務負担に影響する要因として、「虐待ケース

以外のケースもあること」担当地区があまりに広すぎる

こと」「長期化するケースがあること」などもあった（6）。

　後述する「調査批判」の中で、「ストレスは虐待ケー

スだけから発生するわけではない。そのことを誤解しな

いように」との回答があったが、児童相談所の業務や体

制を全体的に見直すことも忘れてはならないことであろ

う。

　さて、こうした人員不足や業務過多は、「記録がとれ

ない」ことや、r虐待以外のケースに対応できない」こと

につながっている（15）。児童福祉司は、初動調査に終

われ、「ケースワークができない（きめ細かな対応ができ

ない、ケアまで手が回らない）」「新任職員がソーシャル

ワークを体験できなくなっていきつつある」という状態

におかれているのである（15）。近年、信頼関係を形成

しながらの伝統的な援助機能（しばしばケースワーク機

能と呼ばれるもの）にこだわっていては虐待に対応でき

ないことがかなり認識されるようになっているが、児童

福祉司たちは、児童相談所におけるソーシャルワークそ

のものが変容してきていることを体感してきており、か

つそれを「ソーシャルワークのバージョンアップ」とし

てではなく、「ソーシャルワークの危機」として認識し、

ストレスとして感じていることが示されている。

　これはかなり重大な問題を提起しているといえる。つ

まり、児童相談所は、「もはや相談所ではなくなりつつあ

り」、子どもの保護判断という対人援助システムのほんの

一部を担う機関となりつつある現状を反映している記述

であり、そこから利用家族のペースにあわせて問題解決

の道程を歩むパートナーとしてのソーシャルワーカー像

を見て取ることはできない。

　解決策としては、人員増強という結論が当然導き出さ

れようが、r虐待ケース1件は、他70～80件分に相当」

するほどの負担であり、実際にr全相談件数の1％に満

たない“虐待”対応に振り回され」ているのであれば、

「少々児童福祉司を増員したところで大した解決策には

ならない」との意見も説得力がある。

（2）　児童相談所内の問題（36）

　一方、児童相談所内部でどうであろうか。児童福祉司

にとって、もっとも身近な環境となる児童相談所内に関

しては、大きくふたつの意見があった。

　ひとつは、「職場環境のよさがストレスを緩和」して

いるという回答である（8）。ちなみに、ストレスヘの対

処を示唆する記述としては、この職場環境への肯定的評

価が最も多く、ほかには「まったく違う分野でストレス

解消」など個人的努力・要因に帰するものが2件を数え

るだけであった。

　職場環境におけるもうひとつのカテゴリーは、「職場

の雰囲気そのものがストレス」という回答であり（22）、

この中には上司に対する不満（「上司のフォローがない」

「自己保身のため、親子分離の処遇に走る傾向」など）

も含まれる（9）。上司が機能しないことに加え、「スー

パーバイザーがいない」という事態も深刻なものと考え

られる。

（3）地域ネットワークシステムの問題（59）

　関係機関との関係（37）では、「児童相談所に丸投げ

（だけど文句はいう）」（14）という指摘が目立った。実

態的には相互に深い関係を持っていると思われる「関係

機関が動かない」「ケースヘの認識が違い、足並みがそろ

わない」「すぐに親子分離をせまる」「児童相談所の機能

と限界に理解がない」といったものもあがっている（16）。

児童福祉施設（一時保護所を含む）の現状も、児童福祉

司の負担感と関係していることが明らかな記述があった

（22）。

　回答は主として、児童福祉施設の量的な問題（7〉と、
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その質的な問題（13）にわけられる。量的に足りないこ

とは、「目前のケースの処遇に立ち往生」したり「保護す

る判断を誤ることにプレッシャー」を感じさせたりする

ことにつながっている。質的な問題については、定員オ

ーバーという事態もあって、十分なケアができる体制に

なかったり、施設職員がバーンアウトしていたりして、

とても治療的環境とはなり得ていない施設の現状から派

生するストレスである。すなわち、そうした施設に措置

することが、果たして子どもの最善の利益を保障するも

のなのか、そのことに悩む児童福祉司の姿がここにはあ

る。

（4）行政システムの問題（73）

　また、児童相談所の上部組織となる都道府県や厚生労

働省に対する不満が相当数見られた。

　都道府県においては、「主管課が現場の認識に乏しく、

管理運営面で制約があり、やりづらい」「残業手当もつか

ず、行政の中でも評価されていない」r行政内部での発言

力の弱さ」といった回答は、同じ都道府県行政機関であ

りながら児童相談所の孤立感を表しているように思える
（6〉。

　国レベルでの対応が求められると思われるもの（国に

対する記述とはなっていないが、国レベルでの対応が求

められると判断したものについても含めた）については、

31件を数えた。ただし、国レベルでの対応に関しては、

r所管庁の○○が問題である」というより、r所管庁は○

○すべきである」といった要望、提言形式の記述が多か

った。ほかのカテゴリーと連動して記述されていること

が多く、人事的支援と財政的支援を求めるものや、地域

ネットワークシステムに関する記述が主たるものであっ
た。

　また、（専門職）人事システムや研修システム（専門

性を担保することへの意見も含む）も、行政上の課題と

して、このカテゴリーにサブカテゴライズした。

　児童福祉司が専門職採用となっていないことはよく

知られていることであるが、そもそもこの人事システム

を問題にするものについては、13件を数えた。単純に「自

分の希望ではなかった」という回答は3件にとどまった

が、「専門職採用をすべきである」「相談援助職の適・不

適を見極めるべき」という意見はある程度まとまった意

見としてカテゴリー化できる（10）。

　また、単純に採用や人事配置の問題ではなく、広く児

童福祉行政内での専門性の確保問題にもつながる問題を

指摘しているものが22件あった（うち1件は心理職の

専門性向上に言及したものであった）。現実的に一般事務

職からの配置転換が少なくないことや、児童福祉司を希

望してもバーンアウトしてしまうほど困難性の高い業務

であればこそ、トレーニング・システムやスーパービジ

ョン・システムを確立していくことは避けて通れる課題

ではないであろう。

20．3．直接援助関係で発生している負担感

（1）援助方法がわからない、開発されていない（19）

　困難ケースというのは、容易に解決し得ないから生じ

るものといえる。この認識を示した回答も多く見られた。

研修の充実によって対応できると思われる問題（「何をど

う調査すべきなのかわからない」）から、援助技術そのも

のが未開発であると思われるものや援助システムそのも

のの再考を伴うもの（r閉じこもり家庭へのスムーズで実

効性ある立入方法がまだないのでは」「親子をつなげてい

く点で、厳しさを感じる」）など、様々なものを結果的に

含むことになったカテゴリーである。本稿では行政レベ

ルでの課題としてカテゴライズしている「研修システム」

や「専門職雇用システム」とあわせて考えると、専門性

向上に関する要望が相当強いものと推察される。

（2）子どもの安全が心配（3）

　r子どもの安全が心配である」という回答が3件あっ
た。

（3）親子分離vs治療（22）

　保護者との関係と関連して、児童相談所に親子分離機

能とケア機能の双方を求めている現在の実施体制に対す

る意見も少なからずあった（「保護者の暴力がひどい場

合」という附帯条件をつけているものを含む〉。この22

件のうち、児童相談所が親子分離の機能のみを担うべき

だとする意見は0件であったのに対して、児童相談所が

通告先となっていること、また、親子分離に関する機能

を担っていることに対して批判的なスタンスをとってい

るものが9件あった。そして、親子分離を判断する具体

的機関が記述されている場合（8）、それらはすべて司

法・警察であり、なかには、「現職警察官を児童相談所内

に配置すべき」といった意見まで記述されているものも

あった。

（4）保護者への対応（47）

　こうした虐待ケースの負担は、保護者への対応と密接

に絡むものであることがうかがわれる。これは、よくい

われる「親権に対抗する権限がないこと」（4）に起因し

ている問題として括ることはできない。このカテゴリー
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の約4割で、「脅迫された」「攻撃された」「恐怖感がある」

といったこと、具体的にはr本職の子に危害を加える」

「自宅の電話番号を調べようとする」「防刃服なるものま

で必要とされる」現状が記述されており、子どもの最善

の利益のための措置権限だけでなく、児童福祉司保護の

ための手立てが講じられなければならないことがうかが

われる（19）。

　また、こうしたトラブルの背景には、「保護者の人格

障害、精神障害」が少なからずあることも推測され（6〉、

こうした特性を持つ保護者への援助方法についての研究

も進められなければならないであろう。

20．4．社会との関係

（1〉マスコミとの関係（10）

　マスコミについては、「ストレスの根源は何といって

もマスコミ」「新聞等マスコミに振り回される。自分の児

相も同様のことが起こるのではないかと不安」など、非

常に厳しい意見が寄せられている。なぜ虐待死が起きた

のかを丁寧に報道せずに、機能しなかった児童相談所が

悪いというだけの偏向報道に対する不満が強くあるよう

に感じられた。

（2）外部との関係（25）

　ここには、対市民や世間で生じる負担感に加え、「継

続指導に無理解」のように、主語が明示されていないも

のを含めた。

　児童相談所の機能や限界について理解してもらえて

いないことや、そもそも大きな社会的流れの中で生じて

いる虐待という出来事を一機関や一人の児童福祉司でと

められるものではないという意見があった。

退職の危機感を感じている（あるいは身近にそうした児

童福祉司がいる）と回答したものをまとめてみると、そ

れだけで25件を数えた。

20．6．アンケートについて（19〉

　自由回答には本調査の意義を問うものも寄せられた。

批判的な回答は12件で、その内容が具体的に書かれて

いるものを見ると、「ただでさえ忙しいのに」と多忙を訴

えるものと、「もう少し現場をわかってもらえていると思

っていた」と調査内容が現状とあわないことを訴えるも

のが主たるものであった。

　その一方で、本調査結果を広く知らしめ、また事態改

善に生かすことを強く期待する声も寄せられた（7）。

20．7．そのほか（40）

　そのほか、「結局のところ個人が標的、誰も助けてく

れない」（14）「仕事そのものより、仕事をめぐる人間関

係がストレス」「多くの人が関与しすぎて、ケースワーカ

ーの判断が軽視される」（2）といったような、大きくは

「子ども虐待への社会的対応」のカテゴリーに属するも

のの、児童相談所内外の要因が絡み合って生起している

と思われる記述もあった。そのほか、r虐待専門機関とし

てではなく、教護や障害などの様々な問題に応えていく

児童相談所の本来的機能をどうやって取り戻していくか

が課題」のように広く問題設定をしているものや、「ケー

スによってはストレスがたまる」などやや抽象度が高く、

カテゴリー化しづらい記述などが、あわせて23件あっ

た。

なお、巻末に自由回答をそのまま掲載した。

20．5．バーンアウト（66）

　バーンアウトを訴える記述もひとつのカテゴリーと

して成立した。

　実際に心身の失調をきたし、医療的ケアを受けている

（あるいは、身近にそうした児童福祉司がいる）と回答

したものは7件であったが、それ以外にも、メンタルヘ

ルスに著しい影響を受けていると思われる回答（「心身と

も極限状態」「周囲すべてに怒りを感じるときがある」な

ど）や、心身に異常をきたすことに対する不安を訴える

もの（rひとりで病気になりたくない」など）、援助者の

ケアを求める声（「援助者のケアの必要1生」など）があり、

それらを含めると37件になる。

　また、これとは別に、「バーンアウトして意欲が出な

い」「いつまでやっていられるか不安」など、離職願望や

1”．考察

　多くの児童福祉司が対応の難しい虐待事例が多いと

感じていることが明らかとなった。特に、一時保護や施

設入所措置などにより子どもの安全を図ろうとする児童

相談所の対応方針と保護者の意向が一致しない場合の対

応に困難を感じている傾向がうかがわれた。しかも、虐

待者から頼りにされていると感じていないのはもちろん、

家族や子どもからも頼りにされていると感じられていな

い。受容・共感・傾聴などの基本姿勢により信頼関係を

築きワーカーとクライエントが協力して問題解決を図る

ような従来の対人援助とは異なり、信頼関係が不十分な

中で時に対立し説得したり怖れや不安を抱いたりしなが

らの対応であることがうかがわれる。問題解決を自ら望

んで援助を利用する人たちへの援助方法だけでは不足す
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るので、援助を求めない人たち（non－voluntalyclients）

への援助についての考え方や技法を学ぶ必要があると思

われる。

　児童相談所の業務が困難になっている中、意欲と使命

感がなければ務まらないと思われるが、児童福祉司に着

任することを希望していなかったものが4割を越えた。

各都道府県や指定都市は、児童福祉司の任用の仕組みを

早急に改善することが重要だろう。児童福祉司の仕事を

続けたいと思わない回答も3分の1を越えた。「つづけた

い」と思う回答は3割に過ぎない。すでに児童福祉司と

しての継続意欲を失っている人たちに対し、意欲が回復

できるようなサポートをするのか、意欲のある人たちに

交代していくのかしなければ、児童相談所の対応の質の

低下は免れない。

　一方で、自分達の仕事がソーシャルワークの仕事であ

るとの回答も、仕事に誇りを持っているとの回答も半数

近くに上った。児童福祉司の仕事が大変ではあるが、重

要な仕事であるとの認識は広く共有されているようであ

る。

　また、児童虐待防止法の成立・施行により、児童養護

施設、児童相談所の対応が追いつかなくなっているとい

う危機感が明確になった。防止法の効果としては、警察

の協力や立入調査などがしやすくなったという公的権限

を用いての介入に関する効果を認める回答は多かったが、

保護者や子どもへの援助・治療など臨床的援助に関する

効果を認める回答は低い率に留まった。今後、保護者や

子どもを援助する機関や方法論の開発が必要であり、臨

床的援助に関する規定を強化する方向での法律改正も検

討される必要があるだろう。この点は虐待事例への対応

を良くするための条件に関する設問の回答結果にも、回

答者の多くが感じている課題としてあらわれており、今

後の課題として児童福祉司の増員に続いて2番目に、「措

置後の保護者・子どもへのケアシステムの充実」が挙げ

られているのである。

　いずれにせよ自由回答の具体的な健康問題の訴えを含

んだ回答にも表れているように、精神的・肉体的にスト

レスの高い職務状況が明確になった。国・自治体の児童

福祉行政において、人的・物的両面からの強化とトレー

ニングプログラムの充実が急務であるといえよう。

　今後、本研究で使用した訳文の妥当性、2年前と同一

項目の時系列変化、ストレス因子とコーピング因子に関

してさらに分析を深めていきたい。

ることができました。お忙しい中、煩雑な質問項目でお手数おかけ

しました。たいへん貴重なご意見をお寄せいただきましたことをこ

の場を借りて心からお礼申し上げます。
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（表1）現在の担当ケース総数（2002年2月1日現在、全て

の相談種別を含む）

ケース数 実数 ％

0ケース 75
9
．
0

1～50ケース未満 147 17．7

51～100ケース未満 297 35．7

101～150ケース未満 152 18．3

151～200ケース未満 45
5
．
4

201～250ケース未満 18
2
．
2

251～300ケース未満 11
1
．
3

301～350ケース未満 3
0
．
4

351ケース以上 8
1
．
0

無回答 76
9
．
1

合計 832 100．0

（表2）現在の虐待事例担当ケース数（2002年2月1日現在）

実数 ％

0ケース 53
6
．
4

5ケース未満 71
8
．
5

5～10ケース未満 105 12．6

10～価ケース未満 116 13．9

15《’20ケース未満 77
9
．
3

20～25ケース未満 106 12．7

25～30ケース未満 37
4
．
4

30～35ケース未満 59
7
．
1

35～40ケース未満 17
2
．
0

40～45ケース未満 26
3
．
1

45～50ケース未満 10
1
．
2

50’》55ケース未満 16
1
．
9

55～99ケース未満 19
2
．
3

100ケース以上 15
1
．
8

無回答 105 12．6

合計 832 100．0

（表3）適当であると思われる担当総数（全ての相談種別）

ケース数 実数 ％

20ケース未満 66
7
．
9

20～40ケース未満 217 26．1

40～60ケース未満 253 30．4

60～80ケース未満 147 17．7

80～100ケース未満 75
9
．
0

100～120ケース未満 22
2
．
6

120～140ケース未満 3
0
．
4

その他 10
1
．
2

無回答 39
4
．
7

合計 832 100．0

（表4）適当であると思われる虐待事例担当数

実数 ％

5ケース未満 267 32．1

5～10ケース未満 338 40．6

10～15ケース未満 96 11．5

15～20ケース未満 55
6
．
6

20～25ケース未満 10
1
．
2

25～30ケース未満 13
1
．
6

30～35ケース未満 1
0
．
1

35～40ケース未満 6
0
．
7

40～45ケース未満 0
0
．
0

45～50ケース未満 3
0
．
4

50ケース以上 0
0
．
0

その他 5 0．6

無回答 38
4
．
6

合計 832 100．0

（表5）児童福祉司の現在の配置人数について

実数 ％

業務を行うのに現在の配置人

で問題ない

43
5
．
2

業務を行うのに現在の配置人

ではやや問題がある

220 26．4

業務を行うのに現在の配置人

では大変問題がある

524 63．0

無回答 45
5
．
4

合　計 832 100．0

一17一



日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集

（表6）配置人数に問題があると考える理由

1番目 2番目 3番目
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

通告・相談に対し即応体制がとりにくい 419 53．1 60
7
．
6 46

5
．
8

面接の時間がとりにくい 86 10．9 199 25．2 87 11．0

家庭訪問の時間がとりにくい 105 13．3 221 28．0 147 18．6

他機関との連絡調整がとりにくい 29
3
．
7

93 11．8 80 10．1

施設措置・里親委託した子どもと会う時間がとりにくい 84 10．6 136 17．2 194 24．6

自己研修の時間がとりにくい 13
1
．
6 28

3
．
5 87 11．0

休暇がとりにくい 16
2
．
0

19
2
．
4

89 11．3

その他 27
3
．
4 11

1
．
4 17

2
．
2

無回答 10
1
．
3 22

2
．
8 42

5
．
3

小計 789 100．0 789 100．0 789 100．0

非該当（問題ない） 43 43 43

合計 832 832 832

（表7）児童相談所の役割への関心について感じるもの

1番目 2番目 3番目
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

児童相談所への関心が高まる事は好ましいと思う 139 16．7 91 10．9 263 31．6

児童相談所への関心が高まる事は好ましくないと思う 10
1
．
2 17

2
．
0 33

4
．
0

職員の人数を増やさずに期待だけされても困る 417 50．1 266 32．0 56
6
．
7

職員の専門性を高めずに期待されるのは困る 221 26．6 366 44．0 110 13．2

マスコミの虐待ケース対応に関する報道内容はおおむ

そのとおりである

2
0
．
2

9
1
．
1

53
6
．
4

マスコミの虐待ケース対応に関する報道内容は一方

なもので間違いが多い

39
4
．
7 64

7
．
7

207 24．9

無回答 4
0
．
5

19
2
．
3

110 13．2

合計 832 100．0 832 100．0 832 100．0

（表8）「虐待の通告」の形式（M。A） （nニ832）

実数 ％

電話および来所・文書によるものの場 798 95．9

来所・文書によるものの場合 507 60．9

電話による訴えだけの場合 493 59．3

メールによるものの場合 349 41．9

（表9）児童福祉法第29条にもとづく立入調査の有無

実数 ％

1回だけある 108 13．0

複数回ある 148 17．8

ない 570 68．5

無回答 6
0
．
7

合計 832 100．0
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（表10）立入調査を実施するか検討する過程で悩む点

1番目 2番目 3番目
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

立入調査を行うと保護者との摩擦が大きくなり

の関りが難しくなる

479 57．6 188 22．6 64 7．7

立入調査権を発動しても保護者が応じてくれ

かわからないので実際的効力に疑問があ

、他の手だてをとる方が現実的である

193 23．2 302 36．3 105 12．6

虐待の確証が得られないので行えない 105 12．6 126 15．1 218 26．2

上司の同意が得られない 2
0
．
2 7

0
．
8

6
0
．
7

所長の同意が得られない 5
0
．
6 2

0
．
2 5

0
．
6

立入調査権の発動に関し、当児童相談所では

長に委任されていないので、本庁への手続

に手数がかかる

1
0
．
1 4

0
．
5 10

1
．
2

無回答 47
5
．
6 203 24．4 424 51．0

合計 832 100．0 832 100．0 832 100．0

（表11）初期対応の際の所内チーム体制の原則と実際

原則 実際

実数 ％ 実数 ％

1人 34
4
．
1 199 23．9

2人以上 764 91．8 511 61．4

その他 14
1
．
7 73

8
．
8

無回答 20
2
．
4 49

5
．
9

合計 832 100．0 832 100．0

（表12）2人目の対応者の職種（M．A） （nニ832）

実数 ％

児童福祉司 361 43．4

心理判定員 129 15．5

スーパーバイザー 196 23．6

その他 195 23．4

（表13）通告を受けて行う初期の調査・対応についての考え

実数 ％

初期の調査・対応には、各児童相談所に

別な専門チームが必要である

393 47．2

初期の調査・対応には、各児童相談所の

轄を越えた広域の特別な専門チームが

要である

163 19．6

初期の調査・対応には、職員の複数体制

確立されればよい

244 29．3

初期の調査・対応には、児童相談所の各

祉司が行えばよい

18
2
．
2

無回答 14
1
．
7

合計 832 100．0

（表14）施設措置・里親委託による親子分離について（虐待事例）

実数 ％

施設措置・里親委託による親子分離は最

の手段でありなるべく避けるべきである

378 45．4

施設措置・里親委託による親子分離は対

の一方法として積極的に行うべきである

420 50．5

無回答 34
4
．
1

合計 832 100．0
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（表15）「子ども虐待対応の手引き」（通読）

実数 ％

全文読んだ 185 22．2

一部読んだ 540 64．9

読んでいないが要点は知っている 75
9
．
0

知らない 10
1
．
2

無回答 22
2
．
6

合計 832 100．0

日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集

　　　　　　　　　　（表葦9）r子ども虐待対応の手引き」（新たに必要な内容）

（表16）r子ども虐待対応の手引き」（業務への効果）

実数 ％

大変役に立った 134 16．1

やや役に立った 562 67．5

ほとんど役に立たなかった 80
9
．
6

全く役に立たなかった 5
0
．
6

無回答 51
6
．
1

合計 832 100．0

（表17）「子ども虐待対応の手引き」（所有） （nニ832）

実数 ％

法的な規定や解釈のより詳しい説明 185 22．2

援助方法のより具体的な説明 248 29．8

ビデオなど視聴覚教材を使用した援助の詳

な説明
65

7
．
8

長期にわたる事例に基づくマニュアル 94 11．3

虐待の判断基準のより詳しい説明 141 16．9

その他 29
3
．
5

特になし 24
2
．
9

無回答 46
5
．
5

合計 832 100．0

実数 ％

個人に配布された手引きを持っている 506 60．8

配布された共同使用の手引きが複数ある 249 29．9

個人で手引きを購入した 48
5
．
8

共同で手引きを購入した 15
1
．
8

児童相談所に1冊だけある 24
2
．
9

わからない 8
1
．
0

（表18）「子ども虐待対応の手引き」（使用頻度）

実数 ％

日常的に使っている 45
5
．
4

時々使っている 408 49．0

あまり使っていない 318 38．2

全く使っていない 44
5
．
3

無回答 17
2
．
0

合計 832 100．0
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高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究

（表20）体験したことの頻度

1度も
い

1年に
回か

1か月に

回か
1ケ月に

回

1週間
回

1週に
回

毎日 無回答 合計
それ以下 それ以下

仕事で精神的に疲れ果てた感 14 79 68 166 97 243 155 10 832

じがする （1．7） （9．5） （8．2） （20．0） （11．7） （29．2） （18．6） （1．2） （100、0）

1日の仕事が終わると疲れ果 11 44 67 140 93 250 216 11 832

てた気持ちになる （1．3） （5．3） （8．1） （16．8） （11．2） （30．0） （26．0） （1．3） （100．0）

朝起きた時疲れを感じ、また同 38 80 89 121 116 204 170 14 832

じ仕事に出かけなければと思う （4．6） （9．6） （10。7） （14．5） （13．9） （24．5） （20．4） （1．7） （100．0）

援助対象者が抱えている問題
45 63 106 215 108 172 56 67 832

にその人がどのように感じてい
（5．4） （7．6） （12．7） （25．8） （13．0） （20．7） （6．7） （8．1） （100．0）

るか容易に理解できる

あたかも援助対象者を人でな
392 222 89 60 27 12 9 21 832

いような扱いをしている自分に
（47．1） （26．7） （10．7） （7．2） （3．2） （1．4） （1．1） （2。5） （100．0）

気づく

終日人と一緒に働くことは非常 110 166 119 119 75 117 106 20 832

に気をつかう （13．2） （20．0） （14．3） （14．3） （9．0） （14．1） （12．7） （2．4） （100．0）

援助対象者の問題に対し非常 48 151 195 219 71 84 21 43 832

に効果的に関わっている （5．8） （18．1） （23．4） （26．3） （8．5） （10．1） （2．5） （5．2） （100．0）

仕事に燃えつきてしまった気持 210 181 101 121 64 81 51 23 832

ちである （25．2） （21，8） （12．1） （14。5） （7．7） （9．7） （6。1） （2．8） （100．0）

仕事をとおし人の役に立ってい 56 206 176 173 68 77 46 30 832

る （6．7） （24．8） （21．2） （20．8） （8．2） （9．3） （5．5） （3．6） （100．0）

この仕事についてから人に対 326 194 107 110 35 19 15 26 832

し冷淡になってきている （39．2） （23．3） （12．9） （13．2） （4．2） （2．3） （1．8） （3．1） （100．0）

この仕事は自分の気持ちを無 293 182 105 126 46 44 14 22 832

感覚にしてしまう気がする （35．2） （21．9） （12．6） （15．1） （5．5） （5．3） （1．7） （2、6） （100．0）

元気はつらつして働いている 93 143 128 183 94 126 38 27 832

（11．2） （17．2） （15．4） （22．0） （11．3） （15．1） （4．6） （3．2） （100．0）

仕事に欲求不満を感じている 31 89 105 177 101 166 135 28 832

（3．7） （10．7） （12．6） （21．3） （12．1） （20．0） （16．2） （3．4） （100．0）

働きすぎだと思う 68 72 77 156 107 163 157 32 832

（8．2） （8．7） （9。3） （18．8） （12．9） （19。6） （18．9） （3．8） （100．0）

援助対象者に何が起ころうと 508 147 61 40 30 12 11 23 832

全く気にしない （61．1） （17．7） （7．3） （4．8） （3．6） （1．4） （1．3） （2．8） （100．0）

人と一緒に働くことは非常にス 130 209 130 127 60 95 58 23 832

トレスである （15．6） （25．1） （15．6） （15．3） （7．2） （11．4） （7．0） （2．8） （100．0）

援助対象者と容易にくつろいだ 46 131 144 232 99 121 29 30 832

雰囲気を創ることができる （5．5） （15．7） （17．3） （27．9） （11．9） （14．5） （3．5） （3．6） （100．0）

援助対象者に働きかけたあと 102 194 157 189 76 66 19 29 832

気分が高揚する （12．3） （23．3） （18．9） （22．7） （9．1） （7．9） （2．3） （3．5） （100．0）

多くの価値ある仕事をやりとげ 85 266 174 157 55 44 20 31 832

ている （10．2） （32．0） （20．9） （18．9） （6，6） （5．3） （2．4） （3．7） （100、0）

自分の限界にきた感じがする 110 169 110 124 84 100 109 26 832

（13．2） （20．3） （13．2） （14．9） （10．1） （12．0） （13．1） （3．1） （100．0）

仕事上での精神的な問題に冷 41 125 131 196 81 162 54 42 832

静に対応することができる （4．9） （15．0） （15，7） （23．6） （9，7） （19，5） （6．5） （5．0） （100．0）

援助対象者が抱えている問題
115 211 152 168 64 60 39 23 832

解決について私を責めている

うな気がする
（13．8） （25．4） （18．3） （20．2） （7。7） （7．2） （4．7） （2．8） （100．0）

（）は％を示す
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（表21）仕事中に感じること

大いに

う
思う

どちらとも

えない

あまり

わない

　全く

わない
無回答 合計

実
数

％ 実
数

％ 実
数

％ 実
数

％ 実
数

％ 実
数

％ 実
数

％

ケース記録の執筆に時間がとられ、直接的なソーシャルワーク

行う時間が十分にとれない
237 28．5 312 37．5 136 16．3 96

1
1
5

21
2
．
5 30

3
．
6 832 1000

会議のすすめかたが非効率で不必要に時間がとられている 114 13．7 298 358 210 252 175 210 20 24 15
1
．
8 832 100ρ

パソコンをはじめとするOA機器を活用した合理的な事務の効

化を行える余地がある
148 17．8 284 34．1 194 23．3 153 18．4 34

4
．
1 19

2
．
3 832 100｛）

形式が重んじられる職場である 54
6
．
5 162 19．5 219 26．3 311 37．4 68 82 18

2
．
2 832 100．0

職員の給与額は妥当である 6 α7 91 10．9 283 340 259 31．1 173 2α8 20
2
．
4 832 100ρ

職場の建物の構造や机・キャビネット・OA機器などの内部備品

使いやすい配置になっている 6
0
．
7 91 10．9 192 23．1 316 380 206 248 21

2
．
5 832 100ρ

自分は児童福祉司の仕事に向いていると思う 31
3
．
7 210 252 321 38．6 162 19．5 90 10．8 18

2
．
2 832 100D

自分は仕事以外の私生活も充実している 48
5
．
8 250 30．0 255 3α6 194 23．3 68

8
．
2 17

2
．
0 832 100．0

自分は私生活よりも仕事の達成が重要であると思う 6
0
．
7 98 11．8 360 433 254 30．5 93 11．2 21

2
．
5 832 1000

自分は虐待事例の対応をしていて解決できそうにもない問題に

面する事が多い
146 17．5 380 45．7 202 24．3 82

9
．
9

4
0
．
5 18

2
．
2 832 1000

自分は虐待者への対応をしていて身の危険を感じることが多い 45 54 271 32．6 255 30．6 224 26．9 18
2
．
2 19

2
．
3 832 100．0

自分は暴言や脅迫で心理的な圧力を感じることが多い 111 13．3 368 442 174 20．9 148 17．8 10 12 21
2
．
5 832 10α0

自分は児童相談所の措置に対して訴訟を起こすと保護者に言

れると不安になることがある
82

9
．
9 314 37．7 195 23．4 193 23．2 30

3
．
6 18

2
．
2 832 1000

自分は立入調査を実施するかどうかの判断に悩むことが多い 62
7
．
5 242 29．1 287 34．5 192 23．1 25

3
．
0 24

2
．
9 832 100．0

自分は一時保護をするかどうかの判断に悩むことが多い 60
7
．
2 327 39．3 192 23．1 218 262 17

2
．
0 18

2
．
2 832 1000

自分は28条による申立を行うかどうかの判断に悩むことが多い 68
8
．
2 242 29．1 295 35．5 181 21．8 23

2
．
8 23

2
．
8 832 100．0

自分は一時保護に関する保護者の説得に困難を感じることが多い 102 12．3 331 39．8 231 27．8 146 17．5 3
0
．
4 19

2
．
3 832 100．0

自分は保護者の同意を取り付けて施設入所・里親措置をするこ

に困難を感じることが多い
94 11．3 307 36．9 263 31．6 141 16．9 5

0
．
6 22

2
．
6 832 100ρ

自分は28条による措置に関する保護者との関係に困難を感じることが多い 145 17．4 307 36．9 270 32．5 65
7
．
8 12

1
．
4 33

4
．
0 832 100．0

自分は保護者が一時保護所や施設からの強い引取り要求をさ

ると対応に困難を感じることが多い
207 24．9 374 45D 158 19｛） 67

8
．
1

6
0
．
7 20

2
．
4 832 100．0

児童福祉審議会は虐待事例の対応に役立っている 22
2
．
6 167 20．1 305 36．7 214 25．7 104 12．5 20

2
．
4 832 1000

自分は児童福祉司に着任することを希望していた 98 11．8 217 26．1 154 18．5
1
1
9

14．3 225 270 19
2
．
3 832 100．0

自分は市民から支持されている 2
0
．
2 103 12．4 396 476 205 246 100 120 26

3
．
1 832 100．0

自分は虐待者から頼りにされている 0
0
．
0 65 78 408 49．0 230 27．6 101 12．1 28

3
．
4 832 100．0

自分は虐待者の家族（大人）から頼りにされている 2
0
．
2 97 11．7 409 49．2 212 25．5 87 10．5 25

3
．
0 832 100D

自分は被虐待児から頼りにされている 12
1
．
4 191 230 408 49．0 150 18．0 43

5
．
2 28

3
．
4 832 100．0

自分は連携する必要のある他機関に良く知っていて協力が得ら

やすい職員が複数いる
56

6
．
7 406 48．8 235 282 89 10．7 23

2
．
8 23 28 832 100．0

他機関が十分に役割分担をしてくれず、すべて児童相談所に任

ようとする
107 12．9 340 40．9 238 28．6 115 13．8 12

1
．
4 20

2
．
4 832 100｛）

直属の上司は自分の仕事内容を良く評価してくれる 51
6
．
1 369 44．4 286 34．4 72

8
．
7 33

4
．
0 21

2
．
5 832 100．0

直属の上司は自分の仕事を支援してくれる 79
9
．
5 436 52．4 196 23β 71

8
．
5 31

3
．
7 19

2
．
3 832 100．0

同僚たちは自分の仕事内容を良く評価してくれる 55
6
．
6 404 48．6 291 35．0 47

5
．
6 13

1
．
6 22

2
．
6 832 100．0

同僚たちは自分の仕事を支援してくれる 79
9
．
5 489 588 198 23．8 36

4
．
3 9

1
．
1 21

2
．
5 832 100．0

自分は児童福祉司の仕事に誇りをもっている 77
9
．
3 310 37．3 282 33．9 98 11．8 44

5
．
3 21

2
．
5 832 100．0

自分は「ソーシャルワーク」の概念がよくわからない 34
4
．
1 156 18．8 275 33．1 290 349 53

6
．
4 24

2
．
9 832 100．0

自分は「ソーシャルワーカー」である 70
8
．
4 321 38．6 262 31．5 107 12．9 49

5
．
9 23

2
．
8 832 1000

自分は今後も児童福祉司をつづけたい 49
5
．
9 208 25D 256 30．8 154 18．5 149 179 16

1
．
9 832 100．0

（）は％を示す
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高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究

（表22）仕事上の専門的なことで役に立つ助言を得られる人

実数 ％

上司 399 48．0

同僚 256 30．8

外部の専門家によるスーパーバイザー 65
7
．
8

児童相談所以外の専門職の友人 36
4
．
3

いない 58
7
．
0

無回答 18
2
．
2

合計 832 100．0

（表23）スーパービジョンにおける課題

1番目 2番目
実数 ％ 実数 ％

役職にとらわれない

ーパーバイザーの

定が必要

242 29．1 164 19．7

スーパーバイザーの

門性の向上
312 37．5 227 27．3

児童相談所外の専門

によるスーパービジ

ンが必要

66
7
．
9 204 24．5

スーパービジョンの時

がとれない
168 20．2 143 17．2

その他 16
1
．
9 10

1
．
2

特になし 12
1
．
4 6

0
．
7

無回答 16
1
．
9 78

9
．
4

合計 832 100．0 832 100．0

（表25）虐待事例対応の際に連携がとりやすく気心が知れて

　　　いる職員がいる他機関・職種（M．A）　　（n＝832）

実数 ％

保育所 238 28．6

学校 259 31．1

幼稚園 39
4
．
7

主任児童委員 186 22．4

民生・児童委員 106 12．7

市町村保健センター 390 46．9

福祉事務所 539 64．8

児童養護施設 316 38．0

里親 49
5
．
9

弁護士 122 14．7

警察 219 26．3

（表26）虐待対応に関する職務上のストレス解消の有無

実数 ％

ある 555 66．7

ない 238 28．6

無回答 39
4
．
7

合計 832 100．0

（表24）仕事上のことで悩みをよく相談する人

実数 ％

上司 162 19．5

同僚 404 48．6

外部の専門家によるスーパーバイザー 10
1
．
2

児童相談所以外の専門職の知人 53
6
．
4

関連専門職以外の知人 23
2
．
8

家族 56
6
．
7

いない 100 12．0

無回答 24
2
．
9

合計 832 100．0
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（表27）ストレス解消方法

1位 2位 3位

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

職員と良好な人間関係をつくる 115 20．7 59 10．6 49
8
．
8

保護者と良好な人間関係をつくる 9
1
．
6 12

2
．
2 16

2
．
9

適度に休息をとるようにする 113 20．4 121 21．8 73 13．2

自分の趣味をみつける 136 24．5 75 13．5 63 11．4

職場外に親しい友人関係をつくる 17
3
．
1 44

7
．
9 63 11．4

自分の家族と良好な関係をつくる 59 10．6 89 16．0 72 13．0

「手引き」を読み返すなど自分で問題解決の学習

する／研修会や勉強会に参加する

20
3
．
6 44

7
．
9 59 10．6

休日に仕事を持ちこまない 66 11．9 63 11．4 63 11．4

職員と終業後飲食をしたり交流をもつ 16
2
．
9 24

4
．
3 27

4
．
9

職員とのつきあいは勤務時間内だけにする 2
0
．
4

9
1
．
6 14

2
．
5

無回答 2
0
．
4 15

2
．
7 56 10．1

小計 555 100．0 555 100．0 555 100．0

非該当 277 277 277

合計 832 832 832

（表28）虐待対応に関する職務上のストレスを低減する為に必要だと感じている事

1位 2位 3位

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

援助技法のスキルアップ 126 15．1 50
6
．
0 67

8
．
1

複数対応の原則の徹底 112 13．5 69
8
．
3 48

5
．
8

客観的・統一的な処遇決定のツールとなる援助・介入のチェックシート 29
3
．
5 36

4
．
3 23

2
．
8

所内の職員の援助方針の共通理解 33
4
．
0 49

5
．
9 31

3
．
7

職員個人が過度に批判されることのない会議の進め方 19
2
．
3 33

4
．
0 32

3
．
8

所内の虐待事例への対応基準の共通認識 18
2
．
2 34

4
．
1 29

3
．
5

休日には業務の連絡をしない 39
4
．
7 43

5
．
2 61

7
．
3

自分のぺ一スを確保するスケジュールを組む 26
3
．
1 22

2
．
6 31

3
．
7

児童相談所内でのチームワークの確立 103 12．4 88 10．6 63
7
．
6

事例の進行管理をスーパーバイザーがバックアップする 41
4
．
9 84 10．1 55

6
．
6

身の安全をはかる保安体制の充実 9
1
．
1 35

4
．
2 37

4
．
4

暴言や圧力を受けた職員への心理的ケア 10
1
．
2 28

3
．
4 45

5
．
4

保護者への指導の権限強化 23
2
．
8 54

6
．
5 36

4
．
3

保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が全面に出るシステム 149 17．9 80
9
．
6 74

8
．
9

医師・弁護士などの自治体の嘱託専門職のバックアップ体制 17
2
．
0 46

5
．
5 62

7
．
5

児童相談所がすべてやるのではなく、電話1本で関係機関が連携する

制

54
6
．
5 56

6
．
7 90 10．8

無回答 24
2
．
9 25

3
．
0 48

5
．
8

合計 832 100．0 832 100．0 832 100．0
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　　　　　　　　　　　　　　　高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究

（表29）児童虐待の防止等に関する法律の成立・施行への評価

強く思う 思う 思わない
　全く

わない
無回答 合計

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

本法で虐待の定義が明確になった 59
7
．
1 574 69．0 158 19．0 19

2
．
3 22

2
．
6 832 100．0

既存の通知の内容が法文化されて対応

根拠が確立した
45

5
．
4 563 67．7 185 22．2 14

1
．
7 25

3
．
0 832 100．0

通告・相談が増えて福祉司の対応が追い

かない
341 41．0 397 47．7 71

8
．
5

1
0
．
1 22

2
．
6 832 100．0

通告・相談が増えて一時保護の対応が追

つかない
349 41．9 318 38．2 139 16．7 2

0
．
2 24

2
．
9 832 100．0

通告・相談が増えて児童養護施設の対応

追いつかない
426 51．2 319 38．3 56

6
．
7

2
0
．
2 29

3
．
5 832 100．0

子どもの迅速な保護に効果がある 41
4
．
9 476 57．2 259 31．1 26

3
．
1 30

3
．
6 832 100．0

親権の壁が弱まる効果がある 10
1
．
2 169 20．3 526 63．2 100 12．0 27

3
．
2 832 100．0

立入調査がしやすくなった 15
1
．
8 403 48．4 338 40．6 46

5
．
5 30

3
．
6 832 100．0

警察の協力が得やすくなった 65
7
．
8 593 71．3 134 16．1 17

2
．
0 23

2
．
8 832 100．0

誤報が増えた 91 10．9 433 52．0 265 31．9 15
1
．
8 28

3
．
4 832 100．0

措置後の保護者への相談所による指導

限が強まる効果がある
7 0．8 158 19．0 541 65．0 101 12．1 25

3
．
0 832 100．0

措置後の子どもへの援助・治療システム

発展する効果がある
3

0
．
4 176 21．2 500 60．1 128 15．4 25

3
．
0 832 100．0

措置後の保護者への援助・治療システム

発展する効果がある
14

1
．
7 139 16．7 497 59．7 157 18．9 25

3
．
0 832 100．0

（表30）虐待事例の対応をよりよくするために必要な課題

1番目 2番目 3番目
実数 ％ 実数 ％ 実数 ％

児童福祉司の増員 405 48．7 107 12．9 92 11．1

詳細な立法化 52
6
．
3 62

7
．
5 34

4
．
1

十分な初任者研修 27
3
．
2 44

5
．
3 30

3
．
6

十分な現任研修 47
5
．
6 117 14．1 101 12．1

さらに詳細なマニュアル 1
0
．
1 14

1
．
7 22

2
．
6

さらに詳細な国の通知 0
0
．
0

2
0
．
2

1
0
．
1

弁護士の児童相談所への配置 20
2
．
4

60
7
．
2 86 10．3

警察との連携 20
2
．
4 42

5
．
0 47

5
．
6

児童相談所の法的権限の強化 68
8
．
2 105 12．6 63

7
．
6

市民の理解 16
1
．
9 15

1
．
8 35

4
．
2

保健上の予防対策の充実 14
1
．
7 27

3
．
2 35

4
．
2

措置後の保護者・子どもへのケアシステムの充実 111 13．3 193 23．2 210 25．2

その他 33
4
．
0 16

1
．
9 21

2
．
5

無回答 18
2
．
2 28

3
．
4 55

6
．
6

合計 832 100．0 832 100．0 832 100．0
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（表31）性別

日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集

　　　　　　　　　（表35）現在の児童相談所に勤務する前の勤務先

実数 ％

男 487 58．5

女 328 39．4

無回答 17
2
．
0

合計 832 100．0

（表32）年齢

実数 ％

20歳代 90 10．8

30歳代 197 23．7

40歳代 292 35．1

50歳代 223 26．8

60歳代 5
0
．
6

無回答 25
3
．
0

合計 832 100．0

実数 ％

他の児童相談所 111 13．3

福祉事務所 176 21．2

児童福祉関係（障害児含む）の部署・施 145 17．4

児童領域以外の福祉関係の部署・施設 143 17．2

その他の部署・施設 165 19．8

無回答 92 11．1

合計 832 100．0

（表36）役職としてスーパーバイズを担当しているか

実数 ％

担当している 119 14．3

担当していない 688 82．7

無回答 25
3
．
0

合計 832 100．0

（表33）児童相談所における通算勤務年数

勤務年数

実数 ％

1年未満 10
1
．
2

1～2年 280 33．7

3～5年 214 25．7

6～10年 166 20．0

11年以上 134 16．1

無回答 25
3
．
4

合計 832 100．0

（表34）児童相談所以外で福祉現場における通算経験年数

勤務年数

実数 ％

1年未満 125 15．0

1～5年 188 22．6

6～10年 166 20．0

11～15年 104 12．5

16～20年 88 10．6

21～25年 66
7
．
9

26～30年 42
5
．
0

31年以上 13
1
．
6

無回答 40
4
．
8

合計 832 100．0

（表37）児童福祉司の任用資格（法第11条の2）

実数 ％

厚生大臣の指定する養成学校・施設・

習会の課程を終了した者
65

7
．
8

大学で心理学、教育学、社会学又はこ

らに相当する課程を修めて卒業した 424 51．0

医師 1
0
．
1

社会福祉士 39
4
．
7

社会福祉主事として、二年以上児童福

事業に従事した者
125 15．0

前各号に準ずる者であって、児童福祉

として必要な学識経験を有するもの
130 15．6

無回答 48
5
．
8

合計 832 100．0
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（表38）大学での専攻

高橋他：1． 児童福祉司の職務とストレスに関する研究

　　　　　　　　（表42）MBIサブカテゴリー点数（情緒的消耗感）

実数 ％ 実数 ％

社会福祉学 234 28．1 低い 126 15．1

心理学 106 12．7 普通 216 26．0

教育学 74
8
．
9 高い 428 51．4

社会学 69
8
．
3

無回答 62
7
．
5

保育学 8
1
．
0

合計 832 100．0

児童学 8
1
．
0

（表43）MBIサブカテゴリー点数（脱人格化）その他 179 21．5

大学は行っていない 63
7
．
6 実数 ％

無回答 91 10．9 低い 373 44．8

合計 832 100．0 普通 237 28．5

（表39）自治体における児童相談所職員の採用形態

高い 177 21．3

無回答 45
5
．
4

現在 採用当時 合計 832 100．0

実数 ％ 実数 ％

（表44）MBIサブカテゴリー点数（個人的達成感）※逆転項目両方 20
2
．
4 14

1
．
7

一般職採用 463 55．6 457 54．9 実数 ％

福祉専門職採用 291 35．0 298 35．8 高い 35
4
．
2

無回答 58
7
．
0 63

7
．
6 普通 86 10．3

合計 832 100．0 832 100．0 低い 599 72．0

（表40）社会福祉士資格の有無

無回答 112 13．5

合計 832 100．0

実数 ％

持っている 118 14．2

持っていない 686 82．5

無回答 28
3
．
4

合計 832 100．0

（表39）自治体における児童相談所職員の採用形態

（表40）社会福祉士資格の有無

（表43）MBIサブカテゴリー点数（脱人格化）

（表44）MBIサブカテゴリー点数（個人的達成感） ※逆転項目

（表41）自由回答の記入の有無

実数 ％

記入なし 494 59．4

記入あり 338 40．6

合計 832 100．0
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No． 回敏記述（記述は　文のまま）

2

親との表面的な関係づくりに執着する昔のやり方こそがケースワークであると思い込んでいる人が多すぎて，結局子どもを救えないことが多い。カウンセリングとケースワークの違いを明確にすべき時に来ていると思う。

4

このアンケートでは、虐待者と対応する場面におけるストレスが主として前提とされているように感じますが，基本的に虐待の心理・メカニズムなどを理解し、ソーシャルワーカー“しての自：覚とすべき援助について理解があれば、実際には虐待者本人から受けるストレスは解消で

歪繕露惚諾講議鷺麗騨鼎宅縄轍搬謙渥誘縫顯潔轟濃圭馨爆獣誤蕊りも、多数の翼係機関に理解窒求めたり、説明したり、そういうところに膨大な労力を使っています。また、死亡事件が起こると関わりを持っていた機関が責められるといっ状況にもストレスを強く感じます。このような状況が福祉司の安易な措置につながらないか懸念されます。

5
所内でのバックアップ蚕なく、一人で抱え込んでしまい、一年目が終れる（まま）頃バーンアウトした。初任者にはプレッシャーきつく、配慮が必要である。職員が守bれていなければ、子ども・家族も守れない。

6

9

虐待での事故はどんなに職員数を増やしても専門性を高めても、努力しても完全にはまぬがれることはできないということを，虐待に関わる人達（マスコミはともかくとセて）がきちんと理解してほしいと思います。社会情勢・経済状況・世の中の養育能力等の大きな流れを1つの機関や1人の職員でくいとめりれ想、。それを業務量や個人の努力におきかえないでほしい。このような認識が，基本にあって、外部に対応すれば、ストレスはかなり減ると思っ。せめて上司・上部の行政機関、虐待を研究している人は理解すべきと思う。

14

児童雍時保護した後、覚醒剤中毒の父が毎日通所してきたり、連続40回の電話が入ったり、自宅の電話番号を他の職員に聞きに来たりする一とで、騨場でも恐怖感を持ち続けることがあり、一年中ストレスを感じるようになった。（警察署や保健所への関係機関へ協力要請したが、手がつけbれなかったり、関わりようがない場合が困る。）

18

業務が平均曳し1春く、他の相談を受ける職員から負担を理解してもらえにくい。緊急対応等システムが整っていないのに、外部には整っているかのよっに冨われることがストレス。

21

組織対応・複雑対応とはしヨ窓ロは福祉司であり援助対象者からの苦情・攻撃・訴えはすべて福祉司個人にくる，ストレスは相当であり（人事配置の問題もあり）早く福祉司をやめたいと思う。

26 一度に複数のケースが動いたときなど、職員数が少ないため、対応が困難。しかし、やらなければならず、疲労感を強く感じる。

30 ただ毎目をなんとか過ごしている感覚。他の職場と違い自分の生活（人生？）の割合が少ない感覚あり、育てられる部分も多いですが…。

36
39 業務量が多くて処理しきれない

41

虐待ケースは終結が難しく、その判断は慎重にならざるを得ない，為にケースは累積していく事となり、新規・旧ケースを含め対応のための時間と労力は古り苦慮する結果となっている。ストレスは感じない訳ではないが、職場の人間関係で各々の職員は救われているのが現状．大半は児相かb皆離れたいと思っているのではないだろうか。

42 説得には手間がかかる。

43

24時間対応を求められており、夜間・休目の連絡が入り、精神的なストレスが増えた．強行的対応を余儀なくせざるを得ないこともあり、同様に精神的ストレスになっている。

44 受け皿がない，保護するか、見守るしかない在宅サービスの現状。

46

大学生時代から児童福祉司になることを希望してきた自分だが、現状では「いつまでこの仕事を続けられるのか、jと不安になる，希望もせずにやっている人、大学を出たばかりの人にとっては酷な状態だと思う。

47 虐待で強制的に保護したり28条で措置した児童の保護者との対応、児相（司〉を信用されずに対応する難しさがある。

48

①い霞も重い荷物を背負っているような気持ち。②法律が出来て、虐待家族（特にネグレクト・精神障害の親による養育困難）を地域から排除しよっとする思惑が関係機関の中にあるように思う。具体的には、すぐに親子分離を迫る。

49 職員の増を含め、乳児院・児童養護施設の新設・定員増がない中で何が出来るかを考えてほしい。

50 在宅虐待ケースと措置後のケース、いずれも結局は福祉司個人に責任が回ってくる感じがし、休日も気が休まらない。

51

こういう虐待がらみの勿ンケートがいくつも来、しかも内容を読んでわかってもらえてない感じ（例えば質問2・6・10）を受けることもストレスです。虐待対応は、児相だけでは絶対やれません。これからは、養護施設を増やしてほしい、そうすれば、児相のストレスはかなり滅ります（入れると一ろを探さタいですむ）。家裁及び児相が持つ職権の強さと、他の関係機関がもつ権限にギャップがあり、結果的に何でも「心配なら児相』とおし三けbれてしまう。保健婦（士）法を改正して、保健婦（士）にも、職権介入できるようにしてほしい1そうでないと厚生省のステキな虐待対応ビ・アオに出てくる保健婦さんの動きは、力量のある少数の人しか出来ないままで終わるでしょう。

54

55

毎目こ手持ちの虐待ケース（在宅生活をフォローしているケース）関係のi臥にヒヤヒヤしている，何が起きてしまっても仕方ないっ口と半分あきbめている部分もあり、非常にストレスを感じる毎日です。

58 人も金も出さずに旗だけを振るような虐待対策はやめてほしい，児相も施設も限界を超えています。

61

家庭訪問の場合は、親が何をしだすか分からないため、私達の生命は何も保証されない状態で仕事をしている，常に不安を感じている、また、親は常識が通用せず、精神的に行き詰まり、疲れ果てる。

63

地区担当鰻なので、介入からケアまで同じ児童福祉司がやらなければならない。虐待ケースが多く、きめ細やかな対応が難しい。自分の身を削るよっな思いにさらされる機会が多い。

64 ①1人で悩んで退職したくない，②1人で悩んで病気になりたくない③介入とケアは別機関でと思う。

65 身更相・知更相・児相の3足わらじだと、20未満でも手一杯です，1。身更相2．児相、知更相は手抜きな状態で業務をしてます。

66 脅されることは高いストレスのため、組織・複数で対応が必要。

67

初動謹査に追われ、以後の丁寧な対応が出来ていない，現場の福祉司に丁寧な指導ができず、実行性（まま）もあがらない。職権による一時保護と保護者とのケースーワーカーの関係の切り替え判断がむずかしい。

69 特にない
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71 心理の仕事を中心にしたいがケースワーカーであること。

73 ケースに多くの人が関与しすぎてケースワーカーの判断が軽視される。

79 仕事そのものより、仕事をめぐる人間関係がストレスになることが多い。職員の人間性が何より重要である。

83
虐待に対するSWの価値が初期対応上の命に係る点におくのか、家族の再構築に価値をおくのか、当然前者を明確にしなければ、結果、

手となりやすい。日本人は「命』の価値と「人権」が薄く未だ封建制である。

85 児童福祉法施行令第1条の改正（国は児童相談所の実情を知らないか、又は知っていても怠慢か）

86
敵対関係では夜間や休日対応が多くなり、たちまちの対応は職員の複数（7～8名）が必要となる。そして担当者に向かうのでこれに複数対

が必要。執拗な場合が多く恐怖心が募る。

87
質・量ともに自分のキャバシティを大きく超えている。児相に来る前は健康だった私が心身の状態を崩し服薬を続けています。人員増を合

せてこの業務に耐えうる人材の育成が急務と考える。

91 1ケースに対して多大なエネルギーと時間を要する。一人が十分に対応できるケース数をはるかに超えたところで仕事をしておりストレスも

92
保護者がかかわりを拒否するケースがほとんどで全くコミュニケーションがとれない。普通の言舌は出来るが指導・援助には聞く耳をもたな

。人格障害、精神障害者等が多く指導が難しい。もう少し現場を知っていてくれているものと思いましたが残念です。

95 通告があれば勤務時間外でも気が休まらない状況になる

97
通告のあったケースで直ちに保護すべきケース以外の子どもについてどうしていくのか、何か起こっていないかと不安を感じる。日々の業

の中で虐待の対応が現状でよいのか不安

99
ネグレクトや心理的虐待への対応についてなかなかケースに入っていけない。それかといって放っておくと身体的虐待になり何か事件にな
のではと不安。そういうストレスが多い。

100 臼常業務が過度で虐待対応に十分な時間を取り難いので困っている。

107
絶対的な職員数が不足している。一つ一つのケースをじっくりと取り組めていないため記録等の事務に時間をとられている。充実感が味わ
ずストレスが増えると思うので人的配置をどんどんすべき。

109 希望していないが無理やり今の仕事につかされた。

114

施設から異動になってすぐに虐待ケース対応に一人で行かされてしまった。本当に毎目いっばいいっぱい。上司から指導が入るが受けと
きれず私自身の福祉職としての資質に問題があるのではないか等とも言われてしまう。業務量も本当に多いと感じる。スーパーバイ

ーである上司自身も大変な状態で仕事をしている。とにかく人員増を希望する。

120

虐待ケース1件が他70～80件に匹敵する業務量とそれ以上のストレスとなることもあり数字で表しにくい部分が多いと思う。他機関、市民

児相への無理解から来るストレス、トラブルが少なくない。児相業務の実態、機能の限界について広く理解を求めなければトラブルは

々増大する危険性がある

121

虐待対応は「目の前のことを何とかする」ことで精一杯になってしまっていると思う。それが連続するのでくたびれてしまう上、さらに「その後

対応、ケア」まで期待されると本当に手が回らない状態である。せめて国や県には、5年後10年後の児童福祉、児相を考えた体制づくり
していってほしいと思う

122 ちゃんちゃらおかしい児相の体制、業務量の多さ、上司はさっさと帰りたがり「兵隊』だけが忙しく働きケース記録を書く間もない。

126
業務量は人の数で解決可能だが、本当のストレスはもっと中身の問題だと思う。虐待対応の困難さからくるストレスだけでなく、職場内での

通認識や評価がないと、負担感ばかりが増え、気力が消失していく。

127
初めてこの業務に赴任した時、いきなり単身で駐在させられた。その地域は虐待事例が多く、仕事もよくわからないまま非常に苦労した。

とんで全て1人の対応であった。その時の苦しみは今なおトラウマになっている。

131 虐待を特別なものとして捉えるのではなく、養護相談のうち大人からの暴力（身体的・精神的）が伴うものと捉え、冷静に対応すべきだろう

136

今回の調査をされるに当たってプレ・調査はされていないのでしょうか。虐待親は、その育ちの中で、子を虐待することで、他の人間として

尊厳を犯してばかりでなく、自己も傷つき、その学習したことをすべて、援助者にぶつけます。援助者はものすごく傷つきます。少しでも劣

感や疲れがあると、援助者が心身のどこかで発病する可能性は大です。

139
介入、分離する機能を、親子の心理的なケア、親が治療、家庭再統合を行う機能とは、別の機関が行うことが必要。今の児相は暗礁（マ

）に両方の機能が求められているところが限界。それが担当一人一人のストレスにもなっている。

141 本調査結果の行政当局への迅速な反映を御願いいたします。

144

障害や不登校相談等、業務量の多さから、虐待ケースに関して、きめ細やかな対応が出来ていない事や、十分に動けないことで、ストレス

感じることがある。また、保護者、マスコミ等からのクレームが担当個人にかかる場合のストレスは大きいものである。児相の業務の見直
、改革が早急に進められる必要性があるのだと思う。

147 これで良かったのか疑問を感じながら業務対応している。もっと専門性を持った者がするべきだと思っている。

148
次から次へと新しいケースの担当となるので、ストレスを感じる。児童相談所は虐待ケースだけをやっているわけではないことを知って欲し

。親、子、各機関の不安を担当者が受け止めているのでストレスがたまる。

150
総合研究所殿。こんな大事な部署で、エキスパート的な研修も、適切な指導もないのは、問題以前の問題である。国が動かないと、県も部

（組織）も動かない現実あり。アンケート（デー一タ）集めは、いいかげんにして、早く生かすこと、対応して下さいU

151 うまくいく事例がない

152 人が足りない

156 特になし

158 一時保護中の職員とのケースの進め方の調整

160 福祉事務所生活保護担当CWや保健所の地区担当保健婦と同じような児童福祉司の配置が必要である。

164 バーンアウトしているので、意欲が出てこない。

171 常に、自分の判断が正しかったのかどうか不安になる。

172
親が児相の対応を拒否したり、反感を持っている場合、関係を作ることに苦慮し、問題の改善を図ることが困難となる。分離する機関と援

する機関を分ける必要性を強く感じます。

176 児相が司法の下部機関のようになることには反対。保護者と敵対する措置（強制介入）は司法（警察）がやるべき、児相では荷が重い。

177

虐待のある家庭に中途半端に入ることを恐れる。家庭を崩壊させかねない。密室化させエスカレートさせることが拙い。気持ち的には、一

がかりで入り、家庭の悩みや問題点を話し合ったり、軽減化させていくことが早道と考える。都市部では、立入調査や法的措置を機械的

採り入れている処もあるように受け止めるが、そのケースの5年後、10年後を想定すると、問題のタネを撒き散らしているだけとも考えら

る。ホロー策（ママ）を法制化させていく必要がある。虐待防止策より子育てや児童福祉の厚生基準を現行の数倍厚くしてもらいたいも

。公共土木工事予算を福祉教育にまわる方が早道。

184 親権に対抗できるだけの権限がないので、保護者との関わりに必要以上に苦労する

187
親との対決と親指導という本来分離すべき機能を児相においたままの状態を前提にしての本研究（各設問の選択肢のバラエティ）から「あ

べき姿」を見ようとするのなら、たいした意味のある研究とはいえないのではないか。
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189

業務量やストレスが増加するのは当然だと思うが、一時保護所や施設が一杯であるために、保護する判断を誤ったりすることが恐い。また

員オーバーで保護したりすることで再度子どもにつらい思いをさせているのではなかと思いつらい。施設の増加とレベルアップを次の法

正にあわせて早急にしてほしい。施設職員がバーンアウトにいくのをみるのはつらい。

190

・本来、通告ケース全てに十分に時間を割きたいが、現状がそれを許さない。業務の適正配分がなされていないことも一因。・また、通告者と児相で虐待の捉え方が異なり、通告者が期待（希望といったらよいか）する動きを児相がとっていない場合、様々な圧力が

かり心理的な圧迫を感じる。

191

アンケートも多すぎるす、やはり外の人の質問だと思う。←レヴェルをあげて指導をしようとすると壁に当たる。←少なくとも普通の生活に子
もを戻してやる。・ケースバイケースで対応すること、緊急で対応すること、他のケース（虐待以外の）も同じように重要であることなどの上に一時保護の宿

もやらせていることなどの実態がある。行政組織が量に対する認識、質に対する認識が低い。

193
対応だけに追われ、組織的な理論蓄積整備がなかなかできず、人間関係にもひずみが出ており（職場内）、そのストレスの方が大きい（超

の規制も含まれる）。気持ちよく対象者に対応できることと、研修に時間の使える体制が一番必要（ストレス解消には）

194 児福法の質の問題、専門性のなさ。所長を含めスーパーバイズ出来る力量のなさ

195 心身とも疲れました。

196 虐待防止法3年後の見直しが是非必要。

197 児相の職員だけでの対応は難しい。初期対応とケアーの部分の役割とを別々の機関にすべき

208 特にないが担当地区に片寄ってケースが増えることがある。

210
この分量の多いアンケートに答えることそのものがストレスです。児福司が忙しいとご存知のはずなので、もっと要領のよい問題数の少な

アンケートを心掛けて欲しかったです。

213 ケースヘの対応で上司と考えが違うことが多＜、ストレスを感じる。また、相談種類が煩雑で息の長い虐待ケースヘの対応が困難。

215 虐待ケースヘの対応については、極度の緊張と気力を要し、ストレスもとても大きいものであり、早急の体制づくりが望まれると思う。

220

通常の相談の発生件数が、地域によって異なる為、定時退庁（ながらでも対応していける職員と、恒常的に残業していても追いつかない職
とがある。配置される職員の専門性に問題あり。（当児相は、地域担当制）。虐待ケースを担当することで発生しうるストレスと、事務所内

業務量や専門性の問題から発生するストレス（通報があっても、対応が遅い等）がある。

221
虐待を受けている児童や虐待をしている家族に理解されない事が多＜、何のために業務を行っているのかと、むなしさを感じることがある。
た、身の危険を感じることもあり、心理的ストレスもかなり多＜、不眠の症状が出ている。

223

・何をどう調査すべきなのかがわからない。・アンケートに答えてみて、自身は本当に大丈夫かと気付いてしまった。

226
職員数が不足しているため、ケースの対応がおいつかない可能性がある。また、スーパーバイザーを役割とする職員がいないため、指導

相談が中々受けられないことがストレスとなっている。

229 援助者のケアの必要性が叫ばれて久しいが、早急な対応を国に求める。

232
1週間単位で虐待に関係する、当番（深夜、休日）を順番に受けています（専用の携帯を持たされている）。1週間は長すぎて、特に土日は1

中落着かず、私生活にも支障がでています。

233
①親に暴言は日常茶飯事であり、脅迫されることである。

通告が入ると他の予定してある業務をすべて止めて、優先しなけれぱならない為、業務量増大の脅迫感をいつも持つ。

234
どのように対応して良いか分からず、悩んだことが多々あった。業務量だけでなく、内容の問題が大き＜、ケースが1件だけでも、それが重

内容であればストレスが大きくなる。

235 子どもの未来の見通しがないまま、場当たり的に対応になってしまっている体制。業務量の多さが、大きなストレスになっています。

243

・虐待認定の幅が広すぎて、認定することでケース数が増え続けきりがなくなる。・ストレスの根源は何と言ってもマスコミ。精一杯やっている福祉司を精神的に追い詰めるマスコミに対応する部署があってもよいのでは。

244 職場の雰囲気そのものがストレスになっている。

246
人格障害のような親の意に反する（一時保護や措置など）対応をした場合に受ける攻撃（ロ頭、頻回の電話、FAX，吹聴、etc）は相当なス

レスになる。そのようなケースを同時に3つも抱え、身動きが取れなくなっている状況である。

247
「虐待jだけが児相の業務ではないので、児童福祉司としてのトータルな能力向上があれぱ、虐待ケースにも冷静に対応するゆとりが持て

と思われる。

250
一時保護した後、どの施設に措置しても施設の対応に不安がある。施設の職員の体制が整っていないし、職員の質まかせにしていては、

倒れてしまいます。辞める職員も多い。ベテランも体力の限界を感じて辞め、若いスタッフは右往左往している。

252
アフターケアの時間が取れず、放置せざる得ないケースが増えている。子どもと接する時間が減ってしまっている。一生懸命しているのに、

校等から、何もやってくれないという批判が悔しい。

255 虐待ケースの対応に追われ、他のケースに丁寧なケースワークが出来ない。

256 いつも前進！被虐待児も自分自身も、今日も元気で良かったと思う。

257
業務量もストレスも多＜、自分が与えられた仕事をこなしきれず、それがさらにストレスを生んでいる。担当ケース数が、もっと少なければ、

れぞれに満足のいくケースワークが出来ると思う。こういう調査で児相職員のストレスの大きさを一般の人にも理解してもらえれいいと思

259 初期の対応から、負担金の件まで、担当がすべてアメとムチを使いながら仕事をしなければならない事。

260
忍耐力、人間性が強く問われる。性格的におとなしく内向的だと精神的ストレスが大きい。職務経験が2年以上の職員と1年未満の職員ペ

で業務にあたることが出来ればいいと思う。

262 ストレスは全く感じないが、業務量は膨大

270 保護者対立の際の、第三者調整機関が必要

274 虐待対策班専任で、担当CWとそのスーパーバイザーとチームを組み対応しているが、関わり方についていつも迷いがある。

275

ここ数年の虐待通報の増加に対し、職員増は微々たるもので、対応のスキルも研修も不十分な中、複数対応も掛け声のみでほとんど1人
抱え込み、早くこの現実から逃れたい思いと・…イヤこれではいけないという思いでウツウツとした毎日。虐待対応について、SVが機能

ていない為の不安も大きい。時間内に記録を書く時間がなく時間外に書かざるを得ないが、それでも消化できず記録がたまるのも大きな
トレス。子どもを保護するにも施設は足りない、又、施設でのいじめや、子どものケアが出来ない現状の中、本当に保護することが良い

かetcストレスはあげたらキリがない。小手先の改善では法整備を含め、抜本的な体制を作る事を希望します。

276 虐待をする保護者は、社会一般常識と思われる話をしても通じない事が多く、こちらの話を理解してもらえない事が非常に多い。

277 増加する虐待事例の為、同時に複数のケースを担当し、保護者からの反発が同時期に重なることが増えた。

278
量が多すぎて、あとから振り返ったり、検証したりの機会が持てない。又、十分検討する時間もない。その中で精一杯の線でギリギリやって

ます。ここ数年で大きく変わりました。
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279

・常に28条、29条をしているわけではないので、28条、29条、一時保護の設問はとても答えにくかった。した時とか、しようと考えた時とか、
るとしたらたいうような設問にしてもらえると答えやすい。・虐待の概念が広がりすぎている感じがする。少しのことで、通報も感じられる。啓発が進んだことは良いかもしれないが、その家庭の文化

特にネグレクト（ぽい）であるか、どうなのかもしれないものまで通報がある。どうすることも出来ない。経済基盤が弱いとか、知的にやや

283

子どもを守り育てるという一環した社会システムが出来ていないので、「虐待」という面だけがクローズアップされてしまっている．業務の中でのストレスとしては、そういったシステムに関する不満が一番大きい。

286

児相業務について、自治体の業務（個人の責任と能力において行うもの）と同様にみなす風潮は大きい。虐待への対応は個人では抱えきれるものでなく、チームとして対応できる体制を確立できないと、ストレスにつぶされてしまう職員が後をたたないと思う。

290 Q12，Q13は答えにくい。考えるだけでイライラしてくる。

293 職員のメンタルヘルスも考えていかないといけないと思う。

294 年々業務量もストレスも増大しており、モラールの低下や異動希望（転出希望）が心配である。

295 必要に応じて親子を一旦分離するが、その後再び親子をつなげていく点で、かなり厳しいものがある。

296 業務量は年々増加の一途。皆、時間に余裕がない

298

299

世の中にこんな仕事があるのかと思う程、他人に嫌われ（虐待親）ながら、それでもやらないといけない。不満を言うときりがありまっせん。とても大切な業務だとはわかっているのですが、正直、逃げたいです。

300
30年以上、福祉関係の仕事に従事してきたが、これほど気疲れがして、土日もなく仕事の事が、頭からなれない職場はなかった。自分の

を壊さないよう、自分で気をつけて耐えるしかないと考えている。

306
私達ヒラの児童福祉司は、上司が支えてくれるが、上司を支えることを国がしてくれないと困ります。実際の健康被害についても（きっと）出

い（るに違いないと思い）ます。

313
私自身、困難な虐待ケースには遭遇していない。28条や両親の精神病的なもの等に遭遇すれば、非常な仕事量もあり、時間もかかりスト

スを大きく感じることは事実と思う。

318

・児相の保安、警備体制を早急に整備して頂きたい。保護者の押しかけや強引な侵入等（引き取り等）に全く対応出来ていない。・警察署の末端の署員（派出所）まで、虐待に関しすぐ動くよう、指令、指示が行き届くようにして頂きたい。全く動きが鈍い。

319 部関係機関に通告してのだから、あとは児相でという意識の強い警察も同様であり、通告受理後、協力が難しい（生活安全課が忙しい）

321 とにかく今の児童福祉司の数は少なすぎる。国レベルで児童福祉司配置基準、レベルの見直しを行って欲しい。

322 増大する通告に、初期的対応は速やかになったが、その語の治療的関わりが圧倒的に不足。

324

・未処理のケースが増加で焦りを感じる。・施設入所中のケースの指導に時間をさけない。

328

新聞で虐待死があるたびに、児相バッシングが起こる。全国の児童福祉司で「明日は我が身」と不安を抱かない人間がどれ位いるだろう

。在宅でリスクのない虐待ケースなど有り得ない。相談所長は自己保身のために、在宅指導より施設入所、親子分離の処遇に走りすぎ
傾向はないか。結果、ほとんどの養護施設が定員一杯になり、重度虐待ケースを措置できないジレンマに陥っていると推察される。危機一髪で子どもを救った事例も多くあり、評価よりも避難される風潮は悲しい。

330
遠隔地まで地区割で担当になっているので、タ方から夜間の虐待で即対応できないし、児童の移送もままならず、地元、役場の協力が欲
いが、移送も児相任せですぐ対応しないと、文句を言われるのが辛い。

332 社会的な視線や評価

333

休日、夜問において主訴のハッキリしないケースが多いので、どう対応してよいかわかりにくいケースが多い。児相だけでは捜査権限がないので、虐待が行われている確認が持てず、あいまいなままで逃げられることもあり、限界を感じている。

334
児相内で虐待対応専門課が設置されたが、実際に業務を経験してみると、他課とのストレスの差があまりに大き＜、余計に疎外感や孤立

を深める結果を招いてしまった。今の所、他課はあくまで「協力」というスタンスにとどまっているという問題が、組織をして大きいと感じ

335

基本的には人さえ増えれば解決されるとは全く思っていませんが、現在はあまりにも人が足りな＜、複数対応すらままなりません。こんな状

では人材を育てるどころか、一度児相を経験したら二度と来たくない、というのが本音のようです。大きな枠組み（ex．初期対応は司法で）

、叶えられないなら、せめて定数を増やし、それから育成していくしかないと思います。他にも研修、国内留学等（虐待対応技術等高め
）、意見はたくさんありますが一

336

虐待ケースのみを扱う課としては、業務時間内はもちろん緊張の連続であるが、時間外、休日もいつ連絡がくるかわからず、どこへ行くに
携帯電話を持ち歩くことが要求されk私的時間があるという実感が持てない事が一番のストレスである。S．Vの立場としては課員のメンタ

ヘルスについて一番気を遣うところである。

339 児相の体制が不十分なのに虐待で何か問題があると児相の責任ばかり追及し、児相をバックアップしない厚生労働省の姿勢には疑問が

341
ケース数の増加が急激な為、児相で扱うべき虐待以外のケースヘの対応が弱くなっている印象を受けます。現状ではケースワーカーでは

く、「ケース処理者」になっている気がして、自分自身充足感が得られず、不安定な精神状況にあります。

342
個人の能力の限界を越えて業務をこなしている。ケース1つ1つコーディネイトして処遇を考えろといわれても、情報を収集するだけで精一

である。ネットワークもケースに対する温度差があって、調整するのも大変である。時間が欲しい。

343 受付けし、処理する前に次を受付け、雪だるま状態です。

344

当然なのでしょうが、突然の通告に、スケジュールを変更して対応し、その後の中々見通しが立たないし、完全に終結するのも難しい。虐

について指導中のケースもどんどん溜まってゆき、対応しきれていrない現状がストレスとなります。虐待イコール児相の認知も高まり、

相に責任が集中しがちですが、市町村や地域でのケアを上手に活用しないとパンクします。

348 出社拒否がいつなるか心配。訪問から職場に戻るのが辛い。

351 福祉専門職採用であるが、時々、他職種の仕事もしてみたいと落ち込んだら思う。

357 相手まかせの部分のある相談業務であり、時間的、精神的な拘束が強く、ストレスを感じる。

360 1年でもう耐えられない

362
児童福祉司資格もない職員をこの職に充てることに問題がある。庶務、会計業務しか携わっていない私のような一般行政職員には、その

事を遂行することは困難である。

363 業務量1かなりパード。ストレス：かなりある。

364 ケースに対する責任の重みが感じられ、また現実、ケースに対する責任は児童福祉司ひとりが負っていると思われる。

368
保護者に脅かされることのストレス以上に、子どもの安全を危惧した時、眠れない時もある。虐待対応で業務量が増える分、事務費（TeI

、切手代、旅費など）も増えて当然ですが、それに見合う予算が全くない。財政面のフォローが全くない。
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375 児相rOじょう」と言えば、条（法律の）ではなく、錠（精神安定剤の）です。これが全て。

377

・マスコミの取り上げ方が、虐待した親よりも何よりも、児童相談所を責める論調で書かれることに疑問を感じる。・福祉職がどんどん途中で退職しているのに採用がなく、欠員になったり、一般職で穴埋めしている現状がある。・現在の人員で虐待対応最優先（しかも複数対応）にしているので、「分離すれば一段落』のような風潮になりがち。また、定期的な面接や

問も緊急のケースの為にキャンセルせざるを得ず、ケースとの信頼関係が維持しづらい。

378

・児童虐待防止法、DV法と出来たことは大きな成果。しかし、一時保護所、施設などは従来どおり、とても保護して良かったと言える状況で

ない。・職員の資質向上も大事。心理、福祉専攻の若者は多い。大量に採用し、訓練する必要あり。モノ、ヒト、カネをけちっていて、掛け声だけで

児相の職員はつぶれてしまう。・大舎制の養護施設をいつまで残すのか。子どもの育ちには特定の大人との愛着関係が必要。とりわけ被虐待児はそうである。小舎制、グループホーム、里親などもっと真剣に国の施策をするべきではないか。里親業務など、全くの個人まかせである。登録、委託、どれをとっ

も大変な作業、労力だが、今ひとつ理解されていない。・法律が出来たことで発見、通報は増え、介入もしやすくなった。しかし、予防からケアまでを考えると、今のやり方（補助金、人を臨時雇い

ど）ではとても問に合わない。・発見、通報、介入から、その子が大人になるまで（自立できるまで）居場所、経済的問題など一貫した援助策を望む。当面、虐待で施設入

させられた場合、負担金は0にするなどが必要。又、性虐待で親から法律的にも切り離した場合、何らかの経済的支援が必要（中・高生
保護した後、施設などにもなじめず、巷にさまよいでるケースが多い）

379
382 マスコミに対してや世論に反論出来ない

385 権限が殆どないのに責任だけが重たい

386 保護者の暴力がひどい場合は、警察で対応し、児相へ通告の形とする事で、ワンクッションおく。児相は“ケースワーク”のみに専念する。

389 金と人をつぎ込むしかない。

390 やってもやっても追いつかない。ケース記録が滞ってい＜。夜の10：00まで連日やっても間に合わない。

391 身の危険を感じる

392 このアンケートそのものがストレスである。ただでさえ忙しいのに聾

395
24時間体制で通告があれば、担当者として対応することは必要であると感じるが、休みの日もいつ、携帯がかかってくるかと、いつも気持

が休まらない。

399

毎日夜9～10時まで働いても仕事がこなせない事。夜間、休日でも緊急呼び出しがあると、保護者からの脅し等、身の危険を感じることな

がこの3～4年、急激に増えてきており、児童に関わる仕事は好きでやってきているが、現状では、これ以上この形態が続くならば、やっ

いられないという思いが強くなってきています。

402
虐待に関することは何もかも相断所へという意識が他機関に多い。今のままの人員で大幅増員が難しいのであれば、虐待の中でこの部分

児相が担い、他機関で⊆璽部分をしていくべきとの方向を厚生労働省なりが示すのが望ましい。

406
とにかく児童相談所に業務が集中し、過度に繁忙である。裁判所の関与や保健分野を巻き込むなど、対応を検討しないと児相がパンクし

しまうのでは・…。また虐待者から分離しても、後の受皿が非常に不十分である。叫施設、子ども保護への治療etc、施設の体制整備も

410 市町村保健婦の動きが悪い

414

虐待対応は基本的に親との敵対関係から入ることが多い。この為、関係機関の協力や主体的な関わりがない限り、後のケースワークにつ
げる事は不可能である。仮に充分な関係機関の協力があったとしても。問19の⑭で回答したようなシステムが確立しない限り、保護者指

は困難であり続ける。ケースワーカーは追い詰められた状況にある。

416 即座に適格に対応するため、児童福祉司の増員、及び専門性が必要である。

418 ・職員数の割りに虐待通告件数が多く、対応が難しい時もある。　・通告の際に、会議をするが、月に依っては重なる為、時間を要する

420 通報、発見、保護以降の児童・保護者のケアについて、現状の児相では無理。

423
業務量が多く、ケースワークがしにくい。ストレス解消については全く違う分野での生活を心掛けている。日常の目まぐるしさに巻き込まれ

いよう努力している。

430 中途半端な状況での対応がストレスを強める。今後の改正が重要！

431

・組織で仕事をしているはじであると思うが、何かあると担当が槍玉にあげられるのはたまらない。・時間内で終わらない仕事であるのにも関わらず、残業手当もつかず、行政の中でも評価されていない現状。・記入する時間がないため、電車の中で書きました。細かいので記入しずらかった。

434
子どもの虐待死の防止に対する為、ケースワークを基本とする児童福祉司がどこまで責任が取れるのか明確にすることが必要ではない

。虐待に対して児相へと言われるが、児相としてどこまで本当にやれるのか。

438

虐待への対応のみでなく、児童相談所の相談そのものの幅が広く、知識、経験ともに、求められるものが大きい。個別カウンセリングをこな

だけでなく、関係機関との連携、コーディネートもやっていかなければならない。一二な人物はそんなにいないと思います。
童福祉司という仕事の重要性を役所（とくに人事課）に認めてもらいたい。一専門性向上のための研修、在籍手数の考慮

444 本当にこれでいいのか？といつも疑問を持っている。

455 ケース増大で、業務量は増えている。ケース毎に見通しや見立てがある程度もてると大変な中でも精神的に安定し処遇、対応できる。

459 周りの関係機関から、期待されすぎ。出来ない事があってもわかってもらえない。

460

虐待専門の相談を受けています。毎日の疲れが溜り、気が重＜、ため息が出る毎日です。仕事は好きで、自分に向いており、続けたいとは

っていますが、次々にケースが来て、関係機関の不安も全部受け止め、何かあると児相の責任になる今の社会システムでは、お手上げ
態になるのが目に見えています。休日も仕事のことで時々夢に見てしまいます。

463 虐待の専任でやっていますが、2年3年は難しいと感じている。

464 虐待防止法が出来た事で、児相で何でも出来ると世間は考えている。

468 ストレスは虐待ケースだけだから発生するのではない。そこは間違わないで欲しい。

469
ストレスが多い仕事。ストレス解消のスキルを身に付ける研修を採用時に受けるべきだと思う。スーパーバイズが上手くなされていれば良

と思うが、スーパーバイズの位置づけがない（上司にその自覚がない）
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472

相談量の多さという事より、1件の虐待ケース（特に分離が必要なケース）を持つことで、連目のように保護者に対応する必要が出てくるな

、他の相談に支障が生じる位に、時間をかなりとられることになる。この間の精神的な負担はかなり大きい。社会の要請として、分離傾向

あるが、分離後から、本来のケースワークや支援、治療等に丁寧に対応していかないといけないことを関係機関でも認識していない場合

ある（責任逃れ的発想）

474

公職だから、やって当然、やられて当然との見方については、一般的には仕方がないと考えるが、他の公職（学校、保健所、警察など）が

じ様に児相を捉えていることについては、虐待問題の本質を知らなすぎると感じている。関係機関の認識のレベルアップを望むが、本当

意味で関係機関の連携の為、対応への責務をより認識すべきである。特に、福祉事務所は通告を受け、対応すべき機関との認識に欠

ている。教護、不登校、発達相談など、本来、あらゆる児童の相談に応じるべき児相の機能を取り戻す事も、今後の課題と考える。

475 事務量の多さ。介入判断、引き取り後、施設入所後、充分なケアができない（時間的余裕がない）。

476
入ロ（虐待通報）から出口（施設措置や家庭引き取り等）まで、一手に引き受けていくことには、とても限界を感じます。身の危険も感じるこ

もあり、どうも「相談所」ではなくなりつつあるのではないかと思います。右手に刀、左手に傷薬を持っての対応は無理です。

479

児童相談所をとりまく環境は、法制度、組織体制等々、何をとっても不十分なものばかりです。その環境の中で、頑張っている児童相談所

児童福祉司等）への評価は、現状ではあまりにも低すぎる。評価して欲しいと言いたいのではありません。とにかく、1日でも早く、抜本的

対策、制度を講じて欲しいのです。

480

虐待防止法の成立により通告は増加している現状の中で、対応する福祉司の増員には至らず、他機関はほとんど児相へ丸投げの形での
告が極めて多い。関係機関との連携は現実なかなか難しく、児相が丸抱えせざるを得ない現状に不満と感じている。またマスコミ報道も

度傾向で、虐待時間が起きれば、すべて児相の対応が不適切であるかの様な批難には納得がいかない。

483 業務量が多すぎる。専門性確立のための多様な研修が必要。一時保護所、施設をもっと充実させる必要有。裁判所の関与をもっと行い必

484
通告、相談があり、親と関係がとれるまでの間、子どもの安全は…と思うと、家に帰っても不安でたまらない。又、保護者が精神障害者や

格障害者の場合も多く、とても神経を使う

489
特にはないが、SVより、自身でケース対応した方が、直接席で気分的に楽だと思う。才村先生によろしく。調査、研究助成を少しはまれにし

いただきたい。

492 職員の専門性に差がある。

493

・日々の対応に追われ、記録を整理するヒマがない。・虐待ケースの親に脅迫をされ、切れそうになったことがある（本職の子に危害を加える等）

495
業務量というより体制が出来ていないと感じる。専門性のない者が突然配置されるし、またそれをバックアップするシステムが相談所内に

い。それにも関わらず、虐待に対し、福祉司の責任が大きいが、権限や待遇はどうかと思う。

498
業務量が多く記録が追いつかないストレスはありますが、神経が図太く出来ているのか、私自身が落ち込むことなく仕事出来ています。

ーカーのストレスを癒してくれる職員集団と上司の存在が何よりの救いです。

501
緊急対応の際の緊張感や対応のむずかしい保護者とのやりとりは大変高いストレスです。虐待専門で対応する職員のサィクルは2年が限

。また、虐待対応手当（加算）があっても悪くないと思います。

502
虐待通告は急増しており、ワーカーの仕事量の多さと困難性に極度にストレスを感じている。他の関係機関は丸投げで通告してくるだけの

応しかしてもらえない事が多く、関係機関との連携がとても難しい。保健所等関係機関の責任を明確にして欲しい。

505 「今日は大丈夫でも明日は大丈夫なのか！」と言われると返答できない。いつもヒヤヒヤしている状態

506

・児相は、虐待以外の業務も抱えているが、虐待ケースが優先され、他については、後回し、手遅れになっている事。・生命を守る職種の中で（他には病院や警察etc）、最もシステムや専門性が低い（確立をされていない）し、それがあたかも当然のように、

会に認知されている事。・児童福祉司にボランティア精神が求められている気がする事（休日、深夜の対応も当然と思われている）

510

・まず初めに、初任者研修も何もなく、いきなり現場に放りこまれたという感じでした。少し慣れた今でも、「いったいどうしたらいいの？」とい

気持ちで、平静さを保つのに苦労します。もうすぐ1年になりますが、「よくぞここまで耐えた』と思います。毎日、虐待だけでな＜、非行や療

等、他の相談業務に追われ、1つ1つのケースについて、充分に考える時間もなく場当たり的に対応しているだけではないか？と悩んで
ます。今まで、支えてくれた同僚たちに感謝！！・困難さは有りますが、今までやってこれたのは、やはり「この子たちを何とかしたい』という気持ちだったと思います。（あまりにも、体制が

れていないのにア然としながらですが）

511 業務量は過多であり、内容、対応が難しい。

512

・専門性が求められる仕事なのに、専門性を身に付ける時間的余裕がない。・ケース数が多すぎて一つ一つのケースにじっくり関われない。　　一児相（児童福祉司）の役割を、ちゃんと果たしていないように思う。

513 件数、内容ともに心休まる日がなく、心身疲れ果てています。

514 この調査は、時間外に記入しています。私達の仕事のために、調査が役立つことを期待します。

520

・相談量が多く事務室を空にしなければならない事態も少なからず起こっており、休日も何が起こるか判らないという気持ちが強い。・虐待を受け、成長した児童が次々起こす問題に対応困難な事例も多く、社会資源の不足を適切に感じる（施設やシステムの不備等）

522 ・継続的な面接のキャンセルが多くなっている。　　　　　　　・誤報などでの家庭の、苦情機関等の設置。

523

児相の役割が声高に言われるが、職員配置等、実際的な対応体制は旧来のままで、不登校や触法児童への対応が十分なされていない。
談所別による相談機関の役割分担をしていくか、職員を増員させなければ、福祉司をただ追い詰めるだけのことで、虐待対応も十分機
しないことになると思われる。児相に通告すれば解決するという図式が広がりつつある。福祉司も成長していってないのに。

525 所内の上司や同僚のサボートで随分救われている。上司が率先して表へ出る伝統があり、安心して対応できる。

529

親が理解を示さない時の児相の権限が弱い一無力感、子どもを守れない。28条を申請するにしても時間がかかり過ぎる（家裁の対応）。複

対応等、現場ではケースも増加しており不可。保護所、施設も定員をこえての入所保護、子どもにとって不適切な養育環境をまた繰り返
てしまっている。

533 職場環境の良さがストレスを緩和している。

534
虐待ケースは、施設入所措置後もやるべき事がたくさんあるはずだが、他の業務・新規虐待ケースに追われて、何もできない状態である。

っと丁寧にやれるようなシステム作りが必要と思う。また、保護者との対決時の精神的負担は、計り知れない。より充実したバックアップを

535

業務量が多く、初期対応が限界。他の相談種別との兼務は緊急性の面から困難である。業務量に見合う人員が確保されておらず、児相

の期待のみ増大してストレスは非常に強いものがある。虐待通告（初期）の市町村窓ロ対応（受皿作り）と児相の役割分担を行う必要が
る。

536
①夜間、休目も必要があれば対応しなければならない事は大変なストレス。

担当地域は自分の居住地に近くであるため、私生活への脅威を感じる事もある。

538 休日、夜間にも連絡があり、年齢が高くなって疲れが取れなくなった。心身とも休む時が無い（実際に）一気持ちの問題でなく

541 日常の業務に体がついて行かない状態
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542

1現在の児童相談所の業務内容を考え直す時期にきていると思う（全相談件数の1％に満たない“虐待”対応に振り回されている現実、

々児童福祉司を増員したところで大した解決策にはならない）

．児童相談所の権限強化と関係機関の役割の明確化、分離化（特に家庭裁判所、市町村、福祉事務所）

544 いつまで事故なくやっていけるか？今日か明日か明後日が？それとも来月？再来月？このままでは希望者は9割がなくなるだろう1

546
業務量の1つ1つのケースに十分対応するには到底不可能な量です。そのこと事態もストレスになりますし、他にはそれを1人の児童福祉

が抱え込まされている状況もストレスになっています。

547
虐待を定型的な障害か病理のように捉える観念が、直接、当事者として、ケースワークに対面しない『専門家』の中にあり、そのような観点

らの発言が事態をより混乱させている。

548

都に於ける児童福祉司1人当たりの持ケースは1年間に300件前後に達し（施設措置、継続指導等含み）、このアンケートで適切ケース数
例にも入らない程である。多忙故に専門性向上のための研修にもなかなか参加できない現状である。学生の卒論のためのアンケート等

お断りしている現状である。今回の調査結果は児福司の業務向上に是非とも役立てて頂きたい。結果の報告を期待している。
550こ、 一CA一’ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一泣かせない＝危険

553

・業務量は増大の一途。ストレスはたまる一方。いつ通報があるかと、オチオチ休んでいられない。・死亡事件でもあれぱ、全て児相が悪者にわれる。ひたすら転勤を願い、事件が発生しないことを祈るのみ1・酒を飲まないと、眠りにつけない。夜中も目が覚める

554 児相に強制力が無い事が、かなりストレスとなっている。

555

通告の増加で、その調査におわれ、継続ケースの面接をする時間がないのが現状です。非行、一般養護ケースも併せて抱えており、一つ一つのケースに十分に関われない事が辛いです。マスコミの報道の仕方も批判的、過激さばかりを追及しているようで疑問を感じます。

557

虐待が起こると（ニュース等）世論では、親に対し、まるで親権を剥奪すべきだとの意見が多勢となるが、実際、親権喪失宣告の請求（保全

分までも）が承認される事は難し＜、そのたびに「児童相談所は何をやっているんだ」との非難が出ることは、同職員として居たたまれない

持ちになってしまいます。子どもの親を慕う気持ちを思えば、安易に親権喪失を行うべきではないとは思いますが、それにしても、司法当

との温度差は顕著です。今後はそうした部分ですり合わせが必要となってくるのではないでしょうか。

559
560 年休が1日足らずで、夏休み残してしまいました。ケース記録を書く時間があまりありませんでした。

563

H13，4月から14年1月までの新規受理件数（もちろん虐待だけではありませんが…）が240件近くあり、なんとか新規ケースをさばいていく

けでやっと。きめ細やかな処遇は全く行えない状況です。希望してやっとなった司ですが、限界を感じる毎日です。職場に行きたくな

・…

567

虐待者及び被虐待児への対応に追われ、じっくり考える時間も精神的余裕も無い。上司も忙しく、部下の置かれている状況を把握すること

出来ず、バックアップフォローが十分に出来ていない現状である。肉体的より精神的疲労が強く、不眠や悪夢を見ることもある。対応が上

くいくケースはほとんど無＜、無力感や挫折感に押しつぶされる気分になる。援助を求めてくるケースに対して、罪悪感さえ感じることがあ

。

568 仕事が多く手がまわらない。浅いものになっている。虐待が実行し、非行等が手づかずになっている。

569
年々、受持ち件数が増加しており、全てのケースに関われていないという危機感が常につきまとい、精神衛生上の極めて悪い影響があ

。24時間、365日、仕事から開放されないというストレスにさいなまれている。

570
苦手分野の仕事（面接、相談、指導）であり、なじめない。専門的な知識（心理）もなく、具体的な研修体制も組み込まれておらず、職務の

行が困難。批判のないよう職務を進めることのみ要求されがち。

572
保健と福祉部門が統合される。統合事務所に相談所の分室が設置。分室（児福司1、心理判定1）で、即断、処理の体制になろうとしてい
。相談窓ロ、処理の分散で、担当者の負担増になる（懸念）

573 時間が夜間、休日など突然仕事が入る事、体調を崩している時は辛い。

576
ケースが多く対応しきれず、常にやり残している気持ちがある。本当に緊急なケースにしか対応できない為、いつ事件が起こるか、という思

を抱えている。

577

・1週間の中でも業務量が日によってかなり偏りあり。・他の部署、ポジションで対応できないと、全て第一課の児童福祉司任せになっている（業務をどうするかではなく、誰がするのかだけのも

になってしまう傾向）。バックアップの体制、システムとして業務が確立していない。・何人もの友人の児童福祉司が病気で倒れたり、表面にはあらわれないが、転勤、退職している。これでいいのかと危機感を感じる！（怒

も含めて）

579 事件、事故に対しての不安が常につきまとっている。

580 現状の状況は、職員が仕事で、心理的虐待をされていると感じる

582 担当まかせで、組織の体をなしていない。児童福祉司はPTSD状態。癒せない。異動することでしか解消されない。

584

時間外や休日にしか、保護者と会うことが出来ず、それでも、キャンセルになったり、暴言を吐かれると、むなしさを感じる。また、施設措置

て、保護者との関係が悪いにも関わらず、家庭引き取りに向けた調整を同じ自分が行うことは、もともと無理があり、矛盾していると思わ

るを得ない。施設とも方向性が一致せず、こう着状態になったりすると、上司が親身になって相談にのってくれることさえ、自分の無力感

感じてしまう。いくら子どものためにと思っても、自分では状態を悪くするばかりで、自分ではない人が担当していたら、と思うことが多い。

燥感を感じている。疲れるし、つらい。

587

①児相に対し、攻撃的な親へのケースワークでは、所によっては防刃服なるものまで必要とされてくる位に危険であったり、福祉司は臼夜にわたる脅しを受ける事もある。安心して仕事できるようにして欲しい。

虐待者よりも、妨げになった児相がより悪い事をしたかのようなマスコミの論調は、福祉司に多大のプレッシャーを与えている。

外部との関わりを一切閉ざした閉じこもりの家庭への、スムーズで実効的な立ち入りの方法が、現状ではないと思う。何も起きないまま、

氷を踏む日が過ぎることがある。

保護するための施設が被虐待児の増加で“教護院”化しており、かつほとんどいつも定員一杯で目前のケースの処遇に立ち往生するこ
がしばしばである。
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588

児童相談所の数が極端に少ないため、当所に全県（一部離島を除く）の相談が集中している。職員数も全く増えない中、上層部はPRのみ

ている。毎日、その日暮らしで、継続指導は困難。県内の中核市（50万人以上）には、児童相談所がない上、非協力など、当所で簡単な

例から全て対応している（中核市〈相談件数が最も多い〉にも、児童相談所を設置するよう法改正を希望します）。激務の上に通常の相
が増え、心身ともストレスで限界、しばしば退職を考えている現状です。なんとか現場の声を吸い上げて、社会、国、県、全ての関係機関に訴えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

589
現在、不登校、性格行動、障害相談を担当しているが、主訴が虐待でなくても、背景に虐待があると思われる事例を抱えている。比較的、

急対応の必要なケースは少ないが、担当ケース数の多さがストレスになっている。

595
15年児相の仕事をし、ようやく福祉事務所の仕事を3年間で戻され、自分が納得していないためのジレンマがあるのと、通報、通告に追わ

ること、外部への啓蒙活動など、盛りだくさんすぎ、消化でしきれない問題。

597 なし

598 時間がない

600
非常にストレスを感じる。体制が不十分、管轄が広すぎるし、対象の人数も多すぎる。この中で何が出来ると言うのか・…聾それなのに周

の期待と批判が多すぎる。予防的な対応は市町村単位でしっかりやるべき…！！プンプン！！

602 福祉経験もなく、この年で児相はきつかった。毎日心が晴れた日がない。

605

虐待への対応は待ったなしで、なおかつ、最善の方法で慎重に事を運びながら、かつ決断力が必要とされる等、かなりストレスがかかりま

。そして、それは突然に始まるという、ハラハラの毎日というのが実情です。精神的負担はかなりのもので、虐待対応、その他のワークな
、疲れきってしまうことが、この1年間何度もありました。数日間、やっとの思いで休みを取り、家族の者とも話さず、とにかく、人と話すの

嫌になったこともありました。まず、対応する「人」を増やしてもらいたいというのが一番の願いです。

606
相談面接時、助言求められた時、適切にアドバイスが出来なかったり、相談終了後、「あれでよかったか」とか「上手くやっていけるか』と気

なる事がある。

607 1件でかなりの時間と労力を費やす。親と敵対関係になるのを覚悟しなけれぱ出来ない。

608

虐待された児童を保護する施設で、こちらが期待している手厚いケアが受けられない（食事、衣類、生活空間）。又、集団の生活であり、

々な面で制限され、ストレスをためたり、トラブルを起こし、施設で生活していくことがしんどくなって、家へ戻りたがる子も出てくる。そう

った対応に苦慮しています。

609
若い女性であることで、保護者からの風当たりが強くなる事も多いので、女性である事は仕方ないのですが、ある程度年齢を重ねてから、

童福祉司に就いた方がよかったかな、と最近思い始めたところです。

611 親の意に反しての一時保護、施設入所への対応は、現在のシステムでは無理があり、制度の見直しが是非必要と思う。

612

すべてのケースが児相へ集約されがち。それに対応できるカ（職権）は薄く、また、それが本県ではない。マスコミの対応方向が影響してい

か（児相が○○しなかった。児相がOO、等）。虐待が起こるのも、防げなかったのも、すべて児相の対応の悪さが根源一ではない。根
的な勘違いがある。どこが、ではなく、日本として見直しすべき。

613 本来の業務はもちろんのこと、調査、報告、アンケートに追われる時期も重なりストレスや不安は蓄積されるばかりです。

614 先ず、警察が対応すべきである。

615 ケース記録を書く時間がないこと。勤務時間中はほとんど書けない一残業、休日出勤（サービス）

617 虐待相談だけではなく、知的相談もとてもストレス

619
対応困難な親をケースに持つと、ストレスは飛躍的に高まる。児童相談所の複数対応は結局ストレスの押し付け合いで、根本的な解決に

つながらない。警察が前面に出る必要がある。現職警察官の児相への配置が必要と思う。

621
現在はケース担当していないため、特に12．13は上手く回答できていないと思います。2年前、ケース担当していた頃は精神的に余裕がなく
時間的にも残業続きでした）、ただ自分を責めてばかりで、つらい毎日でした。

622
説得困難な親に対する対応は、結局のところ担当者が一人で対応しなければならなくなる現状があり、その心理面での苦痛はかなり強い

のがあります。

623

裁判対策やマスコミ対策をする本庁と、現場職員との虐待対応に対する考え方のギャッブがストレスになる。親子分離は最善の策ではな

。子どもから帰れる家庭を奪わなくても済むのならば、出来る限りその可能性をさぐるべきだと思う。もちろん、生命の安全は第一だが。

安なものは全部分離して安全策を取りたい本庁の意向はわかるが、それは職員の安全確保にはなっても、児童の最善の福祉を図るこ
と一致しないと感じることが多い。

624 二一ズの無い人に関れる（ママ）ことに非常に大きなストレスを感じる。

629 やはり一人一人のケースを減らすこと。つまり福祉司の増員が虐待対応をより充実させることになると思います。

632 業務量が多すぎる。

637 毎日様子を確認できる余裕はなく、全国で増加している死亡事件が全く人事と感じられない。

646

虐待への対応は待ったなし、24時間体制、制限時間なしの一本勝負。しかも勝負した相手を援助、指導し、最終的に児童を家庭に帰すとこ
まで視野に入れて動かなければなれいません。親の「虐待」の認識づけは、司法機関でやってもらわないと、「右手で殴って、左手でよし

し』は出来ません親への意識づけが一番のストレス1！

647 保護者対応に困難ケースが増えている

653

1．2年前から虐待の事例の増加に伴い、対応にあたり所内協議はするものの、スムーズに進まない事も多々有り、夜も眠れぬ日々、夜中

急に眼が覚めてしまう事が多くある。油断は許される現状に、気を遣い、精神的な疲れは大きい。忙しいことも含め、この仕事を希望に、

童福祉司になる人は少ないと思う。任命されている間は、考えて出来るだけの事を精一杯対応していきたいと思っているが、本当は疲れ
いる。いつになったら、ホッとした気持ちになれるのだろうか？

658
・アンケート記入とおり

ストレスが重圧となり負担、心身とも極限状態

662

1）業務量とスーパーバイズについて・児童虐待の持つ問題の特殊性を十分吟味することが大切だと思う。児童虐待は、見通しのなさがあり、判断の誤りが子どもの生死に直

し、さらに、どのような結果になっても、後々の問題が残るというエンドレスのやりきれなさをどのように整理していくかが難しい。・また、その場その場で的確な判断が求められると言われるが、何が的確かは、はっきり言って結果が出てしか分からないところが多い。・その点を無視して、うまく行かなかった場合、そのケース個別の処遇困難性や途中の努力は、省みられることな＜、結果だけ判断されるの

、非常につらいし、判断を個人責任とされたのでは、たまらない。・そういった点で、複数対応は不可欠だし、その意味では、はっきり言って、人員は不足しているし、やはり、経験のあるスーパーバイザー

、必要である。
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662

2〉児童虐待に対する社会への説明について・健全な想像力の持ち主であれば、児童虐待をなくすることは、100％不可能だし、家庭という密室の中で起こる出来事を100％把握し、適

に対応することなど、不可能だということは容易に気付くはずである。それを、可能にしようと思えば、全体主義国家体制を敷くしかないだ

うか。にもかかわらず、子どもが傷ついたという深刻な事実の前で、感情的な反応しかな＜、建設的な議論が出てこないのが、現状であ

。児童虐待の問題を、担当児童相談所や担当者の問題、しかもその意識・意欲の問題に帰着しようとする社会やマスコミの姿勢には大
に疑問を感じる。・この点は、国においても、社会、特にマスコミに対して、きちんと説明して欲しい。確かに子どもが死んだという事実の前には、言葉はない

ろうが、何かあると、児童相談所長が頭を下げることを繰り返していては、本当のことが見えてこない。世論の溜飲を下げるだけで、問題
隠蔽にさえなりかねない。・あまりにも無知で感情的な情報が出回っている。他の先進国並みの対応を要求するなら、それなりの体制整備が必要なことを、説明して

しい。

社会が、我々の仕事の大変さ、不可能なことに対応しなければならない実情を理解してくれていると感じるだけでも、ストレスは、大いに違

。3〉我々にもトラウマがある・児童虐待については、被虐待児や虐待をしている保護者のトラウマは、盛んに議論されているが、支援に携わっている者も大いに傷つい

いる。児童虐待の事例は、どんなにうまくいったように見えても、その過程で担当者は、傷ついている。面接での保護者からの、当方を責
る発言が、いまだに、頭の中を駆け巡ることがある。・この点を、社会にきちんと伝えて欲しい。児童福祉司も生身の人間である。今回の調査は、その辺りを把握していただ〈ために、実施され

のだと思うが、その点をよろしくお願いしたい。

〉専門職でない児童福祉司の立場から・福祉専門職ではいことを理由に、非難の度合いが高まるのはいったいなぜなのか。専門職でないことは、現場の担当者には、全＜、責任

ないことであり、自分でどうにかできるものでもない

かつて、東京の死亡事件で、担当福祉司の年齢や性別、経歴まで報道された。これなど人権侵害と思う。ましてや、「専門職でなかったゆ

に、認識が甘く、そのために死ななくていい子どもが死んだ。』と報道されたのでは、おそらく、担当者は立ち上がれないであろう。せっかく

人材を、殺してしまったようなものだ。事務職出身の福祉司は、血も涙もなく、しかも無能な人間というイメージしか残らず、そんな職場へ

く人間はどんな人物なのかという事になる。福祉専門職制のないとろは、事務職を配置せざるを得ないのだが、そんな職場に、優秀な事
職が、転勤を希望するだろうか。当局が、有望な人材を配置したりするだろうか。・私が、赴任した当時、参加した児童虐待の研修会等での、講師やシンポジストからの、児童福祉司しかも事務職出身の児童福祉司を責

る言葉は、忘れられない。児童虐待に、適切に対応できないいらだたしさの反映であったのだろうが、今思い出しても、苦々しいも思いが

っている。幸い、実際の職場の同僚は、専門職も、私達の状況に理解のある人たちばかりであり、何とかしのいでこれたが、研修会等で
雰囲気では、かりにやる気を持って赴任してきても、やる気はうせるだとうと今も思っている。やる気がない人間がくるのではなく、やる気

なくさせているのだと感じた。

児童虐待は、家庭（もっと広げればその社会であろうが）、の最も弱い立場の子ども達が、その矛盾を背負わされている状態と思うが、児

虐待対応のまずさを追及するマスコミや世論の態度は、児童相談所というもっとも弱く責めやすい立場にある機関の、権限以上の責任を

わせているため、最も責めやすい立場の児童福祉司、さらに事務職出身という最も声を上げないで責めやすい立場の担当者を追及する
いうのは、まさに虐待の構造そのものであると感じ続けてきた。・また、児童虐待対応には、専門職が必要と言われる。当初の専門職たちを見ると、全くその通りだと思う反面、福祉の専門職であれば、対

できるものであるかとそうも思えない。地域のことをよく知らない専門職よりも、地域の情報に通じた事務職員の方が、よほど有用なこと
ありうる。・それに、福祉専門職を現実に考えてみた時、児童虐待に対応できるような専門職が、現在、今、どこに、どれだけいるのだろうか。今は、

務職に頼らざるを得ないのは、現実問題である。・今まで、事務職として、様々な部署を経験してきて、福祉しかも児童福祉で何が弱いかを考えてみた時、まさに事務的なカの弱さであると

じている。他の専門職たち、特に土木や農林水産の専門職たちが、なぜ、あれだけカを持ちえているのか、それらの分野に比べ、福祉

野は、なぜに今のように、不当に低レベルの状態に甘んじなければならないのかを考えた時に、行政内部での発言力の弱さがあると思

。

662

662

662

662

・今は、何かの縁あって、赴任してきた事務職出身の福祉司たちも、やりがいをもって、児童相談所での職務を行い、次の職場に行って、

童福祉の協力者として働いてくれることに心砕くことも、児童福祉の向上のためには、大いに有用であると考えているのだが、いかがで
ろうか。

664 正解のない問題であるが、迅速に対応を求められる事柄のため、その問のバランスを取っていくのが、非常に難しい。

665

関係機関が児相に「丸投げ」して、それでよいと思っている場合が多く、そうだはないことを認識してもらうことが大変。保護児童の親からの

話等による攻撃で体調を崩すが、それでも担当は変わらず、出勤するのも気が重い。子どもを保護する際、上司が首を絞められた。その

合を、繰り返し思い出しては涙が出てしまう。それでも仕事は続けなければならない。世間は、児相が何でも出来る、すぐに子どもの保

ができると思っているが、現在、一時保護所も養護施設も満杯である。それ以前に保護までこぎつけることが大変なことだとわかって欲し

c

669
4年目に入り、肉体的諸症状（高血圧、不眠症、ストレスによる体重増加）が、顕著に表れているので、配置換えを実現してくれないと、将来

健康に対して大変不安を感じている。

670 バーンアウトしないようにworkingtogetherを合言葉に働いています

671 専門職でないこと

676
家庭分離して、児童養護施設に入所させても、施設の力が不足しているので（施設側に全て要因があるわけではない。現状での）、さ却っ

家庭より施設の方がベストとは言えない。

678
記録の整理や、定期的検証、定期訪問、面接等、プロブラム通りに進行させる。時間が取れず、「再発の不安や過度の虐待に発展しない

」不安を抱きつつ、在宅での見守りをしている。ケースが多く、悩むところです。

680 ほとんど「まるごし』状態での対応になり、限界を感じる

682 業務量も多く、仕事の進め方もスムーズでなく、1日も早く異動したい。

684 ストレスを感じない目はありません

685 上司の無理解や専門性の欠如が全ての業務に影響している

690 体力がありません

693
全く違う部門からの異動で、上司も忙しくSVを十分にしてもらえないで、大変ストレス高かった。部下のしんどさを共感し、具体的かつ的確

助言がもらえる体制を望む。特に部下を支持し支援する上司の役割をきちんと果たして欲しい。
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694 1ケースで30回近い面接をした事もあり、虐待ケースの処理は大変な業務量になる。28条申立てをして脅迫され、強いストレスを感じた事

700 多忙と虐待と呼べない（精神病）ケースがある。

702

私達の県では、このところ、中堅女性職員が複数退職しています。年休も5日ぐらいしか取れずにいる同僚も多く、家庭を犠牲にして働いて

たといわざるを得ません。私自身は今、少し楽なポジションに移りましたが、燃え尽きている同僚が心配です。特に兵庫県では事件のこと

所長他が処分を受けた事について問題を感じます。

703 虐待のみではないが、相談数が多すぎて、個別のケースに時間が取れない。

704

虐待ケースに対してストレスを感じるのは当然のことと考えます。それより、他機関が児相が被虐待児を簡単に保護できるように考えられ

り、虐待ならすべて児相へということの方がストレスです。

705

・24時間、365日、即対応体制は精神的な負担が非常に大きく、休目、夜間の電話に脅えてしまう。・危機介入部門と福祉援助部門と同人物がすることの矛盾を強く感じる。

710

初期対応等、通報に対する機動力のある所内体制を作る事は大切だが、虐待のみに対応する部署を設けるのは担当者の負担。地球の

ットワークを活用するためにも種別担当より地球担当が適。

713

処理件数が多すぎて、ベルトコンベアーの上を流れているだけの感じ、ソーシャルワーカーとしてじっくり関れる実感がない。所内上司も、

リバイ作りが優先し、ケースの中味についての吟味がされていない状況。

716

勤務時間外や休日等にいつ連絡がはいるかわからない状況は家にいても休まらない。また、新聞に載るような事件が児童相談所がいか

対応していても起こる可能性がある。

718

このようなアンケートも職場でする時間がなく、自宅ですることになる程、多忙であります。精神的に過度な仕事でもあり、次の転職を指折

数えて待っている毎日です。

720 先（出口）の見えないトンネルに入ってしまった感じ。エンドレステーブのごとき仕事。

721

とにかく計画がたてられない、。虐待通報があればその日の面接や家庭訪問も白紙にしなけれぱならない。親との対決が怖い。「殺す！」

本気で脅す。トラウマになってる気がする。結局のところ個人が標的。誰も助けてはくれない。プレッシャーをかけられる。

723

夜間、休日に電話が鳴ると、いつもビクビクする（呼び出しではないかと）。休んだ気持ちになれない。虐待に関しては保険のように何でも

相に連絡してくる。マスコミ等が事件が起きると実態も知らずに児相に責任を負わせる。そのため上司等はそのことにびくびくし、必要以

に引き上げようとする。死ななければいいといわんばかりに…・。処遇なんか全く関係なし。そして怖い思いをするのはいつも現場。そし

今や児相は援助する福祉の現場じゃない。ただの管理者だ。これなら警察がやればいい。そして、たちの悪いのは、福祉のことなど何も

からない弁護士等司法の者。そしてそれに取り巻く教育関係や知識人。もう一度、ケースワーク等援助の原点に戻れ“と云いたい！1

児童福祉行政はただただ疲れ、むなしく充実感がない。このままじゃ、児童福祉の未来はない！！

727

大幅な増員でやり易くなった。前年度までは、処理しきれない相談を抱え、休日出勤が多かったし、年休を取るのはつかれて体調を崩した
という状況だった。とにかく、人員増と専門性は必要であり、児相1年目に、一人前に仕事を任せるのではなく、十分な研修が必要。他機

からの通告も多いが、ある程度情報を確認した上で通告して欲しい。福祉事務所は横流しするだけである。また、責任逃れのための通

729 量的にも質的にも大変な仕事で、そのうち体を壊すのではないかと思う。

731 このアンケートは大変でした。

736

ともかく、業務量は増え、私自身も今年度から虐待対応するグルーブに配置替えとなり、右往左往しながらの日々を送っている。今までの
事のテンポとは違い、戸惑う事の連続。こういう中、自分らしさを保ちながら仕事をしていくのはとても大変なことと思う。人員増が必要。

して、よく虐待を理解する上司は不可欠と思う。

737 とにかく忙しい。いつも頭の中にケースの事を考えている。夜中、目が覚めて、思い出すことがある。

740 駐在児童福祉司であるため、普段は1名での対応となる。虐待通告があると、時間をとられ他の業務に影響が出る。

744

当所は虐待専掌福祉司を1名配置しており、その任にあたっている。初期対応から虐待の評価までを担当しており、ケースの内容になって

ストレスが高まる。

746

主管課が現場の認識に乏し＜、通常の業務だけでもストレスが高いのに、管理運営面（特に予算配当等）で制約があり、仕事がやりづらい

感じている。

748

・終結したと判断したケースが、暫くして再び起こった時など、大きなストレスを感じる。

関係機関から虐待ケースであるからと、丸投げされた時、関係機関との調整が難しく厳しい。

警察に連絡することで、警察独自の動きをする。このことで警察に意見を述べると、警察から強い抗議を受けることがあり、警察に連絡す

ことをためらう事がある。

749

・新聞等マスコミに振り回される。

自分の児相も同様のことが起こるのではと不安。

ケースがいつも頭にあり、休日も気持ちが休まらない。

754

現在は4～5年前より業務量が2倍以上になっているので、精神的な負担はその二乗倍になっている。ホッと息をつく間がない。常に圧迫感

感じている（ケースがそれぞれ違った対応が必要になっている）。週末なるとひどく疲れを感じる。

756

・対人関係技能の未熟さ。障害を持つ対象者との対応で感じるストレスが大きい。

また、職場の管理的発想やその強化が労働過重に拍車をかけている。

職場の同僚の一部とのチームワークが取りにくい。

757

・虐待防止の分野（啓発分野）と虐待対応の分野をきちんと役割分担をすること。機関の役割の明確化。

　　　　　　　　　　の役割のようなものを、一機関である児相で行うこと自体が問題。
虐待で死亡する子は乳児院の所経験がある子が多い事。また、乳児院入所した者が虐待する側になることが多い事を真剣に考えて欲し

。罰1一五 く　々・　！∫思、2～3才の愛着関係、基本的信頼関係にとても大きな意味を持つ時に措置変更という理不尽な事を
てしまう事。乳児院に男性職員がとても少ない事。ケースワーク機能がとても小さい事。記憶に表れてこない時期の生活の場が隠される

となど。虐待そのものである。早急に改善を。

施設職員は低賃金で労働のみ過重になっている。（このことは早急に改善が必要）

　…　言に酬　　　　　　（理由1印酬　一　　が　ノ　　々・　　　②か　べ　　　　折か　曇が　いの　…厭）

758

10数年ぶりに児相に配置替えとなった。ケースワーク業務に関しては新米であるが、ポスト上虐待者に対して前面に出なければならないこ

が多く、疲労を強く感じる。

759 困難ケースに関っている時期は両者共に多くなり、疲労を感じる。

764 このアンケートもかなりストレスフルでした。

768 リフレッシュ休暇が必要

770 児相全体がゆとりのない状況が続いている

［
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773

776 業務量が多すぎて、自分の家庭をネグレクト状態にしているかもしれません。

777

行政の財政難はどこも同じだと思うが、だからといって子どもの命に関る虐待業務が等閑にされてはならない。人は増やさず、それに代わ
OA機器や車などの増設もなく、手弁当で踏ん張るのがよしとされる意識の改革が本庁、国レベルで必要。本研究が事態改善につながる』とを祈っています。よろしくお願いします。

778 児童相談所一職員として仕事しているのに訴えられるときは一個人1転勤しても追ってくる。

779

・通貴を受け、調査に出かける時は気持ちもハツラツとしているが、「モーイヤ！！」と投げ出したくなる日も毎日ある。職場の雰囲気（バカな言動が許されるような）により、精神を正常に保っていられると思う。職場のチームワークこそ救われると思っている。

782 虐待ケースが発生すると他の相談業務が受けられなくなり、後回しになったりと通常業務に大きな支障が出る。

784 事例に対してよりも、その事に対する職場のシステム、人間関係に困難を感じる。

785

・目中は面接や家庭訪問に追われ、ケース記録を書く時間がない唄家に持ち帰って、いわゆる“ふろしき残業”が多い。・緊急に動かないといけないので、不登校や引きこもりといったケースに丁寧に対応できない。以前、引きこもり＋家庭内暴力のケースを、せっかく1年間ケースワークをやって、やっと本人と面接が出来る様になったばかりだったのをダメにしてしまった事がある。

786

夢にまでケースの事が出てきて心が落着くことがない。虐待の緊急対応ばかりに追われ、他のケースが気になりながらも、手をつけることができないストレスも大きい。

788

・法第28条申立について、家裁の理解がまだ十分でない事。・関係機関などに温度差があり、非協力的であったり、すべて児相に押し付ける所がある事。

790 虐待対応の担当職員として、私生活の予定が時折変更を余儀なくされることが負担である。

791 全体的に事務処理が多いように感じる。

793

杢ロ15酉人に対し、一人の福祉司で対応するには、当然限界があるにも関らず、注目度は増し、早期の適切な対応が求められている。常にオーハーワークで限界を超えた状態で業務を行っている（昨秋、過労で肺炎を患い、3週間入院した）。Q－13（1）は設問とは逆で、常時、面接、訪問等の対応に追われ、ケース記録が書ききれない状況にある。児童相談所は他に、非行、不登校、しつけ相談など、多岐にわたって相談を受けており、虐待対応には別個の専門機関が必要と思われ、または福祉司の大幅な増員が急務である。

794 かなり限界に近い。厳しすぎる。

796 親から、脅迫される事、家族に危害が及ぱないか不安に感じる

797

虐待通報の内容は軽易なものか昏重いものまで幅が大きい。地球のネットワークを最大限利用でき連携体制を作る事によって、児相の役割もしぼれるのではないかと考えbれる。

800 緊急対応が連日となり、担当となってしまう場合、初期対応に追われてしまい、その後の指導、面接、機関連携が組み立てづらい。

813 自分が孤独になっていくような気がします。体内のエネルギーが抜けていくのがわかる。周囲全てに怒りを感じる時がある。

814

今年度から虐待の初期対応専任の鰯飼力く配置されたため・業務量やストレスは軽減されたが、とにかく福祉司の人数が足りない．次々と相談の対応に追われ、一定の措置後に充分なフォローが出来ない事が、非常にストレスになります。

815

〈アンケートを実施していただきありがとうございます。今後ともご支援下さい〉・ストレスが慢性的・持続的、切れ目がない。このような職業が他にあるのかと思う。

815

815

・12年度、13年度で私の知歪限り、県内児相の少なくとも4名がノイローゼ（燃えつき他）で病休をとった。その他に精神的不調を理由に新採1各が辞め、1餐はC，Wかb別の職種に配置転換。2名は地区担当をはずれた。その他に保健所職員が脳溢血で死亡。突発性難聴が3隻一の3月でべ7ランC．W（全て女性）が3名辞めることになっている。急に慢性疾患にかかり地区担当を続けられなくなった職員もいる。「兀気な人』はこの1年ですっかりいなくなってしまい、皆疲れている。他の職場でr誠実で働きもよく、人柄もよい」と評価された人が次々に倒れていく。この職場を「敗戦前」と例えた人がいる。「会社更生法を申請したい」と同僚と話し合っている。

817 児童福祉司が少なく、業務が多く、毎日が不安です。早く職場を変わりたい気持ちです。

818 業務量が非常に多いので、福祉司ケースワーカー定数の増を要求したい。

823
833 児童相談所以外の組織を設置して強制的介入等強？をすべき。児相はケースワークを中心に援助活動をする。

834 いくらなんでも仕事量が多すぎ。虐待の増加によって。丁寧なケースワークは不可。記録もしていない。
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〔チーム研究1〕子ども虐待に関する研究（5）（主任研究者　高橋重宏）1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究　　子ども家庭福祉研究部　　　　　　　嘱託研究員　　　　　　　嘱託研究員　　　　　　　嘱託研究員　　　　　　　嘱託研究員　　　　　　　嘱託研究員　　子ども家庭福祉研究部厚生労働省児童福祉専門官高橋重宏中谷茂一（聖学院大学）加藤　純（ルーテノレ学院大学）澁谷昌史（上智社会福祉専門学校）伊藤嘉余子（日本社会事業大学大学院）友川　礼（興望館沓掛学荘）庄司順一・才村　純・山本真実坂本正子要　約　本研究は、全国175カ所の児童相談所で子ども虐待に対応している児童福祉司1，480人を対象とした意識調査の報告である。虐待防止法施行後の子ども虐待対応に関する児童福祉司の職務体制とストレスに関する状況を調査することで、現状の把握と今後の課題を考察し、サービス内容の向上と職員のバーンアウトの防止に寄与する提言を行なったものである。特に、自由回答については、児童福祉司の思いを伝えるために、原文をそのまま添付した。見出し語二子ども虐待、児童相談所、児童福祉司、ストレスTeam　Research1：A　Study　of　Work　Obligations　and　Stresses　among　Child　Protection　WorkersWorking　with　Child　Abuse　CasesShigehiro　Takahashi，Shigekazu　Nakatani，Jun　Kato，Masashi　Shibuya，Kayoko　Ito，Aya　Tomokawa，Junichi　Sholi，Jun　Saimura，Mami　Yamamoto，Masako　SakamotoAbstract：This　stud》もbased　on　the　survey　of1，480child　protection　workers　working　in175Child　Guidance　Centersacross　the　countr》�dlooks　at　the　attitudes　of　these　workers　in　relation　to　thelr　work　obhgations　and　stresses　indealing　with　child　abuse　cases．By　focusing　on　the　work　obhgations　and　stresses　felt　by　these　workers　afterthe　enforcement　ofthe　Child　Abuse　Prevention　Law　in2000，the　survey　aims　to　access　ofcurrent　situation　inthe　field　of　child　protection　and　identify　issues　and　topics　to　be　examined　in　the　fUture　in　order　to　improvetheservicesandpreventtheproblems　ofbumoutamongchildprotectionworkers．Wehavealsoincludedtheohginalco�oentsofthechildprotectionworkerswhoansweredtheopen−endquestioninthequestionnaketo　d元rectlyconveytheirthoughts　on　this　matterKeyWords：Child　abuse，child　guidance　center，child　protection　worker，stressor一7一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1．研究目的と方法1．　目的虐待防止法施行後の子ども虐待対応に関する児童福祉司の職務体制とストレスに関する状況を調査することで、現状の把握と今後の課題を考察し、サービス内容の向上と職員のバーンアウトの防止に寄与する提言を行う。　また、我が国においてこの種の研究における縦断的調査データが少ないので、今回の調査票の一部を1999年度（平成11年度）チーム研究「子ども虐待対応に関する児童福祉司の意識に関する研究」において職務状況に関して行った調査の一部と同一の設問をし、時系列変化についても把握する。2．　対象と方法　児童福祉司一人ひとりの回答を把握するため全国の児童福祉司1480人を対象とし、虐待対応に絞って回答してもらった。あくまでも職員の一人としての回答を得るため、所長は対象外とした。調査期間は、2002年2月から3月まで、質問紙による自計式で、相談所へ一括送付・配布し、回答した調査票は個別に返送とした。　ストレスに関する設問については、多様な対象職種・文化における検証がなされている妥当性の高いスケールで評価を得ている、MaslachとJackson（1981）のMas1αch’s　B皿nout　Inventory（MBI）1）を使用することとした。　この尺度を用いた先行研究は医療・看護分野、社会福祉では介護分野で先行研究があるが、児童相談所の児童福祉司を対象としたものは本研究が初めてである。　稲岡文昭による日本語訳（稲岡1983）2）を検討した結果、�@医療・看護分野を想定した訳であること、�Aわかりにくい訳文があること、�B今後も児童相談所をはじめとしたソーシャルワーク分野においてMBIの妥当性と有効性を調査・検証することを前提としてソーシャルワークの現場にあった訳文で試行する、の観点から、稲岡の訳を原文から逸脱しない範囲で一部修正して使用した。　この尺度は、情緒的消耗感、脱人格化、個人的達成感の3次元からなる22項目の尺度である。”．調査結果1．回収状況　調査票配布数は1480票、回収数が834票、有効票は832票で有効回収率56．2％であった。2．基本属性2．1．回答者性別（表31）　男性が487（58．5％）、女性が328（39．4％）、無回答が17（2．0％）となっている。2．2．回答者年齢（表32）　40歳台が最も多く292（35．1％）、次いで50歳台223（26．8％）、30歳台197（23．7％）、20歳台90（10．8％）、60歳台5（0．6％）となっている。　なお、年齢別の性別の割合に関するクロス集計結果は、20歳代（男性40．0％、女性58．9％、無回答1．1％、以下表記順同一）、30歳代（56．9％、43．1％、0．0％）、40歳代（64．0％、35．3％、0．7％〉、50歳代（61．9％、36．8％、1．3％）、60歳代（60．0％、4α0％、0．0％）で、本調査回答者では20歳代以外はおおむね男性6：女性4、20歳代は男性4：女性6という割合であった。2．3．児童相談所通算勤続年数（表33）1−2年が最も多く280（33．7％）、次いで3・5年214（25．7％）、6−10年166（20．0％）、11年以上134（16．1％）、無回答25（3．4％）となっており、5年以下の職員が約6割を占めている。2。4．現在の児童相談所に勤務する前の部局（表35）　他の児童相談所から現在の児童相談所に来た人が111（13．3％）、福祉事務所から来た人が176（21．2％）、児童福祉関係（障害児含む）の部署から来た人が145（17．4％）、児童領域以外の福祉関係の部署から来た人が143（17．2％）、福祉関係の部局以外から来た人が165（19．8％）となっている。2．5．スーパービジョン担当の有無（表36）　回答者のうち、スーパービジョンを役職として担当している人が119（14．3％）、担当していない人が688（82．7％）となっている。2．6．児童福祉司の任用資格（表37）　大学において心理学、教育学、社会学またはそれらに相当する学科・課程を修めて卒業した者である2号規定適用者が424（51．0％）と最も多く、次いで他の各号に準ずる学識経験を有する者である6号規定適用者130（15．6％）、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者である5号規定適用者125（15．0％）、児童福祉司または児童福祉施設職員養成学校・施設卒業または講習会の課程を修了した者である1号規定適用者65（7．8％）の順となっている。一8一高橋他＝1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究2．7。大学での専攻（表38、40）　社会福祉学や心理学、教育学等、児童福祉に関連した科目を専攻した人はあわせて6割と過半数を占めているが、「その他の科目」の専攻者も179（21．5％）で全体の約1／4を占めている。　なお、本調査の回答者のうち、社会福祉士の有資格者は118（14．2％）であった。2．8．採用時の区分（表39）　回答者が採用されたときに児童相談所職員任用の自治体の採用区分をきいたところ、r一般職採用」457（54．9％）、r専門職採用」298（35．8％）、r両方」14（1．7％）であった。3．虐待事例のケース数の実際と適当な担当数（表1〜4）　調査時点の担当ケース総数（新規受理・継続指導・施設措置・里親委託中を含む）は、r51〜100ケース未満」297（35．7％）、r101〜150ケース未満」152（18．3％）、r1〜50ケース未満」147（17．7％）の順となっている。150ケースを越える児童福祉司も1割程度いる。このうち、虐待事例の担当ケース数は回答のちらばりが広く、rOケース」からr100ケース以上」まであり、担当者によって大幅な差異がみられる結果となった。このような実際に対して、適当と思われる担当ケース総数の回答を合わせると80ケース未満に8割が回答、また虐待事例の適当な担当ケース数は、「5ケース未満」267（32．1％）、「5〜10ケース未満」338（40．6％）、「10〜15ケース未満」96（ll．5％）、「15〜20ケース未満」55（6．6％）の選択肢であわせて9割を占めている。実際の担当数と適当と思われる担当数とに大きな開きを感じていることがあらわれている。4．　児童福祉司の配置人数に関する意識（表5、6）　「児童相談所の業務を行うのに現在の配置人数では、大変問題がある」と考えている人が524（63．0％）と6割を超え、「やや問題がある」と考えている人を加えると、9割が問題があると考えている。「問題ない」と考えている人は、43（5．2％）にすぎない。5．児童相談所への関心の高まりについて（表7）　児童相談所への関心の高まりについて強く感じるものから順に3つまで回答してもらったところ、r職員の人数を増やさずに期待だけされても困る」と感じる人は1番目が417（5α1％）、2番目が266（32．0％）。3番目が56（6．7％）とあわせて8割以上の人があげた。　「児童相談所への関心が高まることは好ましいと思う」と感じる人は1番目が139（la7％）、2番目が91（1α9％）、3番目が263（31．6％）とあわせて7割の人があげた。　「職員の専門性を高めずに期待だけされても困る」と感じる人は1番目が221（26．6％）、2番目が366（440％）、3番目が110（13．2％）。6．　虐待の通告に対する認識（表8）　「虐待の通告」の認識に関する質問では、「電話および来所・文書によるもの」を正式な通告と認めたものが798（95．9％〉であったのに対し、「来所・文書によるもの」、r電話による訴えだけ」を正式な通告と認めたものはそれぞれ6割であった。rメールによるもの」は349（41．9）と、新しい手段としては4割が通告と認識している。乳　立入調査の経験の有無と躊躇する理由（表9、10）　立入調査の経験を尋ねた質問に対し、「1回だけある」と答えた人、及びr複数回ある」と答えた人は3割程度で立入調査の経験が今までにないものが7割近くあった。　立入調査を躊躇する理由を尋ねた質問で多かった回答の内容は、立入調査により「保護者との摩擦が大きくなり後の関わりが難しくなる」479（57．6％）、r保護者が応じるかどうか分からないので実際的効力に疑問があり、他の手だてを取る方が現実的である」193（23．2％）であった。「上司」や「所長」との関係や「手続きの煩雑さ」を問題としているものは少なかった。　また、「虐待の確証が得られないので行えない」は105（12．6％）の人が1番目の理由として挙げている。8．　初期対応時の所内チーム体制の原則（表11〜13）　初期対応における所内でのチーム体制の実際は、2人以上で担当することを原則としているものが764（91．8％）であった。実際には、「2人以上で担当する」は511（61．4％）と低くなり、原則と実際に差があることが浮き彫りとなった。　また、初期対応の体制についての考えに関する質問では、「各児童相談所に特別な専門チームが必要である」と回答したものが393（47．2％）で最も多く、「各児童相談所の管轄を越えた広域の特別な専門チームが必要である」163（19．6％）。　一方、「児童相談所の担当福祉司がそれぞれ行えばよ一9一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集い」と回答したものは、18（2．2％）にとどまっている。9．　親子分離に関する意識（表14）　「親子分離は最後の手段でありなるべく避けるべきである」378（45．4％）、「親子分離は対応の一方法として積極的に行うべきである」420（50．5％）と親子分離に関しては回答が大きく2つに分かれた。1α　児童福祉司の仕事に関する児童福祉司自身の考え（表21）　仕事をする中でふだん感じていることとして職場環境や人問関係に関する36項目を提示し、それぞれについてr1．おおいに思う」からr5．全く思わない」までの5段階評価を求めた。10．1．虐待事例への対応の困難性　虐待事例への対応について、「解決できそうにもない問題に直面することが多い」と（「大いに思う」146（17．5％）とr思う」380（45．7％）の合計）63．2％（以下合算値は％のみ表記）が解決困難な虐待事例に頻繁に直面していると答えている。　具体的にどのような場面での判断に悩むかは、一時保護が46．5％で最も多い。次いで、28条の申立てが37．3％、立入調査の実施が36．6％となっている。いずれも「あまり思わない」と「全く思わない」との合計を上回った。　しかし、福祉司としての判断自体よりも、その判断を保護者との関わりで実行に移す際に困難を感じているとの回答の割合の方が高い　。最も多いのは、一時保護や施設入所をさせた子どもについて保護者が「強い引き取り要求」をする場合の対応に困難を感ずることが多いとの回答で69．9％に達した。次いで、r28条による措置に関する保護者との関係に困難」が54．3％、「一時保護に関する保護者の説得に困難」52．1％、施設入所・里親委託への同意取り付けに困難が48．2％となっている。　虐待者との関わりでは、r暴言や脅迫で心理的な圧力を感じることが多い」との回答が57．5％と半数を越えた。訴訟への不安も半数近く47．6％、身の危険は38．0％が感ずることが多いと答えている。　逆に、「自分は虐待者から頼りにされている」と「思う」は65（7．8％）であり、約半数408（49．0％）はrどちらともいえない」と答えている。虐待者の家族（大人）から頼りにされているとの回答は11．9％、「被虐待児から頼りにされている」と思う回答は24．4％で、いずれの問にも約半数はrどちらとも言えない」と答えている。10．2．周囲からの評価・支持および連携　直属の上司からの支援と評価、同僚からの支援と評価とも、されていると思う回答が過半数に達した。支援・評価とも、直属の上司よりも同僚の方がやや上回った。　児童相談所内部からの支援評価に比べ、市民から支持されていると思う回答は12．6％、rどちらともいえない」が半数近く396（47．6％）、支持されていると思わないとの回答が36．6％である。　次に、「他機関に良く知っていて協力が得られやすい職員がいる」と思う回答は過半数の55．5％に上った。ただし、「他機関が十分に役割分担せず、児童相談所に任せようとする」と過半数の53．8％が答えている。　1997年度に改正された児童福祉法の第27条第8項により、里親委託・施設入所などの措置については都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととされたが、「児童福祉審議会は虐待事例の対応に役立っている」と思う回答は22．7％で、思わないとの回答38．2％を下回った。10．3．児童相談所の環境・業務について　児童相談所の建物の構造や備品については「使いやすい」と思わない回答が62．8％に達した。　業務については、ケース記録の執筆に時間がとられる66．0％、会議のすすめかたが非効率で時間がとられる49．5％と、業務の負担を感じていることが示された。そこで、OA機器を活用して事務の効率化をする余地があるとの回答が過半数の51．9％に達した。　r形式が重んじられる職場である」との回答は26．0％で、そう思わない45．6％を下回った。10．4．児童福祉司としての自分について　「児童福祉司に着任することを希望していた」のは37．9％で、そう思わない回答の方が多かった（あまり思わない119（14．3％）、全く思わない225（27．0％）、合言十41．3％）。　「自分が児童福祉司の仕事に向いている」と思う回答は29．1％で、思わない回答30．3％とほぼ同数、「どちらともいえない」が4割近い321（38．6％）である。しかし、「児童福祉司の仕事に誇りをもっている」との回答は46．6％に上る。ソーシャルワークの概念がよくわからないと思う回答は22．9％で、否定してソーシャルワークの概念がわかるとする回答41．3％の方が多かった。さらには、自分はソーシャルワーカーだと思う回答が47．0％と半数近かった。ただし、2問とも「どちらともいえない」との回答も3割を越えていた。一10一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究　r今後も児童福祉司をつづけたい」と思う回答は30．9％で、思わない36．4％を下回った。rどちらともいえない」と迷いを示す回答も3割を越えた。11．　仕事上の専門的なことで役立つ助言を得られる人の有無（表22）　最も多かったのはr上司」で399（48．0％）、次いでr同僚」256（30．8％）であった。一方でrいない」と回答した者は58（7．0％）であった。　7割以上の者が、児童相談所内に職務上の専門的助言を求めることができることが明らかになった。しかし、ここでいう「専門的な助言」と「スーパーバイズ」は質の異なるものであり、スーパービジョンに対する児童福祉司の見解については、次項で言及する。12．スーパービジョンにおける課題（表23）　スーパービジョンにおける課題について、重要なものから順に2つまで回答を求めた。　1番目に重要な課題としては「スーパーバイザーの専門性の向上」が最も多く312（37．5％）であった。次いで「役職にとらわれないスーパーバイザーの設定」が242（29．1％）、rスーパービジョンの時間がとれない」168（20．2％）であった。　2番目に重要な課題として最も多かったのは、1番目と同様、「スーパーバイザーの専門性の向上」で227（27．3％）であった。次いで「児童相談所外の専門家によるスーパービジョンが必要」で204（24．5％）、r役職にとらわれないスーパーバイザーの設定」164（19。7％）であった。　虐待ケースヘの対応に追われ、ストレスの高い業務をこなす中で、より高度なスーパービジョンを求める現場の現状が明らかになった。つまり、現状のスーパービジョンでは、児童福祉司のストレス軽減やケースに対する葛藤や疑問の解決に必ずしもつながってないということがうかがわれる。13．　仕事上の悩みの相談相手（表24）　最も多かったのは「同僚」で404（48．6％）、次いで「上司」162（19．5％）であった。一方でrいない」と回答した者は100（12．0％）であった。　約半数近くの者が同僚に悩みを相談していることが明らかになった。相談相手が「同僚」「上司」といった同じ職場の人間である場合、「家族」「友人」といった職場外の人間である場合よりも、相談内容は、問題解決により近いものであると推測することができる。しかし、「相談」内容が、愚痴をこぼすレベルに近いほど、バーンアウトのリスクが高くなるという先行調査結果3）があることから、「相談」内容が、問題解決につながり得る内容なのか、愚痴をこぼすレベルのものかについては、今後より深い検証が必要である。14　虐待事例対応の際、連携がとりやすく気心が知れている職員がいる他機関・職種（表25）　最も多かったのは「福祉事務所」で539（64．8％）であった。児童相談所と同じ行政機関ということで意、思疎通が図りやすいあらわれとみることができる。2番目に多かったr市町村保健センター」390（46．9％）も、福祉事務所と同様の理由であろう。3番目は「児童養護施設」316（38．0％〉であった。　逆に最も少なかったもの、すなわち連携がとりにくいと感じている機関は、r幼稚園」39（4．7％）であった。幼稚園と同年齢の子どもが利用対象者である「保育園」は238（28．6％〉であった。15　虐待対応に関する職務上のストレスを解消するために心かげている点（表26、27）　ストレス解消のために心がけていることが「ある」と回答した者は555（66．7％）であった。　ストレス解消の内容について、主なものから順に3つまで回答を求めた。第1位として最も多かったものは「自分の趣味を見つける」136（24．5％）であった。次いでr職員と良好な人間関係をつくる」と「適度に休息をとるようにする」で113（20．4％）であった。　第2位では、「適度に休息をとるようにする」が最も多く121（21．8％）であった。次いでr自分の家族と良好な関係をつくる」が89（16．0％）、r自分の趣味を見つける」75（13．5％）であった。　ストレスの解消方法として、自己学習や、研修への参加といった、仕事上の問題や疑問を解決するための方法は少なく4）、休息や趣味といった、仕事とは関係のない場面でストレスを解消しようとしている者が多いことが明らかになった。1a　虐待対応に関する職務上のストレスを低減するために必要だと感じるもの（表28）　ストレス低減に必要なものについて主なものから順に3つまで回答を求めた。全体として、選択肢間で大きな差は出ない結果となった。　第1位として最も多かったのは、「保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」で149一11一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（17．9％）であった。次いで「援助技法のスキルアップ」126（15．1％）、r複数対応の原則の徹底」112（13．5％）であった。　第2位では、「児童相談所内でのチームワークの確立」が最も多く88（10，6％）であった。次いでr事例の進行管理をスーパーバイザーがバックアップする」84（10．1％）、r保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」80（9．6％）であった。　第3位では、r児童相談所がすべてやるのではなく、電話1本で関係機関が連携する体制」が90（10．8％）と最も多かった。次いでr保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」74（8．9％）、「援助技法のスキルアップ」67（8．1％）であった。　第1位から第3位まで通して、「保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が前面に出るシステム」が上位にあがっている。児童相談所という一機関で、児童と保護者の両者への援助を行うことへの矛盾に苦しむ現場の姿が明らかになった。権能分離の必要性を感じている児童福祉司は少なくないことを暗示している。17．　児童虐待防止法への評価（表29）　児童虐待の防止等に関する法律の成立・施行に関して13の状況や効果を並べ、「1．強く思う」から「4．全く思わない」までの4段階評価を求めた。17．1．対応の負担増について　提示文に賛成の回答が最も多かったのは「通告・相談が増えて児童養護施設の対応が追いつかない」を「強く思う」「思う」を合わせて89．5％（以下合算値は％のみ表記）と9割近く、「強く思う」が426（51．2％）と5割を越えた。次いで、「福祉司の対応が追いつかない」合わせて88．7％、「一時保護所の対応が追いつかない」合わせて80．1％で、2問とも「強く思う」が4割を越えた。17．2．防止法の効果について　最も賛成が多かったのは「警察の協力を得やすくなった」79．1％である。次いで、「虐待の定義が明確になった」76．1％、r対応の根拠が確立した」73．1％となった。さらに、「子どもの迅速な保護に効果」62．1％、「立入調査がしやすくなった」50．2％までは、過半数が賛成している。ただし、5問とも「強く賛成」は1割に満たなかった。　「親権の壁が弱まる」、「保護者への指導権限が強まる」、「保護者への援助・治療システムが発展する」「子どもへの援助・治療システムが発展する」の4問については、いずれも賛成は約2割にとどまった。1＆　虐待事例への対応を良くするための条件（表30）　選択肢として提示した12項目の内、一番重要な課題として選ばれた率が最も高かったのは「児童福祉司の増員」405（48．7％〉である。次いで、r措置後の保護者・子どもへのケアシステムの充実」111（13．3％）、r児童相談所の法的権限の強化」と「詳細な立法化」が続いている。現任研修、新任者研修が1番重要だとする回答は1割に満たないが、2番目3番目に重要な項目としては2割近くに選ばれている。19　マスラックバーンアウト尺度（旧1）による測定結果（表42〜44）　マスラックらの長年の調査によるデータからMBIによって測定された回答結果について高得点・低得点を算出する際の職種別の基準点があるが、わが国の児童福祉司を対象にしたMBIは初めてであり、妥当な基準点を作成するには今後の追試が必要となる。そこで今回は暫定的にマスラックらの調査対象のうち「ソーシャルワーカー」を対象としたときの基準点を使用し、スコアの高低を算出した。　その結果、仕事による情緒的疲労・情緒的エネルギーの消耗程度を示す「情緒的消耗感」サブスケールが高く出た福祉司は428（51．4％）であり、半数の情緒的消耗感が高い。　援助対象者への非人間的な対応やモノのようにあつかってしまう感情を示す「脱人格化」サブスケールが高く出た福祉司は177（21．3％）である。　援助対象者に働きかけた専門家がその過程で感じる自己の能力や成功体験の実感を示す「個人的達成感」サブスケールが低く出た福祉司は599（72．0％）であった。　この結果から、現在の児童福祉司は、脱人格化傾向にある者も2割程度おり、半数が情緒的消耗感を感じ、7割以上というきわめて多くが「やりがい」が乏しい状況で働いていることが浮き彫りとなった。20．　自由回答記述結果（自由回答分類チャート図参照）20．1．結果の概要　虐待への対応における業務量やストレスに関して自由回答記述を求めたところ、338（40．6％）から回答が得られた。記述内容をKJ法によりカテゴライズしたところ、異なるカテゴリーに属する内容がひとりの記述の中に含まれているケースがあったため、回答件数は571件となった（3件のr特になし」を含む）。それを、大きく5カテゴリーにわけ、結果を整理した。なお、キーワ一12一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究一ドやキーフレーズごとに回答を分解・カテゴライズすることで、全体的状況が見えにくくなってしまう危険性が生じるため、図を作成し、カテゴリー化された回答の関係を全体像として捉えられるように配慮した。　以下、カテゴリーごとに代表的な意見や特記すべき記述を報告する。なお、括弧でくくられている数字は頻度を示している。20．2．子ども虐待への社会的対応（1）　人員不足、業務過多（152）　もっとも多くの回答を得たのが、このサブカテゴリーであった。　具体的な記述があるものを見ると、緊急対応や通告にあわせて動くことになるため、「初動調査に追われ、その一方で定例の面接などのスケジュールに変更を加えることになる」というものや、24時間・365日対応になったことで、rいつ携帯がかかってくるかと、気持ちが休まらない」r私生活の予定が変更を余儀なくされる」というものがある。これは、通告が増え、それに対して体制強化（24時間・365日対応、緊急対応）がなされた一方で、人員配置が改善されないことの煽りを児童福祉司が（ときには私生活を巻き込んで）被っている様子を示したものといえる（25）。　また、虐待ケースと直接関係した記述とはなっていないものの、業務負担に影響する要因として、「虐待ケース以外のケースもあること」担当地区があまりに広すぎること」「長期化するケースがあること」などもあった（6）。　後述する「調査批判」の中で、「ストレスは虐待ケースだけから発生するわけではない。そのことを誤解しないように」との回答があったが、児童相談所の業務や体制を全体的に見直すことも忘れてはならないことであろう。　さて、こうした人員不足や業務過多は、「記録がとれない」ことや、r虐待以外のケースに対応できない」ことにつながっている（15）。児童福祉司は、初動調査に終われ、「ケースワークができない（きめ細かな対応ができない、ケアまで手が回らない）」「新任職員がソーシャルワークを体験できなくなっていきつつある」という状態におかれているのである（15）。近年、信頼関係を形成しながらの伝統的な援助機能（しばしばケースワーク機能と呼ばれるもの）にこだわっていては虐待に対応できないことがかなり認識されるようになっているが、児童福祉司たちは、児童相談所におけるソーシャルワークそのものが変容してきていることを体感してきており、かつそれを「ソーシャルワークのバージョンアップ」としてではなく、「ソーシャルワークの危機」として認識し、ストレスとして感じていることが示されている。　これはかなり重大な問題を提起しているといえる。つまり、児童相談所は、「もはや相談所ではなくなりつつあり」、子どもの保護判断という対人援助システムのほんの一部を担う機関となりつつある現状を反映している記述であり、そこから利用家族のペースにあわせて問題解決の道程を歩むパートナーとしてのソーシャルワーカー像を見て取ることはできない。　解決策としては、人員増強という結論が当然導き出されようが、r虐待ケース1件は、他70〜80件分に相当」するほどの負担であり、実際にr全相談件数の1％に満たない“虐待”対応に振り回され」ているのであれば、「少々児童福祉司を増員したところで大した解決策にはならない」との意見も説得力がある。（2）　児童相談所内の問題（36）　一方、児童相談所内部でどうであろうか。児童福祉司にとって、もっとも身近な環境となる児童相談所内に関しては、大きくふたつの意見があった。　ひとつは、「職場環境のよさがストレスを緩和」しているという回答である（8）。ちなみに、ストレスヘの対処を示唆する記述としては、この職場環境への肯定的評価が最も多く、ほかには「まったく違う分野でストレス解消」など個人的努力・要因に帰するものが2件を数えるだけであった。　職場環境におけるもうひとつのカテゴリーは、「職場の雰囲気そのものがストレス」という回答であり（22）、この中には上司に対する不満（「上司のフォローがない」「自己保身のため、親子分離の処遇に走る傾向」など）も含まれる（9）。上司が機能しないことに加え、「スーパーバイザーがいない」という事態も深刻なものと考えられる。（3）地域ネットワークシステムの問題（59）　関係機関との関係（37）では、「児童相談所に丸投げ（だけど文句はいう）」（14）という指摘が目立った。実態的には相互に深い関係を持っていると思われる「関係機関が動かない」「ケースヘの認識が違い、足並みがそろわない」「すぐに親子分離をせまる」「児童相談所の機能と限界に理解がない」といったものもあがっている（16）。児童福祉施設（一時保護所を含む）の現状も、児童福祉司の負担感と関係していることが明らかな記述があった（22）。　回答は主として、児童福祉施設の量的な問題（7〉と、一13一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集その質的な問題（13）にわけられる。量的に足りないことは、「目前のケースの処遇に立ち往生」したり「保護する判断を誤ることにプレッシャー」を感じさせたりすることにつながっている。質的な問題については、定員オーバーという事態もあって、十分なケアができる体制になかったり、施設職員がバーンアウトしていたりして、とても治療的環境とはなり得ていない施設の現状から派生するストレスである。すなわち、そうした施設に措置することが、果たして子どもの最善の利益を保障するものなのか、そのことに悩む児童福祉司の姿がここにはある。（4）行政システムの問題（73）　また、児童相談所の上部組織となる都道府県や厚生労働省に対する不満が相当数見られた。　都道府県においては、「主管課が現場の認識に乏しく、管理運営面で制約があり、やりづらい」「残業手当もつかず、行政の中でも評価されていない」r行政内部での発言力の弱さ」といった回答は、同じ都道府県行政機関でありながら児童相談所の孤立感を表しているように思える（6〉。　国レベルでの対応が求められると思われるもの（国に対する記述とはなっていないが、国レベルでの対応が求められると判断したものについても含めた）については、31件を数えた。ただし、国レベルでの対応に関しては、r所管庁の○○が問題である」というより、r所管庁は○○すべきである」といった要望、提言形式の記述が多かった。ほかのカテゴリーと連動して記述されていることが多く、人事的支援と財政的支援を求めるものや、地域ネットワークシステムに関する記述が主たるものであった。　また、（専門職）人事システムや研修システム（専門性を担保することへの意見も含む）も、行政上の課題として、このカテゴリーにサブカテゴライズした。　児童福祉司が専門職採用となっていないことはよく知られていることであるが、そもそもこの人事システムを問題にするものについては、13件を数えた。単純に「自分の希望ではなかった」という回答は3件にとどまったが、「専門職採用をすべきである」「相談援助職の適・不適を見極めるべき」という意見はある程度まとまった意見としてカテゴリー化できる（10）。　また、単純に採用や人事配置の問題ではなく、広く児童福祉行政内での専門性の確保問題にもつながる問題を指摘しているものが22件あった（うち1件は心理職の専門性向上に言及したものであった）。現実的に一般事務職からの配置転換が少なくないことや、児童福祉司を希望してもバーンアウトしてしまうほど困難性の高い業務であればこそ、トレーニング・システムやスーパービジョン・システムを確立していくことは避けて通れる課題ではないであろう。20．3．直接援助関係で発生している負担感（1）援助方法がわからない、開発されていない（19）　困難ケースというのは、容易に解決し得ないから生じるものといえる。この認識を示した回答も多く見られた。研修の充実によって対応できると思われる問題（「何をどう調査すべきなのかわからない」）から、援助技術そのものが未開発であると思われるものや援助システムそのものの再考を伴うもの（r閉じこもり家庭へのスムーズで実効性ある立入方法がまだないのでは」「親子をつなげていく点で、厳しさを感じる」）など、様々なものを結果的に含むことになったカテゴリーである。本稿では行政レベルでの課題としてカテゴライズしている「研修システム」や「専門職雇用システム」とあわせて考えると、専門性向上に関する要望が相当強いものと推察される。（2）子どもの安全が心配（3）　r子どもの安全が心配である」という回答が3件あった。（3）親子分離vs治療（22）　保護者との関係と関連して、児童相談所に親子分離機能とケア機能の双方を求めている現在の実施体制に対する意見も少なからずあった（「保護者の暴力がひどい場合」という附帯条件をつけているものを含む〉。この22件のうち、児童相談所が親子分離の機能のみを担うべきだとする意見は0件であったのに対して、児童相談所が通告先となっていること、また、親子分離に関する機能を担っていることに対して批判的なスタンスをとっているものが9件あった。そして、親子分離を判断する具体的機関が記述されている場合（8）、それらはすべて司法・警察であり、なかには、「現職警察官を児童相談所内に配置すべき」といった意見まで記述されているものもあった。（4）保護者への対応（47）　こうした虐待ケースの負担は、保護者への対応と密接に絡むものであることがうかがわれる。これは、よくいわれる「親権に対抗する権限がないこと」（4）に起因している問題として括ることはできない。このカテゴリー一14高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究の約4割で、「脅迫された」「攻撃された」「恐怖感がある」といったこと、具体的にはr本職の子に危害を加える」「自宅の電話番号を調べようとする」「防刃服なるものまで必要とされる」現状が記述されており、子どもの最善の利益のための措置権限だけでなく、児童福祉司保護のための手立てが講じられなければならないことがうかがわれる（19）。　また、こうしたトラブルの背景には、「保護者の人格障害、精神障害」が少なからずあることも推測され（6〉、こうした特性を持つ保護者への援助方法についての研究も進められなければならないであろう。20．4．社会との関係（1〉マスコミとの関係（10）　マスコミについては、「ストレスの根源は何といってもマスコミ」「新聞等マスコミに振り回される。自分の児相も同様のことが起こるのではないかと不安」など、非常に厳しい意見が寄せられている。なぜ虐待死が起きたのかを丁寧に報道せずに、機能しなかった児童相談所が悪いというだけの偏向報道に対する不満が強くあるように感じられた。（2）外部との関係（25）　ここには、対市民や世間で生じる負担感に加え、「継続指導に無理解」のように、主語が明示されていないものを含めた。　児童相談所の機能や限界について理解してもらえていないことや、そもそも大きな社会的流れの中で生じている虐待という出来事を一機関や一人の児童福祉司でとめられるものではないという意見があった。退職の危機感を感じている（あるいは身近にそうした児童福祉司がいる）と回答したものをまとめてみると、それだけで25件を数えた。20．6．アンケートについて（19〉　自由回答には本調査の意義を問うものも寄せられた。批判的な回答は12件で、その内容が具体的に書かれているものを見ると、「ただでさえ忙しいのに」と多忙を訴えるものと、「もう少し現場をわかってもらえていると思っていた」と調査内容が現状とあわないことを訴えるものが主たるものであった。　その一方で、本調査結果を広く知らしめ、また事態改善に生かすことを強く期待する声も寄せられた（7）。20．7．そのほか（40）　そのほか、「結局のところ個人が標的、誰も助けてくれない」（14）「仕事そのものより、仕事をめぐる人間関係がストレス」「多くの人が関与しすぎて、ケースワーカーの判断が軽視される」（2）といったような、大きくは「子ども虐待への社会的対応」のカテゴリーに属するものの、児童相談所内外の要因が絡み合って生起していると思われる記述もあった。そのほか、r虐待専門機関としてではなく、教護や障害などの様々な問題に応えていく児童相談所の本来的機能をどうやって取り戻していくかが課題」のように広く問題設定をしているものや、「ケースによってはストレスがたまる」などやや抽象度が高く、カテゴリー化しづらい記述などが、あわせて23件あった。なお、巻末に自由回答をそのまま掲載した。20．5．バーンアウト（66）　バーンアウトを訴える記述もひとつのカテゴリーとして成立した。　実際に心身の失調をきたし、医療的ケアを受けている（あるいは、身近にそうした児童福祉司がいる）と回答したものは7件であったが、それ以外にも、メンタルヘルスに著しい影響を受けていると思われる回答（「心身とも極限状態」「周囲すべてに怒りを感じるときがある」など）や、心身に異常をきたすことに対する不安を訴えるもの（rひとりで病気になりたくない」など）、援助者のケアを求める声（「援助者のケアの必要1生」など）があり、それらを含めると37件になる。　また、これとは別に、「バーンアウトして意欲が出ない」「いつまでやっていられるか不安」など、離職願望や1”．考察　多くの児童福祉司が対応の難しい虐待事例が多いと感じていることが明らかとなった。特に、一時保護や施設入所措置などにより子どもの安全を図ろうとする児童相談所の対応方針と保護者の意向が一致しない場合の対応に困難を感じている傾向がうかがわれた。しかも、虐待者から頼りにされていると感じていないのはもちろん、家族や子どもからも頼りにされていると感じられていない。受容・共感・傾聴などの基本姿勢により信頼関係を築きワーカーとクライエントが協力して問題解決を図るような従来の対人援助とは異なり、信頼関係が不十分な中で時に対立し説得したり怖れや不安を抱いたりしながらの対応であることがうかがわれる。問題解決を自ら望んで援助を利用する人たちへの援助方法だけでは不足す一15一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集るので、援助を求めない人たち（non−voluntalyclients）への援助についての考え方や技法を学ぶ必要があると思われる。　児童相談所の業務が困難になっている中、意欲と使命感がなければ務まらないと思われるが、児童福祉司に着任することを希望していなかったものが4割を越えた。各都道府県や指定都市は、児童福祉司の任用の仕組みを早急に改善することが重要だろう。児童福祉司の仕事を続けたいと思わない回答も3分の1を越えた。「つづけたい」と思う回答は3割に過ぎない。すでに児童福祉司としての継続意欲を失っている人たちに対し、意欲が回復できるようなサポートをするのか、意欲のある人たちに交代していくのかしなければ、児童相談所の対応の質の低下は免れない。　一方で、自分達の仕事がソーシャルワークの仕事であるとの回答も、仕事に誇りを持っているとの回答も半数近くに上った。児童福祉司の仕事が大変ではあるが、重要な仕事であるとの認識は広く共有されているようである。　また、児童虐待防止法の成立・施行により、児童養護施設、児童相談所の対応が追いつかなくなっているという危機感が明確になった。防止法の効果としては、警察の協力や立入調査などがしやすくなったという公的権限を用いての介入に関する効果を認める回答は多かったが、保護者や子どもへの援助・治療など臨床的援助に関する効果を認める回答は低い率に留まった。今後、保護者や子どもを援助する機関や方法論の開発が必要であり、臨床的援助に関する規定を強化する方向での法律改正も検討される必要があるだろう。この点は虐待事例への対応を良くするための条件に関する設問の回答結果にも、回答者の多くが感じている課題としてあらわれており、今後の課題として児童福祉司の増員に続いて2番目に、「措置後の保護者・子どもへのケアシステムの充実」が挙げられているのである。　いずれにせよ自由回答の具体的な健康問題の訴えを含んだ回答にも表れているように、精神的・肉体的にストレスの高い職務状況が明確になった。国・自治体の児童福祉行政において、人的・物的両面からの強化とトレーニングプログラムの充実が急務であるといえよう。　今後、本研究で使用した訳文の妥当性、2年前と同一項目の時系列変化、ストレス因子とコーピング因子に関してさらに分析を深めていきたい。ることができました。お忙しい中、煩雑な質問項目でお手数おかけしました。たいへん貴重なご意見をお寄せいただきましたことをこの場を借りて心からお礼申し上げます。註1）　MaslacLC．，＆Jackson，S．E．1981The　　me　as　u　remen　t　o　f　expe　r　i　enc　ed　bu　rnou　t．　∫o〃！刀、ヨ／　0／　　Ooo〃P∂！10刀∂ノ3θカ∂vlo〃42：PP99−1132）　　稲岡文昭　1988年、「BURNOUT現象とB�oOUTス　　ケールについて」『看護研究』、21−2p303）　　近澤による看護婦とバーンアウトに関する調査　　結果および、近澤が援用したLazamsによる調査結　　果において、「問題解決コーピング（同じ職場の人　　間に相談し助言をもらう）」はバーンアウトにつな　　がらないが、「感情調整コーピング（家族や友人に　　話を聞いてもらい気持ちを整理する）」はバーンア　　ウトを促進するという結果が出ている。（近澤範子　　1988年「看護婦のBumoutに関する要因分析一スト　　レス認知、コーピングおよびBumoutの関係」『看　　護研究』、21−2pp37−51）4）　　調査票問18−1の「『手引き』を読み返すなど自分　　で問題解決の学習をする」、「研修会や勉強会に参加　　する」の選択肢への回答については、選択肢の番号　　同一一といずれも学習に関するカテゴリーのため統　　合して集計処理した。参考文献稲岡文昭　1995年、r人間関係論一ナースのケア意欲と　よりよいメンタルヘルスのために』、日本看護協会出　版会田尾雅夫・久保真人　1996年、rバーンアウトの理論と　実際一心理学的アプローチ』、誠信書房中谷陽明　1992年、「在宅障害老人を介護する家族の“燃　えつぎ�dMaslach’sBumoutInventory適用の試み」、　社会老年学、36pp15・26誇括辛：本研究は、全国の児童福祉司の方々のご協力によって実施す一16一高橋他＝1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（表1）現在の担当ケース総数（2002年2月1日現在、全ての相談種別を含む）ケース数実数％0ケース759．01〜50ケース未満14717．751〜100ケース未満29735．7101〜150ケース未満15218．3151〜200ケース未満455．4201〜250ケース未満182．2251〜300ケース未満111．3301〜350ケース未満30．4351ケース以上81．0無回答769．1合計832100．0（表2）現在の虐待事例担当ケース数（2002年2月1日現在）実数％0ケース536．45ケース未満718．55〜10ケース未満10512．610〜価ケース未満11613．915《’20ケース未満779．320〜25ケース未満10612．725〜30ケース未満374．430〜35ケース未満597．135〜40ケース未満172．040〜45ケース未満263．145〜50ケース未満101．250’》55ケース未満161．955〜99ケース未満192．3100ケース以上151．8無回答10512．6合計832100．0（表3）適当であると思われる担当総数（全ての相談種別）ケース数実数％20ケース未満667．920〜40ケース未満21726．140〜60ケース未満25330．460〜80ケース未満14717．780〜100ケース未満759．0100〜120ケース未満222．6120〜140ケース未満30．4その他101．2無回答394．7合計832100．0（表4）適当であると思われる虐待事例担当数実数％5ケース未満26732．15〜10ケース未満33840．610〜15ケース未満9611．515〜20ケース未満556．620〜25ケース未満101．225〜30ケース未満131．630〜35ケース未満10．135〜40ケース未満60．740〜45ケース未満00．045〜50ケース未満30．450ケース以上00．0その他50．6無回答384．6合計832100．0（表5）児童福祉司の現在の配置人数について実数％業務を行うのに現在の配置人で問題ない435．2業務を行うのに現在の配置人ではやや問題がある22026．4業務を行うのに現在の配置人では大変問題がある52463．0無回答455．4合　計832100．0一17一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（表6）配置人数に問題があると考える理由1番目2番目3番目実数％実数％実数％通告・相談に対し即応体制がとりにくい41953．1607．6465．8面接の時間がとりにくい8610．919925．28711．0家庭訪問の時間がとりにくい10513．322128．014718．6他機関との連絡調整がとりにくい293．79311．88010．1施設措置・里親委託した子どもと会う時間がとりにくい8410．613617．219424．6自己研修の時間がとりにくい131．6283．58711．0休暇がとりにくい162．0192．48911．3その他273．4111．4172．2無回答101．3222．8425．3小計789100．0789100．0789100．0非該当（問題ない）434343合計832832832（表7）児童相談所の役割への関心について感じるもの1番目2番目3番目実数％実数％実数％児童相談所への関心が高まる事は好ましいと思う13916．79110．926331．6児童相談所への関心が高まる事は好ましくないと思う101．2172．0334．0職員の人数を増やさずに期待だけされても困る41750．126632．0566．7職員の専門性を高めずに期待されるのは困る22126．636644．011013．2マスコミの虐待ケース対応に関する報道内容はおおむそのとおりである20．291．1536．4マスコミの虐待ケース対応に関する報道内容は一方なもので間違いが多い394．7647．720724．9無回答40．5192．311013．2合計832100．0832100．0832100．0（表8）「虐待の通告」の形式（M。A）（nニ832）実数％電話および来所・文書によるものの場79895．9来所・文書によるものの場合50760．9電話による訴えだけの場合49359．3メールによるものの場合34941．9（表9）児童福祉法第29条にもとづく立入調査の有無実数％1回だけある10813．0複数回ある14817．8ない57068．5無回答60．7合計832100．0一18一　　　　　　　　　　　　　　高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（表10）立入調査を実施するか検討する過程で悩む点1番目2番目3番目実数％実数％実数％立入調査を行うと保護者との摩擦が大きくなりの関りが難しくなる47957．618822．6647．7立入調査権を発動しても保護者が応じてくれかわからないので実際的効力に疑問があ、他の手だてをとる方が現実的である19323．230236．310512．6虐待の確証が得られないので行えない10512．612615．121826．2上司の同意が得られない20．270．860．7所長の同意が得られない50．620．250．6立入調査権の発動に関し、当児童相談所では長に委任されていないので、本庁への手続に手数がかかる10．140．5101．2無回答475．620324．442451．0合計832100．0832100．0832100．0（表11）初期対応の際の所内チーム体制の原則と実際原則実際実数％実数％1人344．119923．92人以上76491．851161．4その他141．7738．8無回答202．4495．9合計832100．0832100．0（表12）2人目の対応者の職種（M．A）（nニ832）実数％児童福祉司36143．4心理判定員12915．5スーパーバイザー19623．6その他19523．4（表13）通告を受けて行う初期の調査・対応についての考え実数％初期の調査・対応には、各児童相談所に別な専門チームが必要である39347．2初期の調査・対応には、各児童相談所の轄を越えた広域の特別な専門チームが要である16319．6初期の調査・対応には、職員の複数体制確立されればよい24429．3初期の調査・対応には、児童相談所の各祉司が行えばよい182．2無回答141．7合計832100．0（表14）施設措置・里親委託による親子分離について（虐待事例）実数％施設措置・里親委託による親子分離は最の手段でありなるべく避けるべきである37845．4施設措置・里親委託による親子分離は対の一方法として積極的に行うべきである42050．5無回答344．1合計832100．0一19一（表15）「子ども虐待対応の手引き」（通読）実数％全文読んだ18522．2一部読んだ54064．9読んでいないが要点は知っている759．0知らない101．2無回答222．6合計832100．0日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集　　　　　　　　　　（表葦9）r子ども虐待対応の手引き」（新たに必要な内容）（表16）r子ども虐待対応の手引き」（業務への効果）実数％大変役に立った13416．1やや役に立った56267．5ほとんど役に立たなかった809．6全く役に立たなかった50．6無回答516．1合計832100．0（表17）「子ども虐待対応の手引き」（所有）（nニ832）実数％法的な規定や解釈のより詳しい説明18522．2援助方法のより具体的な説明24829．8ビデオなど視聴覚教材を使用した援助の詳な説明657．8長期にわたる事例に基づくマニュアル9411．3虐待の判断基準のより詳しい説明14116．9その他293．5特になし242．9無回答465．5合計832100．0実数％個人に配布された手引きを持っている50660．8配布された共同使用の手引きが複数ある24929．9個人で手引きを購入した485．8共同で手引きを購入した151．8児童相談所に1冊だけある242．9わからない81．0（表18）「子ども虐待対応の手引き」（使用頻度）実数％日常的に使っている455．4時々使っている40849．0あまり使っていない31838．2全く使っていない445．3無回答172．0合計832100．0一20一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（表20）体験したことの頻度1度もい1年に回か1か月に回か1ケ月に回1週間回1週に回毎日無回答合計それ以下それ以下仕事で精神的に疲れ果てた感1479681669724315510832じがする（1．7）（9．5）（8．2）（20．0）（11．7）（29．2）（18．6）（1．2）（100、0）1日の仕事が終わると疲れ果1144671409325021611832てた気持ちになる（1．3）（5．3）（8．1）（16．8）（11．2）（30．0）（26．0）（1．3）（100．0）朝起きた時疲れを感じ、また同38808912111620417014832じ仕事に出かけなければと思う（4．6）（9．6）（10。7）（14．5）（13．9）（24．5）（20．4）（1．7）（100．0）援助対象者が抱えている問題45631062151081725667832にその人がどのように感じてい（5．4）（7．6）（12．7）（25．8）（13．0）（20．7）（6．7）（8．1）（100．0）るか容易に理解できるあたかも援助対象者を人でな39222289602712921832いような扱いをしている自分に（47．1）（26．7）（10．7）（7．2）（3．2）（1．4）（1．1）（2。5）（100．0）気づく終日人と一緒に働くことは非常1101661191197511710620832に気をつかう（13．2）（20．0）（14．3）（14．3）（9．0）（14．1）（12．7）（2．4）（100．0）援助対象者の問題に対し非常4815119521971842143832に効果的に関わっている（5．8）（18．1）（23．4）（26．3）（8．5）（10．1）（2．5）（5．2）（100．0）仕事に燃えつきてしまった気持21018110112164815123832ちである（25．2）（21，8）（12．1）（14。5）（7．7）（9．7）（6。1）（2．8）（100．0）仕事をとおし人の役に立ってい5620617617368774630832る（6．7）（24．8）（21．2）（20．8）（8．2）（9．3）（5．5）（3．6）（100．0）この仕事についてから人に対32619410711035191526832し冷淡になってきている（39．2）（23．3）（12．9）（13．2）（4．2）（2．3）（1．8）（3．1）（100．0）この仕事は自分の気持ちを無29318210512646441422832感覚にしてしまう気がする（35．2）（21．9）（12．6）（15．1）（5．5）（5．3）（1．7）（2、6）（100．0）元気はつらつして働いている93143128183941263827832（11．2）（17．2）（15．4）（22．0）（11．3）（15．1）（4．6）（3．2）（100．0）仕事に欲求不満を感じている318910517710116613528832（3．7）（10．7）（12．6）（21．3）（12．1）（20．0）（16．2）（3．4）（100．0）働きすぎだと思う68727715610716315732832（8．2）（8．7）（9。3）（18．8）（12．9）（19。6）（18．9）（3．8）（100．0）援助対象者に何が起ころうと508147614030121123832全く気にしない（61．1）（17．7）（7．3）（4．8）（3．6）（1．4）（1．3）（2．8）（100．0）人と一緒に働くことは非常にス13020913012760955823832トレスである（15．6）（25．1）（15．6）（15．3）（7．2）（11．4）（7．0）（2．8）（100．0）援助対象者と容易にくつろいだ46131144232991212930832雰囲気を創ることができる（5．5）（15．7）（17．3）（27．9）（11．9）（14．5）（3．5）（3．6）（100．0）援助対象者に働きかけたあと10219415718976661929832気分が高揚する（12．3）（23．3）（18．9）（22．7）（9．1）（7．9）（2．3）（3．5）（100．0）多くの価値ある仕事をやりとげ8526617415755442031832ている（10．2）（32．0）（20．9）（18．9）（6，6）（5．3）（2．4）（3．7）（100、0）自分の限界にきた感じがする1101691101248410010926832（13．2）（20．3）（13．2）（14．9）（10．1）（12．0）（13．1）（3．1）（100．0）仕事上での精神的な問題に冷41125131196811625442832静に対応することができる（4．9）（15．0）（15，7）（23．6）（9，7）（19，5）（6．5）（5．0）（100．0）援助対象者が抱えている問題11521115216864603923832解決について私を責めているうな気がする（13．8）（25．4）（18．3）（20．2）（7。7）（7．2）（4．7）（2．8）（100．0）（）は％を示す一21一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（表21）仕事中に感じること大いにう思うどちらともえないあまりわない　全くわない無回答合計実数％実数％実数％実数％実数％実数％実数％ケース記録の執筆に時間がとられ、直接的なソーシャルワーク行う時間が十分にとれない23728．531237．513616．396115212．5303．68321000会議のすすめかたが非効率で不必要に時間がとられている11413．72983582102521752102024151．8832100ρパソコンをはじめとするOA機器を活用した合理的な事務の効化を行える余地がある14817．828434．119423．315318．4344．1192．3832100｛）形式が重んじられる職場である546．516219．521926．331137．46882182．2832100．0職員の給与額は妥当である6α79110．928334025931．11732α8202．4832100ρ職場の建物の構造や机・キャビネット・OA機器などの内部備品使いやすい配置になっている60．79110．919223．1316380206248212．5832100ρ自分は児童福祉司の仕事に向いていると思う313．721025232138．616219．59010．8182．2832100D自分は仕事以外の私生活も充実している485．825030．02553α619423．3688．2172．0832100．0自分は私生活よりも仕事の達成が重要であると思う60．79811．836043325430．59311．2212．58321000自分は虐待事例の対応をしていて解決できそうにもない問題に面する事が多い14617．538045．720224．3829．940．5182．28321000自分は虐待者への対応をしていて身の危険を感じることが多い455427132．625530．622426．9182．2192．3832100．0自分は暴言や脅迫で心理的な圧力を感じることが多い11113．336844217420．914817．81012212．583210α0自分は児童相談所の措置に対して訴訟を起こすと保護者に言れると不安になることがある829．931437．719523．419323．2303．6182．28321000自分は立入調査を実施するかどうかの判断に悩むことが多い627．524229．128734．519223．1253．0242．9832100．0自分は一時保護をするかどうかの判断に悩むことが多い607．232739．319223．1218262172．0182．28321000自分は28条による申立を行うかどうかの判断に悩むことが多い688．224229．129535．518121．8232．8232．8832100．0自分は一時保護に関する保護者の説得に困難を感じることが多い10212．333139．823127．814617．530．4192．3832100．0自分は保護者の同意を取り付けて施設入所・里親措置をするこに困難を感じることが多い9411．330736．926331．614116．950．6222．6832100ρ自分は28条による措置に関する保護者との関係に困難を感じることが多い14517．430736．927032．5657．8121．4334．0832100．0自分は保護者が一時保護所や施設からの強い引取り要求をさると対応に困難を感じることが多い20724．937445D15819｛）678．160．7202．4832100．0児童福祉審議会は虐待事例の対応に役立っている222．616720．130536．721425．710412．5202．48321000自分は児童福祉司に着任することを希望していた9811．821726．115418．511914．3225270192．3832100．0自分は市民から支持されている20．210312．4396476205246100120263．1832100．0自分は虐待者から頼りにされている00．0657840849．023027．610112．1283．4832100．0自分は虐待者の家族（大人）から頼りにされている20．29711．740949．221225．58710．5253．0832100D自分は被虐待児から頼りにされている121．419123040849．015018．0435．2283．4832100．0自分は連携する必要のある他機関に良く知っていて協力が得らやすい職員が複数いる566．740648．82352828910．7232．82328832100．0他機関が十分に役割分担をしてくれず、すべて児童相談所に任ようとする10712．934040．923828．611513．8121．4202．4832100｛）直属の上司は自分の仕事内容を良く評価してくれる516．136944．428634．4728．7334．0212．5832100．0直属の上司は自分の仕事を支援してくれる799．543652．419623β718．5313．7192．3832100．0同僚たちは自分の仕事内容を良く評価してくれる556．640448．629135．0475．6131．6222．6832100．0同僚たちは自分の仕事を支援してくれる799．548958819823．8364．391．1212．5832100．0自分は児童福祉司の仕事に誇りをもっている779．331037．328233．99811．8445．3212．5832100．0自分は「ソーシャルワーク」の概念がよくわからない344．115618．827533．1290349536．4242．9832100．0自分は「ソーシャルワーカー」である708．432138．626231．510712．9495．9232．88321000自分は今後も児童福祉司をつづけたい495．920825D25630．815418．5149179161．9832100．0（）は％を示す一22一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（表22）仕事上の専門的なことで役に立つ助言を得られる人実数％上司39948．0同僚25630．8外部の専門家によるスーパーバイザー657．8児童相談所以外の専門職の友人364．3いない587．0無回答182．2合計832100．0（表23）スーパービジョンにおける課題1番目2番目実数％実数％役職にとらわれないーパーバイザーの定が必要24229．116419．7スーパーバイザーの門性の向上31237．522727．3児童相談所外の専門によるスーパービジンが必要667．920424．5スーパービジョンの時がとれない16820．214317．2その他161．9101．2特になし121．460．7無回答161．9789．4合計832100．0832100．0（表25）虐待事例対応の際に連携がとりやすく気心が知れて　　　いる職員がいる他機関・職種（M．A）　　（n＝832）実数％保育所23828．6学校25931．1幼稚園394．7主任児童委員18622．4民生・児童委員10612．7市町村保健センター39046．9福祉事務所53964．8児童養護施設31638．0里親495．9弁護士12214．7警察21926．3（表26）虐待対応に関する職務上のストレス解消の有無実数％ある55566．7ない23828．6無回答394．7合計832100．0（表24）仕事上のことで悩みをよく相談する人実数％上司16219．5同僚40448．6外部の専門家によるスーパーバイザー101．2児童相談所以外の専門職の知人536．4関連専門職以外の知人232．8家族566．7いない10012．0無回答242．9合計832100．0一23一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（表27）ストレス解消方法1位2位3位実数％実数％実数％職員と良好な人間関係をつくる11520．75910．6498．8保護者と良好な人間関係をつくる91．6122．2162．9適度に休息をとるようにする11320．412121．87313．2自分の趣味をみつける13624．57513．56311．4職場外に親しい友人関係をつくる173．1447．96311．4自分の家族と良好な関係をつくる5910．68916．07213．0「手引き」を読み返すなど自分で問題解決の学習する／研修会や勉強会に参加する203．6447．95910．6休日に仕事を持ちこまない6611．96311．46311．4職員と終業後飲食をしたり交流をもつ162．9244．3274．9職員とのつきあいは勤務時間内だけにする20．491．6142．5無回答20．4152．75610．1小計555100．0555100．0555100．0非該当277277277合計832832832（表28）虐待対応に関する職務上のストレスを低減する為に必要だと感じている事1位2位3位実数％実数％実数％援助技法のスキルアップ12615．1506．0678．1複数対応の原則の徹底11213．5698．3485．8客観的・統一的な処遇決定のツールとなる援助・介入のチェックシート293．5364．3232．8所内の職員の援助方針の共通理解334．0495．9313．7職員個人が過度に批判されることのない会議の進め方192．3334．0323．8所内の虐待事例への対応基準の共通認識182．2344．1293．5休日には業務の連絡をしない394．7435．2617．3自分のぺ一スを確保するスケジュールを組む263．1222．6313．7児童相談所内でのチームワークの確立10312．48810．6637．6事例の進行管理をスーパーバイザーがバックアップする414．98410．1556．6身の安全をはかる保安体制の充実91．1354．2374．4暴言や圧力を受けた職員への心理的ケア101．2283．4455．4保護者への指導の権限強化232．8546．5364．3保護者と敵対する措置は弁護士・家庭裁判所が全面に出るシステム14917．9809．6748．9医師・弁護士などの自治体の嘱託専門職のバックアップ体制172．0465．5627．5児童相談所がすべてやるのではなく、電話1本で関係機関が連携する制546．5566．79010．8無回答242．9253．0485．8合計832100．0832100．0832100．0一24一　　　　　　　　　　　　　　　高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（表29）児童虐待の防止等に関する法律の成立・施行への評価強く思う思う思わない　全くわない無回答合計実数％実数％実数％実数％実数％実数％本法で虐待の定義が明確になった597．157469．015819．0192．3222．6832100．0既存の通知の内容が法文化されて対応根拠が確立した455．456367．718522．2141．7253．0832100．0通告・相談が増えて福祉司の対応が追いかない34141．039747．7718．510．1222．6832100．0通告・相談が増えて一時保護の対応が追つかない34941．931838．213916．720．2242．9832100．0通告・相談が増えて児童養護施設の対応追いつかない42651．231938．3566．720．2293．5832100．0子どもの迅速な保護に効果がある414．947657．225931．1263．1303．6832100．0親権の壁が弱まる効果がある101．216920．352663．210012．0273．2832100．0立入調査がしやすくなった151．840348．433840．6465．5303．6832100．0警察の協力が得やすくなった657．859371．313416．1172．0232．8832100．0誤報が増えた9110．943352．026531．9151．8283．4832100．0措置後の保護者への相談所による指導限が強まる効果がある70．815819．054165．010112．1253．0832100．0措置後の子どもへの援助・治療システム発展する効果がある30．417621．250060．112815．4253．0832100．0措置後の保護者への援助・治療システム発展する効果がある141．713916．749759．715718．9253．0832100．0（表30）虐待事例の対応をよりよくするために必要な課題1番目2番目3番目実数％実数％実数％児童福祉司の増員40548．710712．99211．1詳細な立法化526．3627．5344．1十分な初任者研修273．2445．3303．6十分な現任研修475．611714．110112．1さらに詳細なマニュアル10．1141．7222．6さらに詳細な国の通知00．020．210．1弁護士の児童相談所への配置202．4607．28610．3警察との連携202．4425．0475．6児童相談所の法的権限の強化688．210512．6637．6市民の理解161．9151．8354．2保健上の予防対策の充実141．7273．2354．2措置後の保護者・子どもへのケアシステムの充実11113．319323．221025．2その他334．0161．9212．5無回答182．2283．4556．6合計832100．0832100．0832100．0一25一（表31）性別日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集　　　　　　　　　（表35）現在の児童相談所に勤務する前の勤務先実数％男48758．5女32839．4無回答172．0合計832100．0（表32）年齢実数％20歳代9010．830歳代19723．740歳代29235．150歳代22326．860歳代50．6無回答253．0合計832100．0実数％他の児童相談所11113．3福祉事務所17621．2児童福祉関係（障害児含む）の部署・施14517．4児童領域以外の福祉関係の部署・施設14317．2その他の部署・施設16519．8無回答9211．1合計832100．0（表36）役職としてスーパーバイズを担当しているか実数％担当している11914．3担当していない68882．7無回答253．0合計832100．0（表33）児童相談所における通算勤務年数勤務年数実数％1年未満101．21〜2年28033．73〜5年21425．76〜10年16620．011年以上13416．1無回答253．4合計832100．0（表34）児童相談所以外で福祉現場における通算経験年数勤務年数実数％1年未満12515．01〜5年18822．66〜10年16620．011〜15年10412．516〜20年8810．621〜25年667．926〜30年425．031年以上131．6無回答404．8合計832100．0（表37）児童福祉司の任用資格（法第11条の2）実数％厚生大臣の指定する養成学校・施設・習会の課程を終了した者657．8大学で心理学、教育学、社会学又はこらに相当する課程を修めて卒業した42451．0医師10．1社会福祉士394．7社会福祉主事として、二年以上児童福事業に従事した者12515．0前各号に準ずる者であって、児童福祉として必要な学識経験を有するもの13015．6無回答485．8合計832100．0一26一（表38）大学での専攻高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究　　　　　　　　（表42）MBIサブカテゴリー点数（情緒的消耗感）実数％実数％社会福祉学23428．1低い12615．1心理学10612．7普通21626．0教育学748．9高い42851．4社会学698．3無回答627．5保育学81．0合計832100．0児童学81．0（表43）MBIサブカテゴリー点数（脱人格化）その他17921．5大学は行っていない637．6実数％無回答9110．9低い37344．8合計832100．0普通23728．5（表39）自治体における児童相談所職員の採用形態高い17721．3無回答455．4現在採用当時合計832100．0実数％実数％（表44）MBIサブカテゴリー点数（個人的達成感）※逆転項目両方202．4141．7一般職採用46355．645754．9実数％福祉専門職採用29135．029835．8高い354．2無回答587．0637．6普通8610．3合計832100．0832100．0低い59972．0（表40）社会福祉士資格の有無無回答11213．5合計832100．0実数％持っている11814．2持っていない68682．5無回答283．4合計832100．0（表39）自治体における児童相談所職員の採用形態（表40）社会福祉士資格の有無（表43）MBIサブカテゴリー点数（脱人格化）（表44）MBIサブカテゴリー点数（個人的達成感）※逆転項目（表41）自由回答の記入の有無実数％記入なし49459．4記入あり33840．6合計832100．0一27一第38集日本子ども家庭総合研究所紀要二麺二P⊃」一過UV刈eρ々e灸輪築署帖恒藍、脚瞳翼e宗雛・玉攣・　　へ�dρ々o灸軸｝“智嶋々」剣鯉V畿伽U娼＝†　　　　　　　　　　　ー⇒狛ホ載ト争・：〈　〉　　　　　　　　　　　　　ー＝n卜和：・〔　〕　　　　　　　　K△⊥K麺舳ワヘU一榊対紹o”司灸亡�p、覧6監い⊃〉鞠、PKート々」一聖「正勾喫」岬．蓮　　　　　　　　　　　　　　　　二麺養ぐ詮〆一⊥区ρい対ρ謎Eε長．V麺レt翼鰹奪津輿　　　　　　　　　　　楓賂ゆ世藁想諮蹄、註蹄　　　　　　　　〈灸運e中〉一む　　　　　　　　　　　　　　　　萌eρ距如刈日二廼」・一駅｝£も導．二曼伽萄穐漁の価翼6　　　　　　　　　　　恒P二翼む刑、型冠　　　　　　　　　　　　　翼」桶届藁心ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　喫o瀞V葎呵ご一灸いhP惜【月”．鎚「＜麺懸、」誌、“い融τ総掴粍需ド碁恥区二に．倉謎ドD尚一田き叩置ehへせρ（恥小ぐ。二輪ρ顎ゆ奮謎　　　　埜粒eゆ二い05、刃二翼竃趣鍾一7賓　　親」ム心トヘiζUのりゆ（暫潔｝S−こ二　　　　　　　　　　　　　　　気粕灸ρ罫φ二いe命P悩〇二．”一eゆニレo亭い⊃瀞爬　　　　　　　〈（訓騒V響董〉箪　　　　　　　　　　　　　　翻罰命些陥　　　」曲ゆニド6磁黒細蓉ミニ翼藩ρO二　　　ゆ給簑鴨刈ゆD薫嗣〔唱．誕U｝ドマ世三霞　　　　　　　　　　　　　　　　　　（翼い桶S驚む割）二穏鍾P猪．藝そρい“亟〇二　　　　　　　　　　　　　　　�IVレ三築3製（｝敦、刃価三二き魍［F｝召落一癒窺如屹　三蔓も詮ゆ舶コK』ムK　．運蟹賂．柑三∈遷　　　　　　鑑K壼烈oっ　、二融姻縦婁P憩響　　　　　　　　　　　　　　　岨日e（屍溜母）螺．V麺廿い累，樋そ二刃「ぐ蝿⊃○」　　　　　　　　　　　　　　　岨二Pt罪砲諏碁簑、潔剥6、翼駅侵鍾渥ゆ喪U墜猟掩年矧虫　　　　　　　〈罵ぎe誌る．〉2ひトハー》、〕　刃レ廿ぐギ〉｝，いJU緊呉、二二逆倉駅杁ート　　　　　ニ」迦レ」蓄駆」震第著』糊砲宗繹奪麗　　　　　　　〈蚕冥e爵認爆罵〉　　　　Ue二」翠《切P製覆誘袖恒軸一3脚ス“　　　　　　　　　　　　か鋭紺製【寵』躍6《eよ　　一蟄二麺二い《Φρいo灸（〜如切�@Oe躍＝矩　　　　　　　　　〈翼望裾寵〉　　　　　　　　鍔周G《嶺螂邑袈窒細eρ翼二P罫絢萎撃廿頓、よや麗．並レニOJ雌瞬筆瓶（焉篇魯導砿e宿輩矩輝蟹ゆ醍口遍縄難置［三巴区轄』f虞｛．奪　義・　摩鍵麟．ー総ゆ噌婆櫻”摯，一葛e啄蟹訴争�dr顧傲駅eへm恥”1γ、lKゆ二い」癒引亀ン萢響述等翠1，Jeρニレ」蟹禦ぐ勾ぐ勾｝飛響だ矩〆出伽鱒漫騨講‘罪　　　　　　　顧謹匿eム八X恥蛋卜・二穏築く県Kへか証迄区準塗ξ倉翼e鎖畿華ε営　　く翼鵠葉｝摯e望＝暮VK“ムKB二霧§‘睡e製く対藍．鍾P樽こU澱勤蹄鎌牽“霧籔嚢麟ζ　　ー　　−軍薩、ζ少羅難嵩雛，　｝5．事瀧“騨駅箕建噸犀｝L�u，凝鎮喰刈り二麺」刈心紹」砲起浬e纂年凋製ぢ蜘…ρ州ρく．P二ゐ槍む喫暮りS券鎖翫蟹　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ罪　、蓬i　　　〆夏　　　　　　　　　【駕4　Fー　　芦F9評　胃、『ら、坐オ二麺二いζ掬纒麟ツ£も麟、〜ごコ｝想翌運砲瞳渥年姻聖ρUモさ二一鵡←r〜　4邑嵯　，薄、　　　　載纐霧篤σウ蔓嫡壇』葛圏澗・漣惰ゆニド暮（�h説刈即畑やρPピ｝蔭羅琿照四“ニタ貸鐘，懸裡型幅Pむ凝謄渥年姫蜜5曝一タ職探eP罷望督亡馳欝饗U蚤器畢堀蜜ゆ二い」如導些藝2私宰菱亀』｝驚畢e感鰹年躬聖二麺ニレ昇切遷紮福灸9飛箭盛娯蟹�d｝、ゆ誕2ピ陶�`e墜灘年瑚製レぐ恒刃申槍｝奪竃普り暇舶と価”不紹ゆ書‡』壁←一楚誓寝麺曇h陸麻ぞ二軸簑戸糞P蛙萄蟄酵鰹．〉凝監酔U｝野邸築範鄭絹二」購PJ如羅榊ぐ恒門寵如由鍵噸ドニ∩製理へ黛摘鰹e籔整選翌二廻」灸」む喫醒“．赦耐nK卜対際叢軍翼�sゆ二対穀eρゆり卿鍾謎瞭．ρいo楚ぐ畏廿廼ぐ勾細璽ρU一壕裂牽t契匡山鍾罷曇d「’ゆ価裟環ρP刈Ue」も〈ミぐ△羅樋密惑困V〈ミぐム芸遂紹簸〉　　　　　　　　　　　　　ゆh〔｝灸慧巌≒．ソト（暫二ρこ鍾い二〇U二母毎翼O毎砲ρ勾串P闘ー望越　　　　　　　　　秘．　　蓑，影無・護ー�d多籍疏醸［欝｝脚懸…一・巽簿甚や静『“菟　贈欝h，ご、り碁�`一．郵“　＾豪、耽　　　　　　　　　　』しドゆ灸灸｝ミトこ．対二麺」如佃薗ρ恒酬爬C駐雀恕臨藁．肛p　ぞ　　F補顎△習駆e劃竿謎ま〉二�@O築6ゆ唄佃⊥心トヘーソ、e舞獣選遷、、聾…5貸匪蛭陸望二凝ニド隙二誕Φ邸伺丞聖“亭羅釦×ゆ8S鼻鎧い二対二誕界VPO命ρhξ」塾量顧草劉凶．eへーレKート築一「馨撫（ε一運．誕咽）罰霞U｝飛一訟e響ぽe酬nK卜ねゆニドjU｝｝瀧e墜奮醒蟹ρヒξ湘二撃飛遵軸．轄e震荊剣竃る惑拍曇e運鎌ゆ罫初厘〔｝翠”涜nKレ峯灸e凝刈り二ニドo刈”一ψ期ホ築刈りゆ恒耀津ゆ二い£ぎt酬ドイ恒脚樹博e窒運毬豊二蜘さ偵濃慧矩eへーbム汽審一二茸暫�@《壕”涜nK卜肇．勾誕騨き蔭《eP璽田砿製亭倉⇒二e羅曇鵬い悩⊃ドζ二廼←懲蓼實へ§e葺経製製〈劃蓑e醒nK卜〉騨．蛍婆螺択e軽摺鼎轍嬉聖．握聖曝、曝讐1竹力弩訊いマ恒、対ぐ墜渥．罪堰製中麺翠り、偽二麺（『ゆ申築菌潟裂刃張敬侵臨e当〕（t製ゆ艦猷廷“む二凝」鰹琶）囲瓢eK勧−争鯉世〈軸塞転e墜灘年劇寒V二婁飛荊薗e懸灘〈翌竃e巡喫」饗▽｛二蓼、築聖菌e芸望き．篭季導，い護浜�s鵜籍』．鞍−く灘顯駆隣騰逡懇鱒ゆ濁細讐へ“串屡μVh二蓑貸鐘翠ゆ網旨軍鶉整瑳撮二薗t鞍一転．Uζ二凝蜜翠二w頓．『〜　　吋焦裟講囎拶．訂置［〈二麺（暫ゆ趣飛崎謬脚寿寂建藝〉K議⊥K築櫓二．沓澤｝禦胃ゆ纂Φト蔵”繭警僧罰理刃ゆ槍套唱、”浮”ノ�d輝曽ゆ6霞鴫醤eわ�@婆響雪“鷺騨き‘ぐ麿芝矩囲駅ドどト並撃詫eΦ灸罷薮建誉飛藝鼻eー療−卜K！h巨袖魅」か撃飛＜eV軸ゆ“杓奪対り二麺�@凝廼暮t麺ψ傘築〔一M6罰卑．P禍刈日e醐翠α9捻曇．岨蜜簿K▲ムK捻瞳駅護くゆ〉倉顧箭；、9結eρe申賢一｝二婁慕R漁e瓶雛廷鳳ゆニレ曾一一な嘱P（勾O細蟹降e区望．ρ勾串．軽〈KムムKeど讐駅…＜〉（〈誓殺eぐ賄騨きV、〜鱗襲離…、雍．穣，、　　　　　p　嚢畠”蟄、句9“鯉望瓶円猷輔｝U初刃契つ蓄築棺画．蝋�k、》二二喚eゆ卸ピ”琉甲ー如とh坤窒刈oρ築填鼻轍摯餐蝉ρ9当〉廻姻嘔懇［揃籠嚢6｝倉毅ゆ恒震聴砲へ15ム》誉蟹翼畷嚢類趣，ζ塞Kム⊥Kド参食“．堅鍾eゆ麺U心妬e璽璽籠」、e演垂噸ゑ忙尽貯ピ毬輌．轄eい」対くーホ犀鰹如る．砲療ΨeP嵐魚弔趨V契6悩ぐ弧鄭・煙麿側葉出蟄ゆ築ひ製U肇“南弱以竃喫e無迷心範築曙』，K▲⊥K嶺杓結喫蜘ドo彩顧雲敏弔二ド鞍超冒宥ドお刈K奪KムムK築eρe申脈窒糠e野響e版玉隷e野響刈『二穏」英ざξ即典契山Gり一〈還藻．聖篭へ“亀罵V〈翼聾e聾諸V，螢割設eイ×＞轟KV’△■匿§日罪飼駅V二麺暮董H福刈畏《穂画姻叙eρ勾｛〈翠d婆ρ勾もVえ蛋、静『ーF、肇e勾壁二麺昇Φ《馳刃葺く灸K−hり駅Pe誕bΦ緯e鍵oっe刈違羅年ギヨe葦隷壱、景　　　　　KムムK割ゆ槍ρPO刈9儂Kート撰匿　　　　　　　　　　　　二麺築く恥もロト麺心枯＜∩5刈二舶ρド」製”｝馨鯉ゆ勾〜楚“価網一ξ蚤謁　　　ゆニヒ＝築蒙遜ρり丞藤二麺£¢U謹ρドO呂悩雲9巡　　二麺Φ穏悩幅《杓遵蒙麟継蕪“．　マ、マ，・4｝　　Peゆ槍築Kートゆ恒曇R出粒e噸ニド」P梶運逗e俸興き轟〒　ド鞠卜逼ρ”5悩8肴区署劉忌二穏Φ灸（�h隔｝昇む誕杓…細誤探鍾灸邊O溺Sξ二穏＃ΦむPe二麺輔蔦む契K−h常範暇【諺疎ρ9萄「灸S二二Pζり日弄婚』桑築貼レ悩”R−he養《鰹翼鍾（〜ゆ心．トトー卒卜卜傘懐殺暴灸翼奮佃〈〉凝攣竃廿巧Klh津婁〉気蒔灸eゆニレい二V幌££“砿”嚢二麺細髭辱朽｝蚤」廿KIhe重コ健些Peニタ飛攣饗“棲望．赦二悩二β欝蓄塒藝塁�鉛Yぎ霞踏帽ド�q恒§奪e習．駆津喫〈二麺ニレ“殉響竃．二麺�@灸（暫築愚黛δ學〉〈朕雛e申Vやeゆ麺け鱈拳”｝聖糞郵還碕〕Pe穏濃三ρ9舶Klお鞍臼逓Klお魯蜀．h噸二》o凝U輪廻遷螺・翠陛嘔＜並H乖聾喫二夢OK−he麟運い餐（葛育葛景eKート順“泪佃Po紹Uマ一卦巫犀〈ド」甲｝蝿2ワヘ蛋eKート魯藝〉二麺〔襲｝父聾酵る、〈噛田鳳鰯一峰曜く〉〔き津】28　　　　　　　　ODO寸OD10りト寸0りー0りOH×く」田脚ロ絹田〜田細ロ皿　　�@寸ODOO10りト寸0り10りOH」田」，　　　　　　　　　　　（皿累宙梶響）伸娠螺懲歴　　擾叙宙如纈権慢脈ψ勾怖粁田＠　　　　　　　��OD�@0010�@の0りIO�@OH」田」『　　　　　　　　　　（獅K醒獅副）1爆細丹　咽叙田縄響踵駅摩釦鮭慢踊ρ刃序畏mO”禦卸♀�I5囮稽ゆ挿謹UK能U牒細硬鵬1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究（侭酬鯉胚　細叙宙坦州）　竃叙＄「叙宙ゆ悔匪U腫便聖魍ρ勾怖」叙敗旧ぐー市遡廿“o�h怪瞬課侭酬鯉煙　品叙宙葦鯉慢舗ρ刃Mm　　　　踵叙宙釦鍵慢踊ψ勾Mm粁田瞳甑＄如鍵慰嫌ρ刃Mm粁田　　　　　　　　”量州細驕oD−��−の撮腫櫃凶拠謡悩厭製UP（叩偏厳）＜囮｝ドU壇扁旺魍製e扁匝UP悩（皿）田のN皿N財NOONOooのool�I○でト　　　　H環捌園高橋他　　。極P5鼎埜‘む製爬二型．魚悔P翠額魚K丹二⊃坦紀〈】二∩U蝦禦b〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。悔桶⊃喫二3麟穐V⊃即紹刃踵e間煙U惜回．為極P鐸額U一寵�IUM二⊃〕乱・穐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。悔桶⊃肺［M）5慢⊃田塊欄U−帥←園胴咽顎怜Q）品劇要Φ鍾細霞�激ﾏ�@鰍“・ρ雲凹回｝。悔P5鼎騨驚｝仁“む廻喫三わ麹穐掴型難・似匿｛躍3漿9始U尺細穐e浪皿匂．葡廻廻二盤騨匂U鯉坦e細鵬留剛．解Q勧桶D髄勺ノQゆ槍ρeψゆ＃9掴U細回匂柘P∩�`U壺驚．9帽Pe甲二置e坦讃箪並腫勧似eぐ醸冊聖魍。悔桶9紹P⊃布諸樹牒畑驕P填擬ゆ悔喰苗楠ゆ〆Q昧翼細回U樹但撃樋呂縮累ゆ�`U｝細驕�oK並細鷹粁．穐麟　　　　　　　　　　　　．悔悩b羽⊃冊二麟穐ゆ橘悔桶9盟細回UO卸初製喫二駐剛匂樹皿鰯H「e梶ー匂樹駁ヨ臨紹e顎品。悔桶9穐P⊃二麟穐園R膿朽】⊃M呂皿掴MUゆ悔製卑脚眠顧匂・翼萎ゆ掴MgD埴園罫蟹湘V細9跨園承9踵驚罪畑駅ゆむ穐辺腫侵聖魍ψ勾怖．⊃3但紹樹眠順匂麺酬楓eゆ食肇罰egMOgMO回翠鯉畑駅。悔PeρV製喫3》卸柑偲瀦】⊃M鎌侵掴（V営や略踵）咀酬回課鯉矧煕e圖釧．V麺並P細驕e週珊渥謂理e廉還．桶面驕粁　　　　　　　　　　　。悔桶9紹》⊃慢3寵樋9橘る9膿園R膣匂墜剛D9緬璽田．垣ド⊃桶初∩U細驕叙宙e渥叙宙罰�KQノタQU督に却鯉腿嫌ψ勾序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈ドニ∩U「細鵬粁〉一29一　　細驕ゆ恒睡UK）ムKり黙“酉ゆむ稽｝轄似仲適e回年鯉畑虫」一【　　】冊騨e皿曲n　【　　】租騨e皿曲＆　　【　　】租劇e皿晦【日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（（即回癒攣仙セ坦屡「艦園）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二切FK需勺想溜鍾疎）量e申。・〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二V想9幻簑蜜葦．愈喫二麺9曜簑鎌＜．卜　　　　　　　　　　　　　　二V想9刃簑誕営e過庫旧皿．倉喫二廼9製築無＜．〇　　二VU碁幻灸誕腔心姻刈ρ勾卵喫⇒濯榔聚囲・脳無縦慢．倉喫二縫9暇簑無＜．り　　　　　　　　　　　　戸♪VU“9M〜解食剃�o璽恥範鞭楠製（も劃刃�o血甥輝訓噸　．（塔喫バ♪隔N9州収伽食麟ノヘ．寸　　　　　　　　　　　　　　二VUゆ9幻築誕盤e誕纏選嚥．憩喫二麺9暇簑輔＜，n　　　　　　　　　　　　　　　　二V想9掲犠匝壇e鰹岡．愈喫二麺9暇築麟＜．N　　　　　　　　　二VU碁刈築禧量煙量⇒蒙想縦睾・湘咽．倉喫二麺9曜築無＜．一。二杓ドK麗匂網爾邸ゆ悩鍾P帽U輕即回e麗ド旦屡葱灸e申ゆ9樋〉湘伽冊剛e申（Oむ製0［）。二杓ドPむO如辰O”一ψ睡二園け硬撫紀e魚皿匂．P二〇旦癒く脳固e匠卑鯉個駅ゆt鴇且虐瀦罪倒吠。価悩」椥誼鶏2枳喫耐即幻「ゆ槍築認巨制《．。っ」，『ゆ霜築齪巨皐皐．N」Poo距　丁。o…”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　�I槍喚躍匝慰｛楚P無く睡田e担黙Uゆe心亡如総蘇．n，”　　　　　　　　　　　�I槍簑圃麗傘傘楚P蝋く幽賜e担騨U槽e心亡如燃報．N・．　　　　　　　　　　　　　　　二麺腱巨P鎌く幽暇e担黙想e心に如濾縣．【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．の（　　　）摯e申．黛　　引蚕Kl娼Oい．＝　　提果KlもOい〜K！もい寸　．〇一建来Kl碁O寸〜い斡　　．QO　　梶果K−Lやいn〜On　　．卜　　　　佃鴉来」臥！L心O��〜いN　　。O　　鍵果Kl心ON〜鴇．寸　梶来Kーも9〜9．n　運果Klb9〜い【　】N埋鍵　照果　トくK躯口果も心トくいい　c刈寸1鋸〜〜　oo吟e寸寸一》〜σく　　　　　　　　　〈韻累麹尽蹄雌魍〉戴罰環雇蹄雌魍ゆ＃鼻暎刃ゆ櫓や剤姻＠一30一　　　　　　　　　　　　　　　　（　）摯e申．。。糎菜Kー娼〇三〜。自．卜　鍵張K1娼o製〜。9．。　揮果K1も09〜。。。h　　　　　　　　　　　　　　　　　糎菜K！も。。。〜8．寸　捏来Kーも8〜。寸。笛　躯来K1も。寸〜8．N　罷張Kl娼R．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈掻環麹麟鯉〉（二杓F咽柵紀P倉〉后、レマ恒細丑縄蝋廉酬・肥聖絹曇癬聖堀雛・剛剛蝦廉）【ー】無鯉罰照OV・哺、樹戻輝稲肥ePて価ゆ尋♀踵刃ゆ冷P罰姻e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（oF冥矩尋申）。’莉ドK毘”梱ゆ聰ぐ翼即回憩灸樫卑鯉e尋矩冥申ドニ09癒尽蹄世爬刃癒鯉ねV．岨、網展騨論罪e》て廿。灸価P耐榊紀刃ゆ帽P昼畑築’患〉e勾尋O紀鴇鍾（ね釦榊丑梶螂聚酬・四裡絹禦・癖�i堀雛・剛鰍暇廉）癒KIおゆ価珊騨酋紐築雁怠卑制駅eく戸dKーも【　　　】尽蹄e雄魍．担項e申◎　K！も【　　　】畑やぐ如輿眼騨議罪e》マ価◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。二杓製VP」K駆刃O鍾枳二廼灸罰製KIも※）　　。二杓製〉レ耐癒榊（O釦網昼縄螂環剛・四鯉麗禦・癖�i堀雛・剛剛聚廉）癒KIも罰製e担嘱田卿皿N　．，−N（　　二切』K需勺u蓋量蝋）摯e申．寸−墾》、1ζ！K6　呵製穽騨．d＆　旧翠鯉畑虫．一。灸卜P狸罎e勾魯いe需』鍾皿くNe申。価悩」椥踵穐U枳製史麹細「ゆ価罰製P→蚕くN．．N」Poo踵　．Too1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究他橋高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　　】遜蝋◎　　　【　　】『畝瞳○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　二杓」「K旧粗勺U5但量臥）摯e申．n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ赫罰卑粒』ーゴ＜N　．N　　　　ゆ世罰理P＜一　．一．二超k麗η錘即回冥即＃申網巾睡ゆ増P帽．ピざ”遜踏『一瞳e羅堆くーホe雀陛e継e栓夜eぐ掴舗嘩蝋耳騨竿綱麗e罧皐ゆ価謳U奪鯉】冊騨e皿胞」oo【　　】田酎e皿曲ら　　【　　】冊酬［e皿曲N　【　　　　　　　　　　　　　ゆ灸灸簑鎌貼想如鰹貼eぐ世粁．Pe二麺二P罵切坦榔想蝋陛惣粒陛灘睾畑虫罰．⇒認想颪駅e製掴驕K綱．〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二麺罵憩ゆW築繭匝e蝋瞳．い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ」陥N6軸心｝貼叫←》釈漏腰、旺』【ら［順」「．寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二廼ぺにPe二麺罵�@帥シ食罷姻陣e腔魍．n　　　　ゆ槍粒盈艦騨築択ゆ謁如い製貼e望．9櫓築誕暇想R擦密遜蝋�ke二麺ゆ灸£灸ゆ罵Vいb懐簑湘鰹迷ρい⇒颪潔如攣綱聡ノヘ周．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ麺Vj出郷食9£睡e巡9麺V如ゼ簑攣燈e刃湘鰹吐刃心に如綱寵K掴，一（即回蝋翠尊適巫票酬）．’朽ド話胃如ゆ睡ゆ増P§畢即回e選‘”璽露e霞D樋慈．梱艇9峯P騨咽ゆ価縮警轟価曇蝋如綱麗K個　　　　　　　　　　　　　　　　二縫，n　　ゆ櫓回無継，N　　ゆ槍む製回【．【（Oむ製OF）。灸価悩⊃帽築刃U翼O影梱綱麗K倒〉℃幻甲9艦ON猷奥卓鯉制虫埜喫廼槍卜o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　如螂eeρゆ蝿u菱ース．寸　　　　　¢嘩eむ鰻ぺ溢ゆ舶u範龍鯉．笛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢嘩eeρゆ紹想榔採・陛様，N　如螂eeρ�I舶想禰似・怪快る舶稗器畑．【（即回蝋畢）。二杓←》む0伽量OPマ赫”一ゆ睡ゆ悩鍾レ甫U耐融鶏e余皿匂。灸廿和咽榊鶏刃製網姻築魯喫灸仲い紹e勾鍾「櫛蝦e建鯉」　．O】eρ�Ib懐想皿曲」31一【　】eρゆb樋想皿曲��　【　】eρゆb樋想皿曲N　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二噛簑二遡誕Peρ麺溜校−鍾即痙掴聯�I廿認想遵被Kl娼趣魍ゆ舶U。川口K巨．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�I櫓�k9再刃e申幕魯再霧楚紳擢掴騨ゆ赫認想懐枳Klも世拠ρ舶想醒口K卜．い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠圖ρ）罵切む製迦掻想魅愈憧如攣£柳e皿響．寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ圖ρい嘉切む製津掻Uゆ知切垂聖如輔＜e皿響．n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心曲、刃二縫V⇒偏意鍾刃Uゆ桃匝築乙、匪eぐ陛誌睾畑虫．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心曲、刈二⇒燭蛍楚刃りゆ悩炬築乙、睡eぐ養誌睾細暇．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（即回癒軽伽掌倒回呂環脳）。二芝−話背榊鞭晦ゆ増P§錘即回e理−け墜虞e謁観V轡飛象晋．》§サ∂彬》悩煙岩誕昌麗e陛瀧繹制眠ゆト謳U垂鯉eぐ男呼．廿唄．寸n，日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（ミト肖q卜V℃欄U“尽蹄�I喫緯想罧略，寸　　　　晋寵縫霊超蝋9蝿e坦快昼鞘．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒麺Uゆ難．卜　　　　　　　　　二杓ドK需勺想留葦瞭）章e申．O　　　　　　　　部経二⇒瀧9舶e掛幽壷『昇e趣魍．い罫縄麺羅糖e昼鰹喫⇒旺運姻尊藩姻欝螺勾麺醤爪勧．笛　　　　　　　蜜総二⇒紘9鰭e屡魁収命製賢縫密網聾，一　　　（OUOPeψ縫剛螢胞ー）御9廼剛導U喫漿灘¢（o．為二いo埋v畑．寸．♪募⇔o運9悩櫓．斡曾Po趣嘉皿．Nゆ二po運u壼荘田．一　遡懸旺婆℃二誕Φ戸食ρ。O　�I槍む陵唾一想肢縦駆畑聖，い喫⇒翻如初福貼P回網。寸　喫⇒翻如如忘曲Pく馴．n　　　　　　　ゆ槍無継犠型ゆ貼e旺埋匝報喫罵杓梓旧町，N　ゆ二いo蛇如型ゆ貼喫罵切樺暇想く理．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（O旦Pマ恒eρゆ悩鍾P帽）檸盛e抽顧齢（o喫o．§喫例u駆v姻．寸喫o灸麺喫偶u駆勾ぐ刈遍．n喫o伺u趣傘命．N喫o帽u敏颪寒．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畷凝eぐ燃綜（』　　　二麺型o最．寸　�I二い譲楚彫、麟簑二麺二和ぐ梶．m　製ぐ樫籠1．d製ぐ纒恢畑．一　　　　縄蝦（�I（ぐ担悩⊃帽鍾P『抽弼紳e到譲態拠弟勾庫』怜串ぐ※）　『（坐槌栖�r二塒NP慣時）抽而叶e倒馴世鯉ρ勾庫』　　　　　　　　　．二杓じ吉富9萌豊讐P書二9萸郭旺埋e『佃節叶e慢夜世鯉』．二一32一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�I櫓P初之心に想鐙蝉樫P⇒刃煙糠1e遵被鍾齪余串聚ゆ当想梶榔聚囲・幽鞭縦選．N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍P初之ゆむ鯛V妃ゆ麺9槍P謎貼e巡畷楚謎魚串駆ゆ舶想濯鰹聚酬・魍鯉継爆．一（OU枳．の園．飛憩ψ勾）。．朽」−》tO樹母Oけ｝巾睡二暇け聴湘鴇e余皿ημ二〇リ一謎象峠環ゆ舶旦梶螂麟酬・四禦覇坦ゆト一縮2奪蹄準拠　OP　　　　　　　　　　　　　　　　　二蝿楚曜亡罵短罵申喚旧翠鯉e霞瀬駆畑喫．楚想懐茨・掴駆e職皐．寸　　　　　　　　　　　　　　　　二舶筋鳶9杓桐謬食憲赴無鰹e収響ゆ廿遵友．楚u毯鞍・糊羅e掻皐．n　　　　　　ゆ槍P國類灸くーホ臣帥縫『酸糞e掻逼喫展翻如鯉即e霞誌畢畑喫ゆ．楚想懐蒙・綱羅e職皐，N　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍�k剛類終くーホ£僻彗映難想腹縦睾畑虫ゆ．楚u蓬茨・掴聡e掻犀．一（Oト誕9）．．∂杓」レむ畠量Oけ距晦’葭リ聴寵鶏e余皿》二9壽壮e僅翠馴驕e駿犀ε》ト敵榊釦塑�@，寸91．児童福祉司の職務とストレスに関する研究高橋他＼Dooooゆooooゆoooooooooooりい》、》、いいい》、》、いい》、》、い》、》、い》、》、い》、》、寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸6め〔〔〔のnnnn笛nnめnnn箇nnm〔庸田一輿匝想無回一國置想一回一灸殴想無回一灸皿想一回4ミ申嘉蚕■61NへN　N　N　N　N　N　N　N　N　N　N　N61N　N　NへN　d一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一世想無回灸申彩準oooooooooooooooooooooo＿遡ρ麺二　　　ゆ旭簑脈廼ゆ舶ゆ二P癒賦姻誕》二〇u“迷駐e腱匝�I二）斌鯉犠湘磁友爵鰹　　　　　　　　　　　ゆ如P簑掲日ゆ赫懐寂想盤蛇想腱匝縫密璋禦e�k引蹄さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆh喚D樋製如想疇匪e余皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆニド匁刈9命如沸湿ゆ櫓運填eV幅　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ廿曝煙築余脈刈槍喫む灸如哩想湘磁較爵騒　　　　　　　　　　ゆ如P築刈日ゆ噛�S姻脈園賦製二ゆOVUゆ曝紳刃湘磁茨益鰹　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍PKムムK想荘罧楚刈UV遜想潔−刃く　　　　　　　　　　　　　　　　二廼⇒想取V細刈心ゆ日型簑犀想湘磁攻昼曝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心．曄、刈製知h初儘｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二）D樋姻埋降餐海想蹄担　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二》二遅）⇒刈いゆO慧賑暇　　　　　　　　　　　ゆ世簑脈心悩⇒P⇒想獄樋簾如魯薫脈e余皿楚蹄湿e日　　　　　　　　　　　　ゆ二）網いい麺想遜蛇」友想く心灸）二〇想跡湿e日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二）o掴Uゆ鰹e＜⇒霧刈如蹄湿　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍P担斑賑喫o栃」ド如O展蓑想蹄制｝　　　　　　　　　　　ゆ二》oの灸灸U5皿朕誤想荘株⇒蒙想麗匝e湘磁サ杁益鰹　　　　　　　　　　　　　　　　心灸O姻取想荘妹麺刃日V直想潔−刃く田潔　　　　　　Vい蝋想余皿ゆ二い⇒如快二縣麺心舶二麺P＜如湘磁釈爵懸ρバ食喫槍ゆ如�k駐騨想鴫即灸ゆ二》b樋U塔舶e勾簑＜e申想腱匝ρ二》展理築湘磁執爵鰹　　　　　　　　心曄刃楚罵む麺む灸昭想蹄七b匝喫悩．b穣如農鰹壇喫如型憲　　　　　　　　　　　　　　　ゆ麺U“覇薫駅喫》蝋罵緊刈ゆ腐潔築蹄さe田−　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�Ih築b響喫》蝋罵緊想霊璋翼P蹄超・二杓ト】むO梱母O且陛細ゆ価罰桶。灸喫」悩」鱗抵P遡懸e勾県畷鍾喫廼霜．》二〇UOFOFe皿瞥巨団e割eト蚕■N6ぜい、o卜o◎σ、〇一NCら寸いゆトQOσ、o剛N　　　　　　　　　一一一一一一一一一一N61N．NF一33一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集v麺旙川い｛いい………いい……い吟い……りいCヘーン桃讐寧轟寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸寸漸……………nn斡＿＿＿mnn＿箇二NNへNNNNNNNNNNNNNNNNNNNdNNNNNNNNNNNNN一一一一一一一一一一一一一一一一一一・｝一一一一一一一一訓一一＿一削一一一　　　　　　　　　　−い8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二喫む℃O如旧霜鯉畑喫ρ巡↑楚余皿（R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍粒「1只lbミキハi〉」惣余皿（旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二麺ゆ灸£V紹簑硬選e「へibミ亭ハー≧楚余皿（試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�I二Poρ如9総想蹄とe雁霜蝉畑哩楚余皿（需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ冨V》⇒鰹似如蹄坦e余皿楚翰喫遜匝（Nn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ罵VP⇒填瀧V蝋如齢便蹄担e余佃楚翰喫懸匝（冨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�I罵〉P⇒鞘似如蹄坦e余皿楚后馴e哩魍（O��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ罵VP⇒卑馳V噴如紳痙蹄湿e余皿楚旧引e暉魍（ひN　　　　　　　　　　　ゆ赫刈心舶畑出U“瞳誌畢畑虫》之赫．私嘉VP⇒如理余扁駆想余十簑趣運運（。。N　　　　　　＠二無継終皿響二価命嘉心霧倹R墾P二Pい最V皿u薩運遵ゆ槍e榔類ゆ価蝶酬楚余皿（卜N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二い嘉和想9緊憩灸虫匙魍鰹楚余皿（旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二P罵切想9緊ゆ灸（＜ゼ）藝鎌e湘埋魍楚魚皿（鴇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二い罵切想9肱惜中農湘津魍惣余皿（寸N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二P“切典似ゆ灸出倍惣余皿（爲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喫二P⇒馴�i如刈日ゆ赫出榊想雁翠畢畑聖楚余皿（臼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�I二いo偶鰹想懐蒙e尽蹄津�pぺ楚“糖湘翠鯉畑聖（肩二蜘食刃月ゆb懐如轍図u“遵友刃ゆ罵切如軽臨9麟竺P二慧e心灸諸偲傘陛鰹迷営−簑湘鰹迷桶惹皿（ON　　　　　　　　　　　二幅簑刃日ゆ◎蚤如隷図想迷認e刃湘鰹送ゆ赫認想胞�iゆ当想照。。N並余皿（ひ一　　　　二幅簑刈りゆb鐘如無圖U萄りゆ恒如胴鞭駆酬・港K縦禦》む掌9督如繭匝e湘鰹瞳楚余佃（。。【　　　　　　　　　　　　　　　二幅簑刃Uゆb樋如鐵圖Uゆ唾経e湘鰹送ゆ赫認想鰹瞳盤1桶心余皿（ト一　　　　　　　　　　　　　　　　二幅簑刃り怠峯想蜜昇e灸心勾灸いに如帽丑�I紹想蘇。oN楚魚皿（2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二噛築刃り魯峯想蜜穽e灸心勾灸ゆ廿如鰹迷壇−楚余皿（2　　　　　　　　　　　　　　　　　二幅築掲U瀞峯想奎穽e灸“勾灸ゆh潔蝋如掴麗K綱楚魚佃（三　　　　ゆ櫓築幻日ゆ誕u承隆刃ゆ嘉£細u葡鰹峠巧赫り型如謡溢p譲誉繭鞭e肢誌翠畑虫桶贔皿（9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二幅灸刃日ゆb響如R出麺溜騨々P製電命畑嚥楚余皿（N【　　　　　　　　　　　　　　　　二噛簑幻UゆD樋如纒岬e砿》二P⇒如遵サ執eぐ和趣拠楚魚血（＝　　　　　　　二幅簑刃月ゆ廿岡魍想躍距二麺ρU“心申如P迷駐P二い⇒如懐蒙e尽蹄雌魍楚余皿（〇一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心曲、刈ゆ櫓P閣糊簑慣遡e蹄湿ρ9蝿曲幅釧認蛭余皿（ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二P⇒蝋択ρ艶姻藩e孟誉蹄担惣数皿（oo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心曲、掲ゆ二い二但想蹄坦e雁課鯉畑四“楚魚皿（ト　　ゆ二いo麺想鯉暇二赫傘二運簑昭埋鴇痙e勾誕鵠鰹＜O・ム勢皆』ギザ・軍傘蝦蝶e鼻鯉e嘩響（O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ槍和蜘蹴蛭騨坤巽e嘔響（い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ沿塒悟ド蕊岬鯉姐寓論叩嘉憩D》＼輔岡》食ソ旧糖閑（寸　　　　　　�I槍築翼蘇ゆ縦亡姻コヤ斑誤e燃蹄麺O血騨如喫⇒旺聴如鵠運＜O�I赫刈愈b惣梱八口〉く（n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ二》鋸憩刈簑誕盤想剛．類降P辮擦遮P“喫灸倉赫赫e継“（d　　　　二麺罵刈想余十簑躍盤心亡如へーbミ辛ハー〉縫密蠣輔遡．彩ゆ刃簑痙営想辮轟e騒需Klも（一ρ岨Φρ勾．n　心．典．d　心曲、U｝ニゼ．【　　（Oむ製O［刃η皿轡e冥矩＃申）。二杓ドむO鶏網辰OUψ睡ゆ悩鍾レ帽P二〇刃Uゆ二》o廼里9樋紹ぐ製必、．P仔ゆ価榊蹄型築翼廼帽φ戸一34一，091．児童福祉司の職務とストレスに関する研究高橋他　　　二麺悩日翰典如冊ど想田≦ゆVO如迷認麺蛍画刃翼猟e余皿　　ゆ世U“心妬�I幻如、伽、≦想遡姻　ゆ恒想む製痙証壇灘繍麺二槍如Oe刈皿響．。。　　　　　　　　ゆ赫轟楡想姻慧翻亭“過庫．。　　　　ゆVO如迷認く属二⇒駆想《嘩謹．。う　　　　ゆVO如迷認誕く麺蛍鎖刃和鰹迷（・しΩ卜一〇N　　　　一）週。う猷．（）週c遇駅．（）週一駅　　　　　　　　Oρ如運似9喫⇒如畷益巡縣潔刈嘔響ゆ赫如細齢e迷駐躍誕和余皿勾麺赫製崎渥如「初忘貼」　　　　　　　　　　　　　　　ゆむO蕾如営嗣e余皿　　　　　　　　　　　ゆVO如懸認誕く麺蛍畷幻皿響一マr卜一〇（即回蝋翠尊適四乗幽）．二芝レ耐即Pゆ邸榊9曇忘’§露州．’鳶髭娼露e詫ミ申．価誉仙置書奄e枳翼咽即当逼．こ器孟丁。。P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰻二二　．N　　　　　二惣　．H。灸赫悩⊃槍並幻Uゆニレ士蚤をノ栽巨．”噛倉喫ゆト契駐網Kム⊥Ke→熔響ゆ価駆u鞠栓鞍聾鯉．鍾喫廼需．ooP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駄蜘．＝　　胴鰹焦。O一　　緊酬d　　経偲鰹測畑喫．oo　　陛灘蹄霜鯉．卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　−蝋八ギ型迷＃蛍橿。。　嘔榔畑哩・畑田．り　賦榔細四甫｝相．寸　圏浬§．斡　樫磐．N　症櫃吐．一（OUPて赫＄麗普帽）．二杓」馴吉穏量O”蒔晦e矧醤・趣墾詔二》最慧二享馨叢〉蓼多還則レ£り一毒豊継e煙藝簿態興卜F　　　　　　　　　　　　　　　　　　二誕二．卜　　　　藝瞳，O　　　＜最e芯誉響窪榊測趣く最e饗窪融e《ゴ陛濡睾畑虫．寸　ー筆�n、1ζKゆ舶u孫£僻e籠《．n　撫直，N　旧。「　　　　　　　　　　　　　　　（Oむ製Or）。灸赫悩二築くゆ赫V蝿榊溌麗伽歪峯eP刃Ue→蹄＃．一》�_o【　　】躍駆麺剛矧想皿曲＆　　【】躍駆麺剛酬想皿曲一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒穏想嚢．O　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二切トK需勺U5但量瞭）摯e申．い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ凄麺罵“〜炉（氏匝撒皿eNりmへい勧ー解＼1配へ。寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馴類築八m爪勧ーζlKゆ舶想蝋『L僻e《肢誌翠畑虫．n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円但e製窪紳e；繁ヤζーζlK，N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨類簑製軽el繁ヤ《1γ＼lK二麺彩ゆゆ刃想響鰹．【（即回蝋継椥‡坦竪累幽）。二杓ドK需”細巾睡ゆ悩鍾P櫓旦雁鞠即回e田ト2回一葱灸eρ廼剛制。ノ載価P庫鍾齪騰ゆむ紀旦λm誤』1くIK．頃F一35一二麺二．吟＜属e響窪癖e重ゴ陛議畢畑虫、寸　ー争ヤKlζKゆ舶想係寵帥e籠欧．n　遜匝．N　　旧唄　　　　　　　　　　（O士製Or）。灸価悩二裂くゆ尋心咋榊粗儘0倒巳継P刈U縛密正砂e引蹄お．一，寸Fゆ罵杓製典簑く唾PO当U｝杁ートeU．稗麺　　　　　　　　　　　　　　　　卜，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転．�p　疎．H　　一　誤坦　．裂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。世編強網⇒岳二匪魯曜eR墾勺惜這�keぐわ桃O槍友潔惣刈日．赫悩む羽⇒岳バ」麟鶏如K麗勺P」桃⇒謎u郵哩麺。皿績幽e需Fu蒼喫e路余e映擢掴聡．築赫栃9稗P⇒二麟碑P岬需簾楚綱聡粁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製哩綬幽　　　　　　　　　　　【　】躍駆麺剛糊想皿曲凸　【　】躍駆麺剛糊U噛皿曲N　【i】躍麗麺剛糊想皿曲【日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒陥NU噂撒飾，寸一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二杓ドK麗勺想溜葦蛛）摯e申．9　蝋択e〈応Kハト娼eぐρ勾串・湘鰹瞳e巡幽鯉．自　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝋択e鰭救遽串e唄型迷．＝　駐騨e咀福．〇一　華繧e謎攣溜燈e償縦睾畑虫び　　蝶型e刈蝋沸．。。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽暇eイ肢灘睾畑虫e羽鰹焦．卜最咽e圖麺羅龍u笛初．。ミトdq卜麺累粘u笛艘い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遡寄申恵縫余＋．寸　巡霞湘田牽麺余＋．n￥誕祠廼畢糖．N嘔聖e旧翠螺畑喫．【（釦回無継仙掌坦竪曜幽）．’柘ドK麗η細ゆ睡ゆ悩届p帽”亟細回e麗ドu壺の灸eρ廼關酬。灸価p準届乖縫臨噛り毫喫ゆ赫〉舶⊃結榊慢夜e犀蹄世鯉葛戸ゆ麺○喩橘�o、V漏W，寸二麺縛曲、V畑。寸戸♪誕愈曲、V茄W．寸バ」蝋鷲○寅噺躍、V湘¶．寸バ鳶麺∩嚇廟�g、V剤W．寸戸♪蝋忙《脚話鵬、V湘W，寸バ議麺∩蜘曲、V漏W。寸バ♪儲潤∩蜘一脚、V湘W．寸パ」儲潤∩蜘話脚、V湘W．寸バ心麺∩蜘曲、V掴¶，寸戸か麺∩嚇廟駅、V湘W．寸戸♪猟村∩暫話�o、V湘W。寸”ゆ隔N∩醤一胴睨、V掴順．寸二麺ρ曲、．n二麺£．陶、．m二麺ゆ．昨、．n二麺ρ．曲、．n二麺ρ．昨、．n二麺¢．陶、，n二縫の．囲、．n二穏ρ．晒、．n二麺ρ．曲、．箇二麺ρ．陶、，n二麺ρ．睡、．〔二麺ρ曲、．n二麺ρ．曄、．��心．睡、．Nゆ．晒、．N沿．脚、．N心．囲、．N心．晒、．N心．睡、．N心．囲、．N心．昨、．Nゆ．睡、，Nゆ．睡、，N心．睡、．d心．腫、，N“．昨、．N心曲、V繧．一心曲、V繧．【心曲、〉魑，一心曲、V繧．一心曲、〉繧．【心曲、V纒．【心曲、V繧．一心曲、V繧．一心曲、〉繧．一心曲、V繧．一心曲、V繧．一心．典V纒．一“曲、V繧．一ゆ槍終映擦ゆ赫曝潔簑く応Kハ蟹漣・益鰹eぐ湘鰹迷e巡胞鞭�I櫓築蝋報ゆ赫曝潔纂く承Kハ蟹藻・爵鰹eぐρ勾串e遜幽鯉ゆ槍簑畷誤ゆ悩纒築瞠選癬聖ゆ舶想陛灘睾eぐ湘鰹瞳e巡鯉鯉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喫曜聖簑騨瓢　　　　　　　　　　　　　　　喫O麺V赫傘嘩築R題e蝋翻　　　　　　　　　　　　　　　　喫O誕V赫傘⇒炉食掴寵K桐　　　　　　　　　　　　　　　ゆ櫓終蝋擦ゆ栃膿簑劃e理緊　　　　　　　　　　　　　ゆ槍簑畷誤U。鰹吐麺姻顛eρ勾串　　　二麺灸〇二製簑誓執e樫潔鰹測畑聖レ醒聖簑灘睾・湘咽　　　　二麺灸〇二製簑遵蒙e霞鰹迷盤−P展聖築瀧畢・釦咽　　　　　二麺灸〇二製築懐友e雁霜鯉ドペ聖簑繕睾・湘咽　　　喫⇒潤選簑累騨e遵釈P罵初�i似坦築紳便e最咽e挫憲　　　　　　　　　　　　喫O縫想選圏築欄製e津魍P坦椅（OOいOF刃η皿腎ゆ）。二杓製V》むO樹母OU巾睡ゆ怪鍾レ罰。灸恒悩二P尋杓旧｝馳い勾埜に禦・綱慣e世環ゆ恒毬9馳司電e世鯉畑虫・鍾喫廼槍（（（（（（（（（（（（（一61c∩寸いo卜QQひ〇一dげ、　　　　　　　　　一7−d　▼一醐　甲一司．ON一36一（）週。う猷．（）週�p猷．（）週一蕪　　　羅葦ゆ世蝶型簑謎躍迷匪P椅剛賠鯉．V麺届Peゆ傘P乞赫簑瞳縦睾畑聖．。一　羅堆ト勢卜尽慶＼e響臣碑濯響e赴漣皿e勾麺お鰹焦・駐圏　　　　　　　　　　　　　　　　く承Kハゆ丑想岡畑築荏「昇讃哩掻・羽鰹焦楚幽聖ゆ世友蓬刈湘鰹迷　．コ　　　　　　翠繧鰹理e癬聖eイ湘鰹吐卜b量劇．d、eぐ嘔謹翼む甑如R出亭幅嚥．N【　蝋択e羅赴胴喋斎灸桶萄畑侭e蝋．＝　　ゆh。卜躯卜心a＼築1墾�n＼1く！K如酎即に製e尽蹄帽選eへーb〈ーホep起霞奮漸聖．。　　　怠駆聖↑d爪もKゆ世畿嶺K！客e余皿．。。　　　・轟⇒如潔矧e燃縣讐苗廷縄贈岡＃e糾期遵蒙eぐ尽蹄津魍e痙霞．。　　検偲蝦e継“二麺e刈日�I罵切葬誤u駆咽簑く箪皿響h　　　駐騨熈蝋e志糠昼鰹e嘔響e痙陛　　　　　ムーハハ勢H出eK女．益鰹ゆ廼刃ミ；募e製迷咽景麺鐙ー繋・鐙躍帥．��　　圏毒e颪瞳e遵執無畢．N　　ト赤トミ晋Ke煙燦爵鰹　（細回蝋継価‡坦堅累幽）。二杓』レ咽即P巾胸伽O。っリ壷一忘灸eρ廼州。灸赫悩’Gう樋幻製醐噛築庫．9£喫ゆト填嘩梱Kム⊥Ke→燃響ゆ恒謳U懐友館爬，一寸卜Oco頃�@　　　　　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　−oo，タ恒桶t→」冊蕊樋⊃舶⇔。翼」幡二袖ηい刃築⊃霜”不刃ぐ雌R輯”ρ口刃二」翠絶承。二杓ド事灸椥鶏榊刃Uゆ尋憩絶》o廼け｝9懐鶏レニ0昆KムムK皐劇総採ゆt絶旦授友eぐ進爬　．�@N1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究高橋他　　　　　　　　二麺二）o典．N　　ゆ二Po薫．【（Oむ製OF）。灸トP轡ρ鴇網輕無刊卓鯉姻＃鍾翼廼帽．。oN　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旺墜響『L癖翠鯉．N　　旺黙響謎1．一　”楚旺転e皿響陛灘�i畑蟹．壇期旺転e喫麺槍◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旺転響窪鋤霜畢．N　旺転響謎ー．一　”　　惣旺転e嘔響症灘�i融虫楚箪藻皿担曝◎（Oむ製O一宴即尋申）。二杓製〉》士O榊量O宴矩冥申”一eψゆ悩鍾レ霜レニ02典酸e富踏篇匪腿e呵欝遷趣距絹罪制蝦ゆむ鴇U葦襲皿　卜N二麺二）い串需尋蓄．。。呈e申。卜齢畑虫，。聯佃畦．い齢“担．寸磐櫃藩．n齢騨々．N齢琿鯉“卑．一（Oむ製OFeρ廼州）督榊eP卦《（』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eρ�I赫に如麟鯉龍躰麺邸類）」刈旧琿鯉畑虫．》o槍P湘ゆト薪U｝脚釦温．O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和鰻」蹄翠想縣蹄翠鯉畑聖唄蚕世口．》⇒ヤ冊相瀞運“還、い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H「卓鯉“＃．寸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駐團．n　　　　　　　　　　　　　　　　　　湘喫⇒罧惜》愈過樹曜麗ゆh蜘睾uる冨日些区蕪騨ゆ恒過柳姻番姻担楚V⇒柵磐櫃藩．朴騨．d、い二碑u罫照。N湘喫⇒ト嚇萄距賭e“瓢罷細赫製聖e囲著釧映楚区．⇒課惜如縦潔e導e申鰹聾�I廿鑓渕如皿謹e継爆草運畑虫鍾区旧輯魍職虫ゆ廿製聖e囲艦畑殴．【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（皇裂9）（§駅二猷坦）．’避扁乾旺卑》並輕慰eψ翁訳e理匙ぐ匠皐鯉制署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟嬰即母摯鰍旺坦e匠霜羅刺駅．。N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二麺二）⇒罰卑．N　　細二い⇒蜘理．一．灸蕊’⇔焉湘製》鰭響軽輿櫃麟垂ロ禰癌聖くモ↓、IKe嘔縫e摯PE左踊罪刺虫のN　　　　　　　　　　（暎籠　　　　　　二杓誓K麗勺想濫葦蚊）縦潔・脚籠e塑e申，い（暎鴇　　　　二切トK需勺u蓋量麟）　需爆・脚籠e牽認輯鯉e《蚕賢胚畑虫．寸（暎最　　　　　　二切ドK需勺想溜量蝋）縦潔・脚籠e（約佃聖伸邊）迷認謬鯉畑製．n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陛燃蹄霜鯉．N　荏灘駆畑虫e摯．一（Ot製OF）。灸翼」悩ニレ尋杓総翻”U哩量e憩轡勾鍾症ゆ価総霜巳陛蕊曄制駅e柑鴎（o　　　廿【　　　】獣咽“癒廿錘型斌順ゆむ穐巳野邸瞳匪卑駆P‡蚕虐瀦罪制駅（』　　　　　　　　　　　　世【　　　】猷咽”顛計総翻鱗順ゆむ鶏U陛溌罪刺眠（6　蕊一37一￥軽OO　　￥懸Oい　　翠軽O寸　　ゼ軽On　　翠｝軽ON錫廿　．。っN日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集No．回敏記述（記述は　文のまま）2親との表面的な関係づくりに執着する昔のやり方こそがケースワークであると思い込んでいる人が多すぎて，結局子どもを救えないことが多い。カウンセリングとケースワークの違いを明確にすべき時に来ていると思う。4このアンケートでは、虐待者と対応する場面におけるストレスが主として前提とされているように感じますが，基本的に虐待の心理・メカニズムなどを理解し、ソーシャルワーカー“しての自：覚とすべき援助について理解があれば、実際には虐待者本人から受けるストレスは解消で歪繕露惚諾講議鷺麗騨鼎宅縄轍搬謙渥誘縫顯潔轟濃圭馨爆獣誤蕊りも、多数の翼係機関に理解窒求めたり、説明したり、そういうところに膨大な労力を使っています。また、死亡事件が起こると関わりを持っていた機関が責められるといっ状況にもストレスを強く感じます。このような状況が福祉司の安易な措置につながらないか懸念されます。5所内でのバックアップ蚕なく、一人で抱え込んでしまい、一年目が終れる（まま）頃バーンアウトした。初任者にはプレッシャーきつく、配慮が必要である。職員が守bれていなければ、子ども・家族も守れない。69虐待での事故はどんなに職員数を増やしても専門性を高めても、努力しても完全にはまぬがれることはできないということを，虐待に関わる人達（マスコミはともかくとセて）がきちんと理解してほしいと思います。社会情勢・経済状況・世の中の養育能力等の大きな流れを1つの機関や1人の職員でくいとめりれ想、。それを業務量や個人の努力におきかえないでほしい。このような認識が，基本にあって、外部に対応すれば、ストレスはかなり減ると思っ。せめて上司・上部の行政機関、虐待を研究している人は理解すべきと思う。14児童雍時保護した後、覚醒剤中毒の父が毎日通所してきたり、連続40回の電話が入ったり、自宅の電話番号を他の職員に聞きに来たりする一とで、騨場でも恐怖感を持ち続けることがあり、一年中ストレスを感じるようになった。（警察署や保健所への関係機関へ協力要請したが、手がつけbれなかったり、関わりようがない場合が困る。）18業務が平均曳し1春く、他の相談を受ける職員から負担を理解してもらえにくい。緊急対応等システムが整っていないのに、外部には整っているかのよっに冨われることがストレス。21組織対応・複雑対応とはしヨ窓ロは福祉司であり援助対象者からの苦情・攻撃・訴えはすべて福祉司個人にくる，ストレスは相当であり（人事配置の問題もあり）早く福祉司をやめたいと思う。26一度に複数のケースが動いたときなど、職員数が少ないため、対応が困難。しかし、やらなければならず、疲労感を強く感じる。30ただ毎目をなんとか過ごしている感覚。他の職場と違い自分の生活（人生？）の割合が少ない感覚あり、育てられる部分も多いですが…。3639業務量が多くて処理しきれない41虐待ケースは終結が難しく、その判断は慎重にならざるを得ない，為にケースは累積していく事となり、新規・旧ケースを含め対応のための時間と労力は古り苦慮する結果となっている。ストレスは感じない訳ではないが、職場の人間関係で各々の職員は救われているのが現状．大半は児相かb皆離れたいと思っているのではないだろうか。42説得には手間がかかる。4324時間対応を求められており、夜間・休目の連絡が入り、精神的なストレスが増えた．強行的対応を余儀なくせざるを得ないこともあり、同様に精神的ストレスになっている。44受け皿がない，保護するか、見守るしかない在宅サービスの現状。46大学生時代から児童福祉司になることを希望してきた自分だが、現状では「いつまでこの仕事を続けられるのか、jと不安になる，希望もせずにやっている人、大学を出たばかりの人にとっては酷な状態だと思う。47虐待で強制的に保護したり28条で措置した児童の保護者との対応、児相（司〉を信用されずに対応する難しさがある。48�@い霞も重い荷物を背負っているような気持ち。�A法律が出来て、虐待家族（特にネグレクト・精神障害の親による養育困難）を地域から排除しよっとする思惑が関係機関の中にあるように思う。具体的には、すぐに親子分離を迫る。49職員の増を含め、乳児院・児童養護施設の新設・定員増がない中で何が出来るかを考えてほしい。50在宅虐待ケースと措置後のケース、いずれも結局は福祉司個人に責任が回ってくる感じがし、休日も気が休まらない。51こういう虐待がらみの勿ンケートがいくつも来、しかも内容を読んでわかってもらえてない感じ（例えば質問2・6・10）を受けることもストレスです。虐待対応は、児相だけでは絶対やれません。これからは、養護施設を増やしてほしい、そうすれば、児相のストレスはかなり滅ります（入れると一ろを探さタいですむ）。家裁及び児相が持つ職権の強さと、他の関係機関がもつ権限にギャップがあり、結果的に何でも「心配なら児相』とおし三けbれてしまう。保健婦（士）法を改正して、保健婦（士）にも、職権介入できるようにしてほしい1そうでないと厚生省のステキな虐待対応ビ・アオに出てくる保健婦さんの動きは、力量のある少数の人しか出来ないままで終わるでしょう。5455毎目こ手持ちの虐待ケース（在宅生活をフォローしているケース）関係のi臥にヒヤヒヤしている，何が起きてしまっても仕方ないっ口と半分あきbめている部分もあり、非常にストレスを感じる毎日です。58人も金も出さずに旗だけを振るような虐待対策はやめてほしい，児相も施設も限界を超えています。61家庭訪問の場合は、親が何をしだすか分からないため、私達の生命は何も保証されない状態で仕事をしている，常に不安を感じている、また、親は常識が通用せず、精神的に行き詰まり、疲れ果てる。63地区担当鰻なので、介入からケアまで同じ児童福祉司がやらなければならない。虐待ケースが多く、きめ細やかな対応が難しい。自分の身を削るよっな思いにさらされる機会が多い。64�@1人で悩んで退職したくない，�A1人で悩んで病気になりたくない�B介入とケアは別機関でと思う。65身更相・知更相・児相の3足わらじだと、20未満でも手一杯です，1。身更相2．児相、知更相は手抜きな状態で業務をしてます。66脅されることは高いストレスのため、組織・複数で対応が必要。67初動謹査に追われ、以後の丁寧な対応が出来ていない，現場の福祉司に丁寧な指導ができず、実行性（まま）もあがらない。職権による一時保護と保護者とのケースーワーカーの関係の切り替え判断がむずかしい。69特にない一38高橋他二1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究71心理の仕事を中心にしたいがケースワーカーであること。73ケースに多くの人が関与しすぎてケースワーカーの判断が軽視される。79仕事そのものより、仕事をめぐる人間関係がストレスになることが多い。職員の人間性が何より重要である。83虐待に対するSWの価値が初期対応上の命に係る点におくのか、家族の再構築に価値をおくのか、当然前者を明確にしなければ、結果、手となりやすい。日本人は「命』の価値と「人権」が薄く未だ封建制である。85児童福祉法施行令第1条の改正（国は児童相談所の実情を知らないか、又は知っていても怠慢か）86敵対関係では夜間や休日対応が多くなり、たちまちの対応は職員の複数（7〜8名）が必要となる。そして担当者に向かうのでこれに複数対が必要。執拗な場合が多く恐怖心が募る。87質・量ともに自分のキャバシティを大きく超えている。児相に来る前は健康だった私が心身の状態を崩し服薬を続けています。人員増を合せてこの業務に耐えうる人材の育成が急務と考える。911ケースに対して多大なエネルギーと時間を要する。一人が十分に対応できるケース数をはるかに超えたところで仕事をしておりストレスも92保護者がかかわりを拒否するケースがほとんどで全くコミュニケーションがとれない。普通の言舌は出来るが指導・援助には聞く耳をもたな。人格障害、精神障害者等が多く指導が難しい。もう少し現場を知っていてくれているものと思いましたが残念です。95通告があれば勤務時間外でも気が休まらない状況になる97通告のあったケースで直ちに保護すべきケース以外の子どもについてどうしていくのか、何か起こっていないかと不安を感じる。日々の業の中で虐待の対応が現状でよいのか不安99ネグレクトや心理的虐待への対応についてなかなかケースに入っていけない。それかといって放っておくと身体的虐待になり何か事件になのではと不安。そういうストレスが多い。100臼常業務が過度で虐待対応に十分な時間を取り難いので困っている。107絶対的な職員数が不足している。一つ一つのケースをじっくりと取り組めていないため記録等の事務に時間をとられている。充実感が味わずストレスが増えると思うので人的配置をどんどんすべき。109希望していないが無理やり今の仕事につかされた。114施設から異動になってすぐに虐待ケース対応に一人で行かされてしまった。本当に毎目いっばいいっぱい。上司から指導が入るが受けときれず私自身の福祉職としての資質に問題があるのではないか等とも言われてしまう。業務量も本当に多いと感じる。スーパーバイーである上司自身も大変な状態で仕事をしている。とにかく人員増を希望する。120虐待ケース1件が他70〜80件に匹敵する業務量とそれ以上のストレスとなることもあり数字で表しにくい部分が多いと思う。他機関、市民児相への無理解から来るストレス、トラブルが少なくない。児相業務の実態、機能の限界について広く理解を求めなければトラブルは々増大する危険性がある121虐待対応は「目の前のことを何とかする」ことで精一杯になってしまっていると思う。それが連続するのでくたびれてしまう上、さらに「その後対応、ケア」まで期待されると本当に手が回らない状態である。せめて国や県には、5年後10年後の児童福祉、児相を考えた体制づくりしていってほしいと思う122ちゃんちゃらおかしい児相の体制、業務量の多さ、上司はさっさと帰りたがり「兵隊』だけが忙しく働きケース記録を書く間もない。126業務量は人の数で解決可能だが、本当のストレスはもっと中身の問題だと思う。虐待対応の困難さからくるストレスだけでなく、職場内での通認識や評価がないと、負担感ばかりが増え、気力が消失していく。127初めてこの業務に赴任した時、いきなり単身で駐在させられた。その地域は虐待事例が多く、仕事もよくわからないまま非常に苦労した。とんで全て1人の対応であった。その時の苦しみは今なおトラウマになっている。131虐待を特別なものとして捉えるのではなく、養護相談のうち大人からの暴力（身体的・精神的）が伴うものと捉え、冷静に対応すべきだろう136今回の調査をされるに当たってプレ・調査はされていないのでしょうか。虐待親は、その育ちの中で、子を虐待することで、他の人間として尊厳を犯してばかりでなく、自己も傷つき、その学習したことをすべて、援助者にぶつけます。援助者はものすごく傷つきます。少しでも劣感や疲れがあると、援助者が心身のどこかで発病する可能性は大です。139介入、分離する機能を、親子の心理的なケア、親が治療、家庭再統合を行う機能とは、別の機関が行うことが必要。今の児相は暗礁（マ）に両方の機能が求められているところが限界。それが担当一人一人のストレスにもなっている。141本調査結果の行政当局への迅速な反映を御願いいたします。144障害や不登校相談等、業務量の多さから、虐待ケースに関して、きめ細やかな対応が出来ていない事や、十分に動けないことで、ストレス感じることがある。また、保護者、マスコミ等からのクレームが担当個人にかかる場合のストレスは大きいものである。児相の業務の見直、改革が早急に進められる必要性があるのだと思う。147これで良かったのか疑問を感じながら業務対応している。もっと専門性を持った者がするべきだと思っている。148次から次へと新しいケースの担当となるので、ストレスを感じる。児童相談所は虐待ケースだけをやっているわけではないことを知って欲し。親、子、各機関の不安を担当者が受け止めているのでストレスがたまる。150総合研究所殿。こんな大事な部署で、エキスパート的な研修も、適切な指導もないのは、問題以前の問題である。国が動かないと、県も部（組織）も動かない現実あり。アンケート（デー一タ）集めは、いいかげんにして、早く生かすこと、対応して下さいU151うまくいく事例がない152人が足りない156特になし158一時保護中の職員とのケースの進め方の調整160福祉事務所生活保護担当CWや保健所の地区担当保健婦と同じような児童福祉司の配置が必要である。164バーンアウトしているので、意欲が出てこない。171常に、自分の判断が正しかったのかどうか不安になる。172親が児相の対応を拒否したり、反感を持っている場合、関係を作ることに苦慮し、問題の改善を図ることが困難となる。分離する機関と援する機関を分ける必要性を強く感じます。176児相が司法の下部機関のようになることには反対。保護者と敵対する措置（強制介入）は司法（警察）がやるべき、児相では荷が重い。177虐待のある家庭に中途半端に入ることを恐れる。家庭を崩壊させかねない。密室化させエスカレートさせることが拙い。気持ち的には、一がかりで入り、家庭の悩みや問題点を話し合ったり、軽減化させていくことが早道と考える。都市部では、立入調査や法的措置を機械的採り入れている処もあるように受け止めるが、そのケースの5年後、10年後を想定すると、問題のタネを撒き散らしているだけとも考えらる。ホロー策（ママ）を法制化させていく必要がある。虐待防止策より子育てや児童福祉の厚生基準を現行の数倍厚くしてもらいたいも。公共土木工事予算を福祉教育にまわる方が早道。184親権に対抗できるだけの権限がないので、保護者との関わりに必要以上に苦労する187親との対決と親指導という本来分離すべき機能を児相においたままの状態を前提にしての本研究（各設問の選択肢のバラエティ）から「あべき姿」を見ようとするのなら、たいした意味のある研究とはいえないのではないか。一39一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集189業務量やストレスが増加するのは当然だと思うが、一時保護所や施設が一杯であるために、保護する判断を誤ったりすることが恐い。また員オーバーで保護したりすることで再度子どもにつらい思いをさせているのではなかと思いつらい。施設の増加とレベルアップを次の法正にあわせて早急にしてほしい。施設職員がバーンアウトにいくのをみるのはつらい。190・本来、通告ケース全てに十分に時間を割きたいが、現状がそれを許さない。業務の適正配分がなされていないことも一因。・また、通告者と児相で虐待の捉え方が異なり、通告者が期待（希望といったらよいか）する動きを児相がとっていない場合、様々な圧力がかり心理的な圧迫を感じる。191アンケートも多すぎるす、やはり外の人の質問だと思う。←レヴェルをあげて指導をしようとすると壁に当たる。←少なくとも普通の生活に子もを戻してやる。・ケースバイケースで対応すること、緊急で対応すること、他のケース（虐待以外の）も同じように重要であることなどの上に一時保護の宿もやらせていることなどの実態がある。行政組織が量に対する認識、質に対する認識が低い。193対応だけに追われ、組織的な理論蓄積整備がなかなかできず、人間関係にもひずみが出ており（職場内）、そのストレスの方が大きい（超の規制も含まれる）。気持ちよく対象者に対応できることと、研修に時間の使える体制が一番必要（ストレス解消には）194児福法の質の問題、専門性のなさ。所長を含めスーパーバイズ出来る力量のなさ195心身とも疲れました。196虐待防止法3年後の見直しが是非必要。197児相の職員だけでの対応は難しい。初期対応とケアーの部分の役割とを別々の機関にすべき208特にないが担当地区に片寄ってケースが増えることがある。210この分量の多いアンケートに答えることそのものがストレスです。児福司が忙しいとご存知のはずなので、もっと要領のよい問題数の少なアンケートを心掛けて欲しかったです。213ケースヘの対応で上司と考えが違うことが多＜、ストレスを感じる。また、相談種類が煩雑で息の長い虐待ケースヘの対応が困難。215虐待ケースヘの対応については、極度の緊張と気力を要し、ストレスもとても大きいものであり、早急の体制づくりが望まれると思う。220通常の相談の発生件数が、地域によって異なる為、定時退庁（ながらでも対応していける職員と、恒常的に残業していても追いつかない職とがある。配置される職員の専門性に問題あり。（当児相は、地域担当制）。虐待ケースを担当することで発生しうるストレスと、事務所内業務量や専門性の問題から発生するストレス（通報があっても、対応が遅い等）がある。221虐待を受けている児童や虐待をしている家族に理解されない事が多＜、何のために業務を行っているのかと、むなしさを感じることがある。た、身の危険を感じることもあり、心理的ストレスもかなり多＜、不眠の症状が出ている。223・何をどう調査すべきなのかがわからない。・アンケートに答えてみて、自身は本当に大丈夫かと気付いてしまった。226職員数が不足しているため、ケースの対応がおいつかない可能性がある。また、スーパーバイザーを役割とする職員がいないため、指導相談が中々受けられないことがストレスとなっている。229援助者のケアの必要性が叫ばれて久しいが、早急な対応を国に求める。2321週間単位で虐待に関係する、当番（深夜、休日）を順番に受けています（専用の携帯を持たされている）。1週間は長すぎて、特に土日は1中落着かず、私生活にも支障がでています。233�@親に暴言は日常茶飯事であり、脅迫されることである。通告が入ると他の予定してある業務をすべて止めて、優先しなけれぱならない為、業務量増大の脅迫感をいつも持つ。234どのように対応して良いか分からず、悩んだことが多々あった。業務量だけでなく、内容の問題が大き＜、ケースが1件だけでも、それが重内容であればストレスが大きくなる。235子どもの未来の見通しがないまま、場当たり的に対応になってしまっている体制。業務量の多さが、大きなストレスになっています。243・虐待認定の幅が広すぎて、認定することでケース数が増え続けきりがなくなる。・ストレスの根源は何と言ってもマスコミ。精一杯やっている福祉司を精神的に追い詰めるマスコミに対応する部署があってもよいのでは。244職場の雰囲気そのものがストレスになっている。246人格障害のような親の意に反する（一時保護や措置など）対応をした場合に受ける攻撃（ロ頭、頻回の電話、FAX，吹聴、etc）は相当なスレスになる。そのようなケースを同時に3つも抱え、身動きが取れなくなっている状況である。247「虐待jだけが児相の業務ではないので、児童福祉司としてのトータルな能力向上があれぱ、虐待ケースにも冷静に対応するゆとりが持てと思われる。250一時保護した後、どの施設に措置しても施設の対応に不安がある。施設の職員の体制が整っていないし、職員の質まかせにしていては、倒れてしまいます。辞める職員も多い。ベテランも体力の限界を感じて辞め、若いスタッフは右往左往している。252アフターケアの時間が取れず、放置せざる得ないケースが増えている。子どもと接する時間が減ってしまっている。一生懸命しているのに、校等から、何もやってくれないという批判が悔しい。255虐待ケースの対応に追われ、他のケースに丁寧なケースワークが出来ない。256いつも前進！被虐待児も自分自身も、今日も元気で良かったと思う。257業務量もストレスも多＜、自分が与えられた仕事をこなしきれず、それがさらにストレスを生んでいる。担当ケース数が、もっと少なければ、れぞれに満足のいくケースワークが出来ると思う。こういう調査で児相職員のストレスの大きさを一般の人にも理解してもらえれいいと思259初期の対応から、負担金の件まで、担当がすべてアメとムチを使いながら仕事をしなければならない事。260忍耐力、人間性が強く問われる。性格的におとなしく内向的だと精神的ストレスが大きい。職務経験が2年以上の職員と1年未満の職員ペで業務にあたることが出来ればいいと思う。262ストレスは全く感じないが、業務量は膨大270保護者対立の際の、第三者調整機関が必要274虐待対策班専任で、担当CWとそのスーパーバイザーとチームを組み対応しているが、関わり方についていつも迷いがある。275ここ数年の虐待通報の増加に対し、職員増は微々たるもので、対応のスキルも研修も不十分な中、複数対応も掛け声のみでほとんど1人抱え込み、早くこの現実から逃れたい思いと・…イヤこれではいけないという思いでウツウツとした毎日。虐待対応について、SVが機能ていない為の不安も大きい。時間内に記録を書く時間がなく時間外に書かざるを得ないが、それでも消化できず記録がたまるのも大きなトレス。子どもを保護するにも施設は足りない、又、施設でのいじめや、子どものケアが出来ない現状の中、本当に保護することが良いかetcストレスはあげたらキリがない。小手先の改善では法整備を含め、抜本的な体制を作る事を希望します。276虐待をする保護者は、社会一般常識と思われる話をしても通じない事が多く、こちらの話を理解してもらえない事が非常に多い。277増加する虐待事例の為、同時に複数のケースを担当し、保護者からの反発が同時期に重なることが増えた。278量が多すぎて、あとから振り返ったり、検証したりの機会が持てない。又、十分検討する時間もない。その中で精一杯の線でギリギリやってます。ここ数年で大きく変わりました。一40一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究279・常に28条、29条をしているわけではないので、28条、29条、一時保護の設問はとても答えにくかった。した時とか、しようと考えた時とか、るとしたらたいうような設問にしてもらえると答えやすい。・虐待の概念が広がりすぎている感じがする。少しのことで、通報も感じられる。啓発が進んだことは良いかもしれないが、その家庭の文化特にネグレクト（ぽい）であるか、どうなのかもしれないものまで通報がある。どうすることも出来ない。経済基盤が弱いとか、知的にやや283子どもを守り育てるという一環した社会システムが出来ていないので、「虐待」という面だけがクローズアップされてしまっている．業務の中でのストレスとしては、そういったシステムに関する不満が一番大きい。286児相業務について、自治体の業務（個人の責任と能力において行うもの）と同様にみなす風潮は大きい。虐待への対応は個人では抱えきれるものでなく、チームとして対応できる体制を確立できないと、ストレスにつぶされてしまう職員が後をたたないと思う。290Q12，Q13は答えにくい。考えるだけでイライラしてくる。293職員のメンタルヘルスも考えていかないといけないと思う。294年々業務量もストレスも増大しており、モラールの低下や異動希望（転出希望）が心配である。295必要に応じて親子を一旦分離するが、その後再び親子をつなげていく点で、かなり厳しいものがある。296業務量は年々増加の一途。皆、時間に余裕がない298299世の中にこんな仕事があるのかと思う程、他人に嫌われ（虐待親）ながら、それでもやらないといけない。不満を言うときりがありまっせん。とても大切な業務だとはわかっているのですが、正直、逃げたいです。30030年以上、福祉関係の仕事に従事してきたが、これほど気疲れがして、土日もなく仕事の事が、頭からなれない職場はなかった。自分のを壊さないよう、自分で気をつけて耐えるしかないと考えている。306私達ヒラの児童福祉司は、上司が支えてくれるが、上司を支えることを国がしてくれないと困ります。実際の健康被害についても（きっと）出い（るに違いないと思い）ます。313私自身、困難な虐待ケースには遭遇していない。28条や両親の精神病的なもの等に遭遇すれば、非常な仕事量もあり、時間もかかりストスを大きく感じることは事実と思う。318・児相の保安、警備体制を早急に整備して頂きたい。保護者の押しかけや強引な侵入等（引き取り等）に全く対応出来ていない。・警察署の末端の署員（派出所）まで、虐待に関しすぐ動くよう、指令、指示が行き届くようにして頂きたい。全く動きが鈍い。319部関係機関に通告してのだから、あとは児相でという意識の強い警察も同様であり、通告受理後、協力が難しい（生活安全課が忙しい）321とにかく今の児童福祉司の数は少なすぎる。国レベルで児童福祉司配置基準、レベルの見直しを行って欲しい。322増大する通告に、初期的対応は速やかになったが、その語の治療的関わりが圧倒的に不足。324・未処理のケースが増加で焦りを感じる。・施設入所中のケースの指導に時間をさけない。328新聞で虐待死があるたびに、児相バッシングが起こる。全国の児童福祉司で「明日は我が身」と不安を抱かない人間がどれ位いるだろう。在宅でリスクのない虐待ケースなど有り得ない。相談所長は自己保身のために、在宅指導より施設入所、親子分離の処遇に走りすぎ傾向はないか。結果、ほとんどの養護施設が定員一杯になり、重度虐待ケースを措置できないジレンマに陥っていると推察される。危機一髪で子どもを救った事例も多くあり、評価よりも避難される風潮は悲しい。330遠隔地まで地区割で担当になっているので、タ方から夜間の虐待で即対応できないし、児童の移送もままならず、地元、役場の協力が欲いが、移送も児相任せですぐ対応しないと、文句を言われるのが辛い。332社会的な視線や評価333休日、夜問において主訴のハッキリしないケースが多いので、どう対応してよいかわかりにくいケースが多い。児相だけでは捜査権限がないので、虐待が行われている確認が持てず、あいまいなままで逃げられることもあり、限界を感じている。334児相内で虐待対応専門課が設置されたが、実際に業務を経験してみると、他課とのストレスの差があまりに大き＜、余計に疎外感や孤立を深める結果を招いてしまった。今の所、他課はあくまで「協力」というスタンスにとどまっているという問題が、組織をして大きいと感じ335基本的には人さえ増えれば解決されるとは全く思っていませんが、現在はあまりにも人が足りな＜、複数対応すらままなりません。こんな状では人材を育てるどころか、一度児相を経験したら二度と来たくない、というのが本音のようです。大きな枠組み（ex．初期対応は司法で）、叶えられないなら、せめて定数を増やし、それから育成していくしかないと思います。他にも研修、国内留学等（虐待対応技術等高め）、意見はたくさんありますが一336虐待ケースのみを扱う課としては、業務時間内はもちろん緊張の連続であるが、時間外、休日もいつ連絡がくるかわからず、どこへ行くに携帯電話を持ち歩くことが要求されk私的時間があるという実感が持てない事が一番のストレスである。S．Vの立場としては課員のメンタヘルスについて一番気を遣うところである。339児相の体制が不十分なのに虐待で何か問題があると児相の責任ばかり追及し、児相をバックアップしない厚生労働省の姿勢には疑問が341ケース数の増加が急激な為、児相で扱うべき虐待以外のケースヘの対応が弱くなっている印象を受けます。現状ではケースワーカーではく、「ケース処理者」になっている気がして、自分自身充足感が得られず、不安定な精神状況にあります。342個人の能力の限界を越えて業務をこなしている。ケース1つ1つコーディネイトして処遇を考えろといわれても、情報を収集するだけで精一である。ネットワークもケースに対する温度差があって、調整するのも大変である。時間が欲しい。343受付けし、処理する前に次を受付け、雪だるま状態です。344当然なのでしょうが、突然の通告に、スケジュールを変更して対応し、その後の中々見通しが立たないし、完全に終結するのも難しい。虐について指導中のケースもどんどん溜まってゆき、対応しきれていrない現状がストレスとなります。虐待イコール児相の認知も高まり、相に責任が集中しがちですが、市町村や地域でのケアを上手に活用しないとパンクします。348出社拒否がいつなるか心配。訪問から職場に戻るのが辛い。351福祉専門職採用であるが、時々、他職種の仕事もしてみたいと落ち込んだら思う。357相手まかせの部分のある相談業務であり、時間的、精神的な拘束が強く、ストレスを感じる。3601年でもう耐えられない362児童福祉司資格もない職員をこの職に充てることに問題がある。庶務、会計業務しか携わっていない私のような一般行政職員には、その事を遂行することは困難である。363業務量1かなりパード。ストレス：かなりある。364ケースに対する責任の重みが感じられ、また現実、ケースに対する責任は児童福祉司ひとりが負っていると思われる。368保護者に脅かされることのストレス以上に、子どもの安全を危惧した時、眠れない時もある。虐待対応で業務量が増える分、事務費（TeI、切手代、旅費など）も増えて当然ですが、それに見合う予算が全くない。財政面のフォローが全くない。一41一一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集375児相rOじょう」と言えば、条（法律の）ではなく、錠（精神安定剤の）です。これが全て。377・マスコミの取り上げ方が、虐待した親よりも何よりも、児童相談所を責める論調で書かれることに疑問を感じる。・福祉職がどんどん途中で退職しているのに採用がなく、欠員になったり、一般職で穴埋めしている現状がある。・現在の人員で虐待対応最優先（しかも複数対応）にしているので、「分離すれば一段落』のような風潮になりがち。また、定期的な面接や問も緊急のケースの為にキャンセルせざるを得ず、ケースとの信頼関係が維持しづらい。378・児童虐待防止法、DV法と出来たことは大きな成果。しかし、一時保護所、施設などは従来どおり、とても保護して良かったと言える状況でない。・職員の資質向上も大事。心理、福祉専攻の若者は多い。大量に採用し、訓練する必要あり。モノ、ヒト、カネをけちっていて、掛け声だけで児相の職員はつぶれてしまう。・大舎制の養護施設をいつまで残すのか。子どもの育ちには特定の大人との愛着関係が必要。とりわけ被虐待児はそうである。小舎制、グループホーム、里親などもっと真剣に国の施策をするべきではないか。里親業務など、全くの個人まかせである。登録、委託、どれをとっも大変な作業、労力だが、今ひとつ理解されていない。・法律が出来たことで発見、通報は増え、介入もしやすくなった。しかし、予防からケアまでを考えると、今のやり方（補助金、人を臨時雇いど）ではとても問に合わない。・発見、通報、介入から、その子が大人になるまで（自立できるまで）居場所、経済的問題など一貫した援助策を望む。当面、虐待で施設入させられた場合、負担金は0にするなどが必要。又、性虐待で親から法律的にも切り離した場合、何らかの経済的支援が必要（中・高生保護した後、施設などにもなじめず、巷にさまよいでるケースが多い）379382マスコミに対してや世論に反論出来ない385権限が殆どないのに責任だけが重たい386保護者の暴力がひどい場合は、警察で対応し、児相へ通告の形とする事で、ワンクッションおく。児相は“ケースワーク”のみに専念する。389金と人をつぎ込むしかない。390やってもやっても追いつかない。ケース記録が滞ってい＜。夜の10：00まで連日やっても間に合わない。391身の危険を感じる392このアンケートそのものがストレスである。ただでさえ忙しいのに聾39524時間体制で通告があれば、担当者として対応することは必要であると感じるが、休みの日もいつ、携帯がかかってくるかと、いつも気持が休まらない。399毎日夜9〜10時まで働いても仕事がこなせない事。夜間、休日でも緊急呼び出しがあると、保護者からの脅し等、身の危険を感じることながこの3〜4年、急激に増えてきており、児童に関わる仕事は好きでやってきているが、現状では、これ以上この形態が続くならば、やっいられないという思いが強くなってきています。402虐待に関することは何もかも相断所へという意識が他機関に多い。今のままの人員で大幅増員が難しいのであれば、虐待の中でこの部分児相が担い、他機関で⊆璽部分をしていくべきとの方向を厚生労働省なりが示すのが望ましい。406とにかく児童相談所に業務が集中し、過度に繁忙である。裁判所の関与や保健分野を巻き込むなど、対応を検討しないと児相がパンクししまうのでは・…。また虐待者から分離しても、後の受皿が非常に不十分である。叫施設、子ども保護への治療etc、施設の体制整備も410市町村保健婦の動きが悪い414虐待対応は基本的に親との敵対関係から入ることが多い。この為、関係機関の協力や主体的な関わりがない限り、後のケースワークにつげる事は不可能である。仮に充分な関係機関の協力があったとしても。問19の�Mで回答したようなシステムが確立しない限り、保護者指は困難であり続ける。ケースワーカーは追い詰められた状況にある。416即座に適格に対応するため、児童福祉司の増員、及び専門性が必要である。418・職員数の割りに虐待通告件数が多く、対応が難しい時もある。　・通告の際に、会議をするが、月に依っては重なる為、時間を要する420通報、発見、保護以降の児童・保護者のケアについて、現状の児相では無理。423業務量が多く、ケースワークがしにくい。ストレス解消については全く違う分野での生活を心掛けている。日常の目まぐるしさに巻き込まれいよう努力している。430中途半端な状況での対応がストレスを強める。今後の改正が重要！431・組織で仕事をしているはじであると思うが、何かあると担当が槍玉にあげられるのはたまらない。・時間内で終わらない仕事であるのにも関わらず、残業手当もつかず、行政の中でも評価されていない現状。・記入する時間がないため、電車の中で書きました。細かいので記入しずらかった。434子どもの虐待死の防止に対する為、ケースワークを基本とする児童福祉司がどこまで責任が取れるのか明確にすることが必要ではない。虐待に対して児相へと言われるが、児相としてどこまで本当にやれるのか。438虐待への対応のみでなく、児童相談所の相談そのものの幅が広く、知識、経験ともに、求められるものが大きい。個別カウンセリングをこなだけでなく、関係機関との連携、コーディネートもやっていかなければならない。一二な人物はそんなにいないと思います。童福祉司という仕事の重要性を役所（とくに人事課）に認めてもらいたい。一専門性向上のための研修、在籍手数の考慮444本当にこれでいいのか？といつも疑問を持っている。455ケース増大で、業務量は増えている。ケース毎に見通しや見立てがある程度もてると大変な中でも精神的に安定し処遇、対応できる。459周りの関係機関から、期待されすぎ。出来ない事があってもわかってもらえない。460虐待専門の相談を受けています。毎日の疲れが溜り、気が重＜、ため息が出る毎日です。仕事は好きで、自分に向いており、続けたいとはっていますが、次々にケースが来て、関係機関の不安も全部受け止め、何かあると児相の責任になる今の社会システムでは、お手上げ態になるのが目に見えています。休日も仕事のことで時々夢に見てしまいます。463虐待の専任でやっていますが、2年3年は難しいと感じている。464虐待防止法が出来た事で、児相で何でも出来ると世間は考えている。468ストレスは虐待ケースだけだから発生するのではない。そこは間違わないで欲しい。469ストレスが多い仕事。ストレス解消のスキルを身に付ける研修を採用時に受けるべきだと思う。スーパーバイズが上手くなされていれば良と思うが、スーパーバイズの位置づけがない（上司にその自覚がない）一42一高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究472相談量の多さという事より、1件の虐待ケース（特に分離が必要なケース）を持つことで、連目のように保護者に対応する必要が出てくるな、他の相談に支障が生じる位に、時間をかなりとられることになる。この間の精神的な負担はかなり大きい。社会の要請として、分離傾向あるが、分離後から、本来のケースワークや支援、治療等に丁寧に対応していかないといけないことを関係機関でも認識していない場合ある（責任逃れ的発想）474公職だから、やって当然、やられて当然との見方については、一般的には仕方がないと考えるが、他の公職（学校、保健所、警察など）がじ様に児相を捉えていることについては、虐待問題の本質を知らなすぎると感じている。関係機関の認識のレベルアップを望むが、本当意味で関係機関の連携の為、対応への責務をより認識すべきである。特に、福祉事務所は通告を受け、対応すべき機関との認識に欠ている。教護、不登校、発達相談など、本来、あらゆる児童の相談に応じるべき児相の機能を取り戻す事も、今後の課題と考える。475事務量の多さ。介入判断、引き取り後、施設入所後、充分なケアができない（時間的余裕がない）。476入ロ（虐待通報）から出口（施設措置や家庭引き取り等）まで、一手に引き受けていくことには、とても限界を感じます。身の危険も感じるこもあり、どうも「相談所」ではなくなりつつあるのではないかと思います。右手に刀、左手に傷薬を持っての対応は無理です。479児童相談所をとりまく環境は、法制度、組織体制等々、何をとっても不十分なものばかりです。その環境の中で、頑張っている児童相談所児童福祉司等）への評価は、現状ではあまりにも低すぎる。評価して欲しいと言いたいのではありません。とにかく、1日でも早く、抜本的対策、制度を講じて欲しいのです。480虐待防止法の成立により通告は増加している現状の中で、対応する福祉司の増員には至らず、他機関はほとんど児相へ丸投げの形での告が極めて多い。関係機関との連携は現実なかなか難しく、児相が丸抱えせざるを得ない現状に不満と感じている。またマスコミ報道も度傾向で、虐待時間が起きれば、すべて児相の対応が不適切であるかの様な批難には納得がいかない。483業務量が多すぎる。専門性確立のための多様な研修が必要。一時保護所、施設をもっと充実させる必要有。裁判所の関与をもっと行い必484通告、相談があり、親と関係がとれるまでの間、子どもの安全は…と思うと、家に帰っても不安でたまらない。又、保護者が精神障害者や格障害者の場合も多く、とても神経を使う489特にはないが、SVより、自身でケース対応した方が、直接席で気分的に楽だと思う。才村先生によろしく。調査、研究助成を少しはまれにしいただきたい。492職員の専門性に差がある。493・日々の対応に追われ、記録を整理するヒマがない。・虐待ケースの親に脅迫をされ、切れそうになったことがある（本職の子に危害を加える等）495業務量というより体制が出来ていないと感じる。専門性のない者が突然配置されるし、またそれをバックアップするシステムが相談所内にい。それにも関わらず、虐待に対し、福祉司の責任が大きいが、権限や待遇はどうかと思う。498業務量が多く記録が追いつかないストレスはありますが、神経が図太く出来ているのか、私自身が落ち込むことなく仕事出来ています。ーカーのストレスを癒してくれる職員集団と上司の存在が何よりの救いです。501緊急対応の際の緊張感や対応のむずかしい保護者とのやりとりは大変高いストレスです。虐待専門で対応する職員のサィクルは2年が限。また、虐待対応手当（加算）があっても悪くないと思います。502虐待通告は急増しており、ワーカーの仕事量の多さと困難性に極度にストレスを感じている。他の関係機関は丸投げで通告してくるだけの応しかしてもらえない事が多く、関係機関との連携がとても難しい。保健所等関係機関の責任を明確にして欲しい。505「今日は大丈夫でも明日は大丈夫なのか！」と言われると返答できない。いつもヒヤヒヤしている状態506・児相は、虐待以外の業務も抱えているが、虐待ケースが優先され、他については、後回し、手遅れになっている事。・生命を守る職種の中で（他には病院や警察etc）、最もシステムや専門性が低い（確立をされていない）し、それがあたかも当然のように、会に認知されている事。・児童福祉司にボランティア精神が求められている気がする事（休日、深夜の対応も当然と思われている）510・まず初めに、初任者研修も何もなく、いきなり現場に放りこまれたという感じでした。少し慣れた今でも、「いったいどうしたらいいの？」とい気持ちで、平静さを保つのに苦労します。もうすぐ1年になりますが、「よくぞここまで耐えた』と思います。毎日、虐待だけでな＜、非行や療等、他の相談業務に追われ、1つ1つのケースについて、充分に考える時間もなく場当たり的に対応しているだけではないか？と悩んでます。今まで、支えてくれた同僚たちに感謝！！・困難さは有りますが、今までやってこれたのは、やはり「この子たちを何とかしたい』という気持ちだったと思います。（あまりにも、体制がれていないのにア然としながらですが）511業務量は過多であり、内容、対応が難しい。512・専門性が求められる仕事なのに、専門性を身に付ける時間的余裕がない。・ケース数が多すぎて一つ一つのケースにじっくり関われない。　　一児相（児童福祉司）の役割を、ちゃんと果たしていないように思う。513件数、内容ともに心休まる日がなく、心身疲れ果てています。514この調査は、時間外に記入しています。私達の仕事のために、調査が役立つことを期待します。520・相談量が多く事務室を空にしなければならない事態も少なからず起こっており、休日も何が起こるか判らないという気持ちが強い。・虐待を受け、成長した児童が次々起こす問題に対応困難な事例も多く、社会資源の不足を適切に感じる（施設やシステムの不備等）522・継続的な面接のキャンセルが多くなっている。　　　　　　　・誤報などでの家庭の、苦情機関等の設置。523児相の役割が声高に言われるが、職員配置等、実際的な対応体制は旧来のままで、不登校や触法児童への対応が十分なされていない。談所別による相談機関の役割分担をしていくか、職員を増員させなければ、福祉司をただ追い詰めるだけのことで、虐待対応も十分機しないことになると思われる。児相に通告すれば解決するという図式が広がりつつある。福祉司も成長していってないのに。525所内の上司や同僚のサボートで随分救われている。上司が率先して表へ出る伝統があり、安心して対応できる。529親が理解を示さない時の児相の権限が弱い一無力感、子どもを守れない。28条を申請するにしても時間がかかり過ぎる（家裁の対応）。複対応等、現場ではケースも増加しており不可。保護所、施設も定員をこえての入所保護、子どもにとって不適切な養育環境をまた繰り返てしまっている。533職場環境の良さがストレスを緩和している。534虐待ケースは、施設入所措置後もやるべき事がたくさんあるはずだが、他の業務・新規虐待ケースに追われて、何もできない状態である。っと丁寧にやれるようなシステム作りが必要と思う。また、保護者との対決時の精神的負担は、計り知れない。より充実したバックアップを535業務量が多く、初期対応が限界。他の相談種別との兼務は緊急性の面から困難である。業務量に見合う人員が確保されておらず、児相の期待のみ増大してストレスは非常に強いものがある。虐待通告（初期）の市町村窓ロ対応（受皿作り）と児相の役割分担を行う必要がる。536�@夜間、休目も必要があれば対応しなければならない事は大変なストレス。担当地域は自分の居住地に近くであるため、私生活への脅威を感じる事もある。538休日、夜間にも連絡があり、年齢が高くなって疲れが取れなくなった。心身とも休む時が無い（実際に）一気持ちの問題でなく541日常の業務に体がついて行かない状態一43一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集5421現在の児童相談所の業務内容を考え直す時期にきていると思う（全相談件数の1％に満たない“虐待”対応に振り回されている現実、々児童福祉司を増員したところで大した解決策にはならない）．児童相談所の権限強化と関係機関の役割の明確化、分離化（特に家庭裁判所、市町村、福祉事務所）544いつまで事故なくやっていけるか？今日か明日か明後日が？それとも来月？再来月？このままでは希望者は9割がなくなるだろう1546業務量の1つ1つのケースに十分対応するには到底不可能な量です。そのこと事態もストレスになりますし、他にはそれを1人の児童福祉が抱え込まされている状況もストレスになっています。547虐待を定型的な障害か病理のように捉える観念が、直接、当事者として、ケースワークに対面しない『専門家』の中にあり、そのような観点らの発言が事態をより混乱させている。548都に於ける児童福祉司1人当たりの持ケースは1年間に300件前後に達し（施設措置、継続指導等含み）、このアンケートで適切ケース数例にも入らない程である。多忙故に専門性向上のための研修にもなかなか参加できない現状である。学生の卒論のためのアンケート等お断りしている現状である。今回の調査結果は児福司の業務向上に是非とも役立てて頂きたい。結果の報告を期待している。550こ、一CA一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一泣かせない＝危険553・業務量は増大の一途。ストレスはたまる一方。いつ通報があるかと、オチオチ休んでいられない。・死亡事件でもあれぱ、全て児相が悪者にわれる。ひたすら転勤を願い、事件が発生しないことを祈るのみ1・酒を飲まないと、眠りにつけない。夜中も目が覚める554児相に強制力が無い事が、かなりストレスとなっている。555通告の増加で、その調査におわれ、継続ケースの面接をする時間がないのが現状です。非行、一般養護ケースも併せて抱えており、一つ一つのケースに十分に関われない事が辛いです。マスコミの報道の仕方も批判的、過激さばかりを追及しているようで疑問を感じます。557虐待が起こると（ニュース等）世論では、親に対し、まるで親権を剥奪すべきだとの意見が多勢となるが、実際、親権喪失宣告の請求（保全分までも）が承認される事は難し＜、そのたびに「児童相談所は何をやっているんだ」との非難が出ることは、同職員として居たたまれない持ちになってしまいます。子どもの親を慕う気持ちを思えば、安易に親権喪失を行うべきではないとは思いますが、それにしても、司法当との温度差は顕著です。今後はそうした部分ですり合わせが必要となってくるのではないでしょうか。559560年休が1日足らずで、夏休み残してしまいました。ケース記録を書く時間があまりありませんでした。563H13，4月から14年1月までの新規受理件数（もちろん虐待だけではありませんが…）が240件近くあり、なんとか新規ケースをさばいていくけでやっと。きめ細やかな処遇は全く行えない状況です。希望してやっとなった司ですが、限界を感じる毎日です。職場に行きたくな・…567虐待者及び被虐待児への対応に追われ、じっくり考える時間も精神的余裕も無い。上司も忙しく、部下の置かれている状況を把握すること出来ず、バックアップフォローが十分に出来ていない現状である。肉体的より精神的疲労が強く、不眠や悪夢を見ることもある。対応が上くいくケースはほとんど無＜、無力感や挫折感に押しつぶされる気分になる。援助を求めてくるケースに対して、罪悪感さえ感じることがあ。568仕事が多く手がまわらない。浅いものになっている。虐待が実行し、非行等が手づかずになっている。569年々、受持ち件数が増加しており、全てのケースに関われていないという危機感が常につきまとい、精神衛生上の極めて悪い影響があ。24時間、365日、仕事から開放されないというストレスにさいなまれている。570苦手分野の仕事（面接、相談、指導）であり、なじめない。専門的な知識（心理）もなく、具体的な研修体制も組み込まれておらず、職務の行が困難。批判のないよう職務を進めることのみ要求されがち。572保健と福祉部門が統合される。統合事務所に相談所の分室が設置。分室（児福司1、心理判定1）で、即断、処理の体制になろうとしてい。相談窓ロ、処理の分散で、担当者の負担増になる（懸念）573時間が夜間、休日など突然仕事が入る事、体調を崩している時は辛い。576ケースが多く対応しきれず、常にやり残している気持ちがある。本当に緊急なケースにしか対応できない為、いつ事件が起こるか、という思を抱えている。577・1週間の中でも業務量が日によってかなり偏りあり。・他の部署、ポジションで対応できないと、全て第一課の児童福祉司任せになっている（業務をどうするかではなく、誰がするのかだけのもになってしまう傾向）。バックアップの体制、システムとして業務が確立していない。・何人もの友人の児童福祉司が病気で倒れたり、表面にはあらわれないが、転勤、退職している。これでいいのかと危機感を感じる！（怒も含めて）579事件、事故に対しての不安が常につきまとっている。580現状の状況は、職員が仕事で、心理的虐待をされていると感じる582担当まかせで、組織の体をなしていない。児童福祉司はPTSD状態。癒せない。異動することでしか解消されない。584時間外や休日にしか、保護者と会うことが出来ず、それでも、キャンセルになったり、暴言を吐かれると、むなしさを感じる。また、施設措置て、保護者との関係が悪いにも関わらず、家庭引き取りに向けた調整を同じ自分が行うことは、もともと無理があり、矛盾していると思わるを得ない。施設とも方向性が一致せず、こう着状態になったりすると、上司が親身になって相談にのってくれることさえ、自分の無力感感じてしまう。いくら子どものためにと思っても、自分では状態を悪くするばかりで、自分ではない人が担当していたら、と思うことが多い。燥感を感じている。疲れるし、つらい。587�@児相に対し、攻撃的な親へのケースワークでは、所によっては防刃服なるものまで必要とされてくる位に危険であったり、福祉司は臼夜にわたる脅しを受ける事もある。安心して仕事できるようにして欲しい。虐待者よりも、妨げになった児相がより悪い事をしたかのようなマスコミの論調は、福祉司に多大のプレッシャーを与えている。外部との関わりを一切閉ざした閉じこもりの家庭への、スムーズで実効的な立ち入りの方法が、現状ではないと思う。何も起きないまま、氷を踏む日が過ぎることがある。保護するための施設が被虐待児の増加で“教護院”化しており、かつほとんどいつも定員一杯で目前のケースの処遇に立ち往生するこがしばしばである。44高橋他：1．児童福祉司の職務とストレ／スに関する研究588児童相談所の数が極端に少ないため、当所に全県（一部離島を除く）の相談が集中している。職員数も全く増えない中、上層部はPRのみている。毎日、その日暮らしで、継続指導は困難。県内の中核市（50万人以上）には、児童相談所がない上、非協力など、当所で簡単な例から全て対応している（中核市〈相談件数が最も多い〉にも、児童相談所を設置するよう法改正を希望します）。激務の上に通常の相が増え、心身ともストレスで限界、しばしば退職を考えている現状です。なんとか現場の声を吸い上げて、社会、国、県、全ての関係機関に訴えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。589現在、不登校、性格行動、障害相談を担当しているが、主訴が虐待でなくても、背景に虐待があると思われる事例を抱えている。比較的、急対応の必要なケースは少ないが、担当ケース数の多さがストレスになっている。59515年児相の仕事をし、ようやく福祉事務所の仕事を3年間で戻され、自分が納得していないためのジレンマがあるのと、通報、通告に追わること、外部への啓蒙活動など、盛りだくさんすぎ、消化でしきれない問題。597なし598時間がない600非常にストレスを感じる。体制が不十分、管轄が広すぎるし、対象の人数も多すぎる。この中で何が出来ると言うのか・…聾それなのに周の期待と批判が多すぎる。予防的な対応は市町村単位でしっかりやるべき…！！プンプン！！602福祉経験もなく、この年で児相はきつかった。毎日心が晴れた日がない。605虐待への対応は待ったなしで、なおかつ、最善の方法で慎重に事を運びながら、かつ決断力が必要とされる等、かなりストレスがかかりま。そして、それは突然に始まるという、ハラハラの毎日というのが実情です。精神的負担はかなりのもので、虐待対応、その他のワークな、疲れきってしまうことが、この1年間何度もありました。数日間、やっとの思いで休みを取り、家族の者とも話さず、とにかく、人と話すの嫌になったこともありました。まず、対応する「人」を増やしてもらいたいというのが一番の願いです。606相談面接時、助言求められた時、適切にアドバイスが出来なかったり、相談終了後、「あれでよかったか」とか「上手くやっていけるか』と気なる事がある。6071件でかなりの時間と労力を費やす。親と敵対関係になるのを覚悟しなけれぱ出来ない。608虐待された児童を保護する施設で、こちらが期待している手厚いケアが受けられない（食事、衣類、生活空間）。又、集団の生活であり、々な面で制限され、ストレスをためたり、トラブルを起こし、施設で生活していくことがしんどくなって、家へ戻りたがる子も出てくる。そうった対応に苦慮しています。609若い女性であることで、保護者からの風当たりが強くなる事も多いので、女性である事は仕方ないのですが、ある程度年齢を重ねてから、童福祉司に就いた方がよかったかな、と最近思い始めたところです。611親の意に反しての一時保護、施設入所への対応は、現在のシステムでは無理があり、制度の見直しが是非必要と思う。612すべてのケースが児相へ集約されがち。それに対応できるカ（職権）は薄く、また、それが本県ではない。マスコミの対応方向が影響していか（児相が○○しなかった。児相がOO、等）。虐待が起こるのも、防げなかったのも、すべて児相の対応の悪さが根源一ではない。根的な勘違いがある。どこが、ではなく、日本として見直しすべき。613本来の業務はもちろんのこと、調査、報告、アンケートに追われる時期も重なりストレスや不安は蓄積されるばかりです。614先ず、警察が対応すべきである。615ケース記録を書く時間がないこと。勤務時間中はほとんど書けない一残業、休日出勤（サービス）617虐待相談だけではなく、知的相談もとてもストレス619対応困難な親をケースに持つと、ストレスは飛躍的に高まる。児童相談所の複数対応は結局ストレスの押し付け合いで、根本的な解決につながらない。警察が前面に出る必要がある。現職警察官の児相への配置が必要と思う。621現在はケース担当していないため、特に12．13は上手く回答できていないと思います。2年前、ケース担当していた頃は精神的に余裕がなく時間的にも残業続きでした）、ただ自分を責めてばかりで、つらい毎日でした。622説得困難な親に対する対応は、結局のところ担当者が一人で対応しなければならなくなる現状があり、その心理面での苦痛はかなり強いのがあります。623裁判対策やマスコミ対策をする本庁と、現場職員との虐待対応に対する考え方のギャッブがストレスになる。親子分離は最善の策ではな。子どもから帰れる家庭を奪わなくても済むのならば、出来る限りその可能性をさぐるべきだと思う。もちろん、生命の安全は第一だが。安なものは全部分離して安全策を取りたい本庁の意向はわかるが、それは職員の安全確保にはなっても、児童の最善の福祉を図ること一致しないと感じることが多い。624二一ズの無い人に関れる（ママ）ことに非常に大きなストレスを感じる。629やはり一人一人のケースを減らすこと。つまり福祉司の増員が虐待対応をより充実させることになると思います。632業務量が多すぎる。637毎日様子を確認できる余裕はなく、全国で増加している死亡事件が全く人事と感じられない。646虐待への対応は待ったなし、24時間体制、制限時間なしの一本勝負。しかも勝負した相手を援助、指導し、最終的に児童を家庭に帰すとこまで視野に入れて動かなければなれいません。親の「虐待」の認識づけは、司法機関でやってもらわないと、「右手で殴って、左手でよしし』は出来ません親への意識づけが一番のストレス1！647保護者対応に困難ケースが増えている6531．2年前から虐待の事例の増加に伴い、対応にあたり所内協議はするものの、スムーズに進まない事も多々有り、夜も眠れぬ日々、夜中急に眼が覚めてしまう事が多くある。油断は許される現状に、気を遣い、精神的な疲れは大きい。忙しいことも含め、この仕事を希望に、童福祉司になる人は少ないと思う。任命されている間は、考えて出来るだけの事を精一杯対応していきたいと思っているが、本当は疲れいる。いつになったら、ホッとした気持ちになれるのだろうか？658・アンケート記入とおりストレスが重圧となり負担、心身とも極限状態6621）業務量とスーパーバイズについて・児童虐待の持つ問題の特殊性を十分吟味することが大切だと思う。児童虐待は、見通しのなさがあり、判断の誤りが子どもの生死に直し、さらに、どのような結果になっても、後々の問題が残るというエンドレスのやりきれなさをどのように整理していくかが難しい。・また、その場その場で的確な判断が求められると言われるが、何が的確かは、はっきり言って結果が出てしか分からないところが多い。・その点を無視して、うまく行かなかった場合、そのケース個別の処遇困難性や途中の努力は、省みられることな＜、結果だけ判断されるの、非常につらいし、判断を個人責任とされたのでは、たまらない。・そういった点で、複数対応は不可欠だし、その意味では、はっきり言って、人員は不足しているし、やはり、経験のあるスーパーバイザー、必要である。一45一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集6622〉児童虐待に対する社会への説明について・健全な想像力の持ち主であれば、児童虐待をなくすることは、100％不可能だし、家庭という密室の中で起こる出来事を100％把握し、適に対応することなど、不可能だということは容易に気付くはずである。それを、可能にしようと思えば、全体主義国家体制を敷くしかないだうか。にもかかわらず、子どもが傷ついたという深刻な事実の前で、感情的な反応しかな＜、建設的な議論が出てこないのが、現状であ。児童虐待の問題を、担当児童相談所や担当者の問題、しかもその意識・意欲の問題に帰着しようとする社会やマスコミの姿勢には大に疑問を感じる。・この点は、国においても、社会、特にマスコミに対して、きちんと説明して欲しい。確かに子どもが死んだという事実の前には、言葉はないろうが、何かあると、児童相談所長が頭を下げることを繰り返していては、本当のことが見えてこない。世論の溜飲を下げるだけで、問題隠蔽にさえなりかねない。・あまりにも無知で感情的な情報が出回っている。他の先進国並みの対応を要求するなら、それなりの体制整備が必要なことを、説明してしい。社会が、我々の仕事の大変さ、不可能なことに対応しなければならない実情を理解してくれていると感じるだけでも、ストレスは、大いに違。3〉我々にもトラウマがある・児童虐待については、被虐待児や虐待をしている保護者のトラウマは、盛んに議論されているが、支援に携わっている者も大いに傷ついいる。児童虐待の事例は、どんなにうまくいったように見えても、その過程で担当者は、傷ついている。面接での保護者からの、当方を責る発言が、いまだに、頭の中を駆け巡ることがある。・この点を、社会にきちんと伝えて欲しい。児童福祉司も生身の人間である。今回の調査は、その辺りを把握していただ〈ために、実施されのだと思うが、その点をよろしくお願いしたい。〉専門職でない児童福祉司の立場から・福祉専門職ではいことを理由に、非難の度合いが高まるのはいったいなぜなのか。専門職でないことは、現場の担当者には、全＜、責任ないことであり、自分でどうにかできるものでもないかつて、東京の死亡事件で、担当福祉司の年齢や性別、経歴まで報道された。これなど人権侵害と思う。ましてや、「専門職でなかったゆに、認識が甘く、そのために死ななくていい子どもが死んだ。』と報道されたのでは、おそらく、担当者は立ち上がれないであろう。せっかく人材を、殺してしまったようなものだ。事務職出身の福祉司は、血も涙もなく、しかも無能な人間というイメージしか残らず、そんな職場へく人間はどんな人物なのかという事になる。福祉専門職制のないとろは、事務職を配置せざるを得ないのだが、そんな職場に、優秀な事職が、転勤を希望するだろうか。当局が、有望な人材を配置したりするだろうか。・私が、赴任した当時、参加した児童虐待の研修会等での、講師やシンポジストからの、児童福祉司しかも事務職出身の児童福祉司を責る言葉は、忘れられない。児童虐待に、適切に対応できないいらだたしさの反映であったのだろうが、今思い出しても、苦々しいも思いがっている。幸い、実際の職場の同僚は、専門職も、私達の状況に理解のある人たちばかりであり、何とかしのいでこれたが、研修会等で雰囲気では、かりにやる気を持って赴任してきても、やる気はうせるだとうと今も思っている。やる気がない人間がくるのではなく、やる気なくさせているのだと感じた。児童虐待は、家庭（もっと広げればその社会であろうが）、の最も弱い立場の子ども達が、その矛盾を背負わされている状態と思うが、児虐待対応のまずさを追及するマスコミや世論の態度は、児童相談所というもっとも弱く責めやすい立場にある機関の、権限以上の責任をわせているため、最も責めやすい立場の児童福祉司、さらに事務職出身という最も声を上げないで責めやすい立場の担当者を追及するいうのは、まさに虐待の構造そのものであると感じ続けてきた。・また、児童虐待対応には、専門職が必要と言われる。当初の専門職たちを見ると、全くその通りだと思う反面、福祉の専門職であれば、対できるものであるかとそうも思えない。地域のことをよく知らない専門職よりも、地域の情報に通じた事務職員の方が、よほど有用なことありうる。・それに、福祉専門職を現実に考えてみた時、児童虐待に対応できるような専門職が、現在、今、どこに、どれだけいるのだろうか。今は、務職に頼らざるを得ないのは、現実問題である。・今まで、事務職として、様々な部署を経験してきて、福祉しかも児童福祉で何が弱いかを考えてみた時、まさに事務的なカの弱さであるとじている。他の専門職たち、特に土木や農林水産の専門職たちが、なぜ、あれだけカを持ちえているのか、それらの分野に比べ、福祉野は、なぜに今のように、不当に低レベルの状態に甘んじなければならないのかを考えた時に、行政内部での発言力の弱さがあると思。662662662662・今は、何かの縁あって、赴任してきた事務職出身の福祉司たちも、やりがいをもって、児童相談所での職務を行い、次の職場に行って、童福祉の協力者として働いてくれることに心砕くことも、児童福祉の向上のためには、大いに有用であると考えているのだが、いかがでろうか。664正解のない問題であるが、迅速に対応を求められる事柄のため、その問のバランスを取っていくのが、非常に難しい。665関係機関が児相に「丸投げ」して、それでよいと思っている場合が多く、そうだはないことを認識してもらうことが大変。保護児童の親からの話等による攻撃で体調を崩すが、それでも担当は変わらず、出勤するのも気が重い。子どもを保護する際、上司が首を絞められた。その合を、繰り返し思い出しては涙が出てしまう。それでも仕事は続けなければならない。世間は、児相が何でも出来る、すぐに子どもの保ができると思っているが、現在、一時保護所も養護施設も満杯である。それ以前に保護までこぎつけることが大変なことだとわかって欲しc6694年目に入り、肉体的諸症状（高血圧、不眠症、ストレスによる体重増加）が、顕著に表れているので、配置換えを実現してくれないと、将来健康に対して大変不安を感じている。670バーンアウトしないようにworkingtogetherを合言葉に働いています671専門職でないこと676家庭分離して、児童養護施設に入所させても、施設の力が不足しているので（施設側に全て要因があるわけではない。現状での）、さ却っ家庭より施設の方がベストとは言えない。678記録の整理や、定期的検証、定期訪問、面接等、プロブラム通りに進行させる。時間が取れず、「再発の不安や過度の虐待に発展しない」不安を抱きつつ、在宅での見守りをしている。ケースが多く、悩むところです。680ほとんど「まるごし』状態での対応になり、限界を感じる682業務量も多く、仕事の進め方もスムーズでなく、1日も早く異動したい。684ストレスを感じない目はありません685上司の無理解や専門性の欠如が全ての業務に影響している690体力がありません693全く違う部門からの異動で、上司も忙しくSVを十分にしてもらえないで、大変ストレス高かった。部下のしんどさを共感し、具体的かつ的確助言がもらえる体制を望む。特に部下を支持し支援する上司の役割をきちんと果たして欲しい。一46高橋他：1．児童福祉司の職務とストレスに関する研究6941ケースで30回近い面接をした事もあり、虐待ケースの処理は大変な業務量になる。28条申立てをして脅迫され、強いストレスを感じた事700多忙と虐待と呼べない（精神病）ケースがある。702私達の県では、このところ、中堅女性職員が複数退職しています。年休も5日ぐらいしか取れずにいる同僚も多く、家庭を犠牲にして働いてたといわざるを得ません。私自身は今、少し楽なポジションに移りましたが、燃え尽きている同僚が心配です。特に兵庫県では事件のこと所長他が処分を受けた事について問題を感じます。703虐待のみではないが、相談数が多すぎて、個別のケースに時間が取れない。704虐待ケースに対してストレスを感じるのは当然のことと考えます。それより、他機関が児相が被虐待児を簡単に保護できるように考えられり、虐待ならすべて児相へということの方がストレスです。705・24時間、365日、即対応体制は精神的な負担が非常に大きく、休目、夜間の電話に脅えてしまう。・危機介入部門と福祉援助部門と同人物がすることの矛盾を強く感じる。710初期対応等、通報に対する機動力のある所内体制を作る事は大切だが、虐待のみに対応する部署を設けるのは担当者の負担。地球のットワークを活用するためにも種別担当より地球担当が適。713処理件数が多すぎて、ベルトコンベアーの上を流れているだけの感じ、ソーシャルワーカーとしてじっくり関れる実感がない。所内上司も、リバイ作りが優先し、ケースの中味についての吟味がされていない状況。716勤務時間外や休日等にいつ連絡がはいるかわからない状況は家にいても休まらない。また、新聞に載るような事件が児童相談所がいか対応していても起こる可能性がある。718このようなアンケートも職場でする時間がなく、自宅ですることになる程、多忙であります。精神的に過度な仕事でもあり、次の転職を指折数えて待っている毎日です。720先（出口）の見えないトンネルに入ってしまった感じ。エンドレステーブのごとき仕事。721とにかく計画がたてられない、。虐待通報があればその日の面接や家庭訪問も白紙にしなけれぱならない。親との対決が怖い。「殺す！」本気で脅す。トラウマになってる気がする。結局のところ個人が標的。誰も助けてはくれない。プレッシャーをかけられる。723夜間、休日に電話が鳴ると、いつもビクビクする（呼び出しではないかと）。休んだ気持ちになれない。虐待に関しては保険のように何でも相に連絡してくる。マスコミ等が事件が起きると実態も知らずに児相に責任を負わせる。そのため上司等はそのことにびくびくし、必要以に引き上げようとする。死ななければいいといわんばかりに…・。処遇なんか全く関係なし。そして怖い思いをするのはいつも現場。そし今や児相は援助する福祉の現場じゃない。ただの管理者だ。これなら警察がやればいい。そして、たちの悪いのは、福祉のことなど何もからない弁護士等司法の者。そしてそれに取り巻く教育関係や知識人。もう一度、ケースワーク等援助の原点に戻れ“と云いたい！1児童福祉行政はただただ疲れ、むなしく充実感がない。このままじゃ、児童福祉の未来はない！！727大幅な増員でやり易くなった。前年度までは、処理しきれない相談を抱え、休日出勤が多かったし、年休を取るのはつかれて体調を崩したという状況だった。とにかく、人員増と専門性は必要であり、児相1年目に、一人前に仕事を任せるのではなく、十分な研修が必要。他機からの通告も多いが、ある程度情報を確認した上で通告して欲しい。福祉事務所は横流しするだけである。また、責任逃れのための通729量的にも質的にも大変な仕事で、そのうち体を壊すのではないかと思う。731このアンケートは大変でした。736ともかく、業務量は増え、私自身も今年度から虐待対応するグルーブに配置替えとなり、右往左往しながらの日々を送っている。今までの事のテンポとは違い、戸惑う事の連続。こういう中、自分らしさを保ちながら仕事をしていくのはとても大変なことと思う。人員増が必要。して、よく虐待を理解する上司は不可欠と思う。737とにかく忙しい。いつも頭の中にケースの事を考えている。夜中、目が覚めて、思い出すことがある。740駐在児童福祉司であるため、普段は1名での対応となる。虐待通告があると、時間をとられ他の業務に影響が出る。744当所は虐待専掌福祉司を1名配置しており、その任にあたっている。初期対応から虐待の評価までを担当しており、ケースの内容になってストレスが高まる。746主管課が現場の認識に乏し＜、通常の業務だけでもストレスが高いのに、管理運営面（特に予算配当等）で制約があり、仕事がやりづらい感じている。748・終結したと判断したケースが、暫くして再び起こった時など、大きなストレスを感じる。関係機関から虐待ケースであるからと、丸投げされた時、関係機関との調整が難しく厳しい。警察に連絡することで、警察独自の動きをする。このことで警察に意見を述べると、警察から強い抗議を受けることがあり、警察に連絡すことをためらう事がある。749・新聞等マスコミに振り回される。自分の児相も同様のことが起こるのではと不安。ケースがいつも頭にあり、休日も気持ちが休まらない。754現在は4〜5年前より業務量が2倍以上になっているので、精神的な負担はその二乗倍になっている。ホッと息をつく間がない。常に圧迫感感じている（ケースがそれぞれ違った対応が必要になっている）。週末なるとひどく疲れを感じる。756・対人関係技能の未熟さ。障害を持つ対象者との対応で感じるストレスが大きい。また、職場の管理的発想やその強化が労働過重に拍車をかけている。職場の同僚の一部とのチームワークが取りにくい。757・虐待防止の分野（啓発分野）と虐待対応の分野をきちんと役割分担をすること。機関の役割の明確化。　　　　　　　　　　の役割のようなものを、一機関である児相で行うこと自体が問題。虐待で死亡する子は乳児院の所経験がある子が多い事。また、乳児院入所した者が虐待する側になることが多い事を真剣に考えて欲し。罰1一五く　々・　！∫思、2〜3才の愛着関係、基本的信頼関係にとても大きな意味を持つ時に措置変更という理不尽な事をてしまう事。乳児院に男性職員がとても少ない事。ケースワーク機能がとても小さい事。記憶に表れてこない時期の生活の場が隠されるとなど。虐待そのものである。早急に改善を。施設職員は低賃金で労働のみ過重になっている。（このことは早急に改善が必要）　…　言に酬　　　　　　（理由1印酬　一　　が　ノ　　々・　　　�Aか　べ　　　　折か　曇が　いの　…厭）75810数年ぶりに児相に配置替えとなった。ケースワーク業務に関しては新米であるが、ポスト上虐待者に対して前面に出なければならないこが多く、疲労を強く感じる。759困難ケースに関っている時期は両者共に多くなり、疲労を感じる。764このアンケートもかなりストレスフルでした。768リフレッシュ休暇が必要770児相全体がゆとりのない状況が続いている［イ4日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集773776業務量が多すぎて、自分の家庭をネグレクト状態にしているかもしれません。777行政の財政難はどこも同じだと思うが、だからといって子どもの命に関る虐待業務が等閑にされてはならない。人は増やさず、それに代わOA機器や車などの増設もなく、手弁当で踏ん張るのがよしとされる意識の改革が本庁、国レベルで必要。本研究が事態改善につながる』とを祈っています。よろしくお願いします。778児童相談所一職員として仕事しているのに訴えられるときは一個人1転勤しても追ってくる。779・通貴を受け、調査に出かける時は気持ちもハツラツとしているが、「モーイヤ！！」と投げ出したくなる日も毎日ある。職場の雰囲気（バカな言動が許されるような）により、精神を正常に保っていられると思う。職場のチームワークこそ救われると思っている。782虐待ケースが発生すると他の相談業務が受けられなくなり、後回しになったりと通常業務に大きな支障が出る。784事例に対してよりも、その事に対する職場のシステム、人間関係に困難を感じる。785・目中は面接や家庭訪問に追われ、ケース記録を書く時間がない唄家に持ち帰って、いわゆる“ふろしき残業”が多い。・緊急に動かないといけないので、不登校や引きこもりといったケースに丁寧に対応できない。以前、引きこもり＋家庭内暴力のケースを、せっかく1年間ケースワークをやって、やっと本人と面接が出来る様になったばかりだったのをダメにしてしまった事がある。786夢にまでケースの事が出てきて心が落着くことがない。虐待の緊急対応ばかりに追われ、他のケースが気になりながらも、手をつけることができないストレスも大きい。788・法第28条申立について、家裁の理解がまだ十分でない事。・関係機関などに温度差があり、非協力的であったり、すべて児相に押し付ける所がある事。790虐待対応の担当職員として、私生活の予定が時折変更を余儀なくされることが負担である。791全体的に事務処理が多いように感じる。793杢ロ15酉人に対し、一人の福祉司で対応するには、当然限界があるにも関らず、注目度は増し、早期の適切な対応が求められている。常にオーハーワークで限界を超えた状態で業務を行っている（昨秋、過労で肺炎を患い、3週間入院した）。Q−13（1）は設問とは逆で、常時、面接、訪問等の対応に追われ、ケース記録が書ききれない状況にある。児童相談所は他に、非行、不登校、しつけ相談など、多岐にわたって相談を受けており、虐待対応には別個の専門機関が必要と思われ、または福祉司の大幅な増員が急務である。794かなり限界に近い。厳しすぎる。796親から、脅迫される事、家族に危害が及ぱないか不安に感じる797虐待通報の内容は軽易なものか昏重いものまで幅が大きい。地球のネットワークを最大限利用でき連携体制を作る事によって、児相の役割もしぼれるのではないかと考えbれる。800緊急対応が連日となり、担当となってしまう場合、初期対応に追われてしまい、その後の指導、面接、機関連携が組み立てづらい。813自分が孤独になっていくような気がします。体内のエネルギーが抜けていくのがわかる。周囲全てに怒りを感じる時がある。814今年度から虐待の初期対応専任の鰯飼力く配置されたため・業務量やストレスは軽減されたが、とにかく福祉司の人数が足りない．次々と相談の対応に追われ、一定の措置後に充分なフォローが出来ない事が、非常にストレスになります。815〈アンケートを実施していただきありがとうございます。今後ともご支援下さい〉・ストレスが慢性的・持続的、切れ目がない。このような職業が他にあるのかと思う。815815・12年度、13年度で私の知歪限り、県内児相の少なくとも4名がノイローゼ（燃えつき他）で病休をとった。その他に精神的不調を理由に新採1各が辞め、1餐はC，Wかb別の職種に配置転換。2名は地区担当をはずれた。その他に保健所職員が脳溢血で死亡。突発性難聴が3隻一の3月でべ7ランC．W（全て女性）が3名辞めることになっている。急に慢性疾患にかかり地区担当を続けられなくなった職員もいる。「兀気な人』はこの1年ですっかりいなくなってしまい、皆疲れている。他の職場でr誠実で働きもよく、人柄もよい」と評価された人が次々に倒れていく。この職場を「敗戦前」と例えた人がいる。「会社更生法を申請したい」と同僚と話し合っている。817児童福祉司が少なく、業務が多く、毎日が不安です。早く職場を変わりたい気持ちです。818業務量が非常に多いので、福祉司ケースワーカー定数の増を要求したい。823833児童相談所以外の組織を設置して強制的介入等強？をすべき。児相はケースワークを中心に援助活動をする。834いくらなんでも仕事量が多すぎ。虐待の増加によって。丁寧なケースワークは不可。記録もしていない。一48一

